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58号。以下「評価基準」 という。 ）は， ゴルフ場の

用に供する一団の土地（以下「ゴルフ場用地」 という。 ）

の評価について，大要，①当該ゴルフ場を開設する

に当たり要した当該ゴルフ場用地の取得価額に当該ゴ

ルフ場用地の造成費を加算した価額を基準とし， 当該

ゴルフ場の位置利用状況等を考慮してその価額を求

める方法によるものとするとし，②この場合におい

て，取得価額及び造成費は， 当該ゴルフ場用地の取得

後若しくは造成後において価格事情に変動があるとき，

又はその取得価額若しくは造成費が不明のときは， 附

近の土地の価額又は最近における造成費から評定した

価額によるものとすると定めている （第1章第10節

二・以下，上記②の定めを「本件定め」 という。 ） 。

（2） 自治省税務局資産評価室長は，平成11年法律

第87号による改正前の地方自治法245条4項（現

行法の245条の4第1項参照）の技術的な助言とし

■ 裁判例い’

民事

◎固定資産課税台帳に登録されたゴルフ場
用地の価格が固定資産評価基準の定める

評価方法に従って算定されたものという

ことができないとした原審の判断に違法

があるとされた事例

件名固定資産評価決定取消請求事件

最高裁判所令和2年（行上）第323号

令和4年3月3日第一小法廷判決破棄差戻L

ト上告人下松市 て，各道府県総務部長等宛てに「ゴルフ場の用に供す

被上告人株式会社山田事務所 る土地の評価の取扱いについて」 (同年9月1日付け

原 審広島高等裁判所 自治評第37号。以下「ゴルフ場通知」 という。 ）を

主 文 発出した。ゴルフ場通知は，評価基準における本件定

原判決を破棄する。 め等の具体的な取扱いについて参考までに一例を示す

本件を広島高等裁判所に差し戻す。 などとした上で，周辺地域の大半が宅地化されている

理 由 ゴルフ場に係る取得価額の評定に関し,大要， 当該ゴ

上告代理人沖本浩，同山本直の上告受理申立て理由 ルフ場の近傍の宅地に比準しつつ山林としての価額を

について 評定する方法を挙げている。

1 本件は， ゴルフ場の用に供されている山口県下 (3)ア本件各土地及びその周辺の土地は，古くは塩

松市所在の一団の土地（第1審判決別紙物件目録記載田跡地であったところ，本件各土地は， その後造成さ

1～89．以下「本件各土地」 という。 ）に係る固定れ，遅くとも昭和60年頃からゴルフ場用地となって

資産税の納税義務者である被上告人が,土地課税台帳いる一方， その周辺の士地は，工場等の敷地（宅地）

に登録された本件各士地の平成27年度の価格を不服 となっている。

として下松市固定資産評価審査委員会に審査の申出を イ下松市長は，平成26年，本件各土地の価格に

したところ， これを棄却する旨の決定（以下「本件決ついて，本件定めによることを前提に, ゴルフ場用地

定」 という。 ）を受けたため，上告人を相手に，本件 として開発することを目的とする素地として評価する

決定のうち被上告人が適正な時価と主張する価格を超 との条件により，不動産鑑定士による鑑定（以下「本

える部分の取消しを求める事案である。 件鑑定」 という。 ）を実施した｡下松市長は，本件鑑

2原審の確定した事実関係等の概要は，次のとお定の結果に基づき，附近の工場用地に比準する方法に

りである。 より工場用地としての取得価額を評定し，造成費の加

(1)ア地方税法349条1項は，土地に対して課す算をせずに本件各土地の平成27年1月1日における

る基準年度の固定資産税の課税標準は,当該土地の基価格を合計32ig0933万8607円と決定し，土

準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又地課税台帳に登録した（以下， この価格を「本件登録

は土地補充課税台帳に登録されたもの（以下， これら 価格」 という。 ） 。

の台帳に登録された価格を「登録価格」 という。 ） と 3原審は，上記事実関係等の下において，要旨次

する旨規定し， 同法403条1項は，市町村長は， 同 のとおり判断し，本件決定の全部を取り消すべきもの

法388条1項の固定資産評価基準によって固定資産 とした。

の価格を決定しなければならない旨規定する。平成2 本件各土地について本件定めにより評定されるべき

7年度は上記の基準年度であり，これに係る賦課期日 取得価額は， ゴルフ場用地に造成される前の塩田跡地

は平成27年1月1日である。 の基準年度における客観的時価をいうものと解すべき

イ固定資産評価基準（昭和38年自治省告示第1 であるが，本件鑑定によってはこれを求めることがで

’
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して本件定め等の具体的な取扱いを参考までに例示す

るにとどまり，事例に応じて他の評価方法によること

を排除する趣旨と解することはできないこと等からす

れば， ゴルフ場通知の内容により，上記の判断が左右

されるものではない。

きない。 したがって， その余の点について判断するま

でもなく，本件登録価格は評価基準の定める評価方法

に従って算定されたものということはできず，本件登

録価格は評価基準によって決定される価格を上回らな

いとはいえない。

4 しかしながら，原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は，次のとおりである。

(1) 本件決定は，本件登録価格の決定に違法はない

として， これに係る被上告人の審査の申出を棄却した

ものであるところ，土地の基準年度に係る賦課期日に

おける登録価格が評価基準によって決定される価格を

上回る場合には， 同期日における当該土地の客観的な

交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわ

らず，その登録価格の決定は違法となるものというべ

きである（最高裁平成24年（行上）第79号同25

年7月12日第二小法廷判決・民集67巻6号125

5頁） 。

そこで，本件登録価格が評価基準の定める評価方法

に従って算定されたものということができるか否かが

問題となる。

（2） 前記2(3)イによれば，下松市長は，本件各土地

の価格について，本件定めにより，附近の工場用地に

比準する方法により工場用地としての取得価額を評定

したものであって，塩田跡地としての取得価額を評定

したものではない。

しかしながら，土地に係る固定資産税の課税標準と

なる登録価格は， 当該土地の基準年度に係る賦課期日

を基準として定めるべきものであるとごろ（地方税法

349条1項） ，平成27年度の固定資産税の賦課期

日である平成27年1月1日において，本件各土地の

周辺の土地は工場等の敷地となっていたものである。

また，本件定めを含む評価基準は， ゴルフ場用地の評

価に際し附近の土地に比準して取得価額を評定する方

法として,特定の具体的な方法を挙げているものでは

ないし，造成から長期間が経過するなどの事情により，

当該ゴルフ場用地の造成前の状態を前提とした取得価

額を正確に把握できない場合も想定される。

そうすると，本件各士地の価格の算定に当たり，そ

の造成前の状態である塩田跡地としての取得価額を評

定していないことをもって，評価基準の定める評価方

法に従っていないと解すべき理由は見当たらない○

以上に関し,下松市長が本件各土地の取得価額を評

定する際に用いた方法は， ゴルフ場通知の挙げる方法,

すなわち，近傍の宅地に比準しつつ山林としての価額

を評定するという方法とは異なるものであり， この方

法に準じたものともいい難い。 しかしながら， ゴルフ

場通知は，基本的には山林を造成したゴルフ場用地の

評価を念頭に置くものと解される上，技術的な助言と

(3) 弓出間

■■ ■■

■■

.． 、''二一 めろ面平価 一ｲA 雪室

＝ 目F 町こは ｜古’

5 以上によれば，原審の上記判断には，判決に影

響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は

理由があり，原判決は破棄を免れない。そして，本件

登録価格が評価基準の定める評価方法に従って算定さ

れたものといえるか否か等について更に審理を尽くさ

せるため，本件を原審に差し戻すこととする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判

決する。

（裁判長裁判官安浪亮介裁判官山口 厚

裁判官深山卓也裁判官岡正晶裁判官

堺 徹）
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も，所定の場合に優良誤認表示とみなして直ちに措置

命令をすることができるとすることで，事業者との商

品等の取引について自主的かつ合理的な選択を阻害さ

れないという一般消費者の利益をより迅速に保護する

ことを目的とするものであると解されるところ， この

目的が公共の福祉に合致することは明らかである。

そして，一般消費者は，事業者と商品等の取引を行

うに当たり， 当該事業者がした表示のとおりの品質等

が当該商品等に備わっているものと期待するのが通常

であって，実際にこれが備わっていなければ，その自

主的かつ合理的な選択を阻害されるおそれがあるとい

い得るから，法5条1号の規律するところにも照らし，

当該商品等の品質等を示す表示をする事業者は，その

裏付けとなる合理的な根拠を有していてしかるべきで

ある。また，法7条2項により事業者がした表示が優

良誤認表示とみなされるのは， 当該事業者が一定の期

間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すも

のと客観的に評価される資料を提出しない場合に限ら

れると解されるから， 同項が適用される範囲は合理的

に限定されているということができる。加えて，上記

のおそれが生ずることの防止等をするという同項の趣

旨に照らせば，同項が適用される場合の措置命令は，

当該事業者が裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を

備えた上で改めて同様の表示をすることについて，何

ら制限するものではないと解される。そうすると， 同

項に規定する場合において事業者がした表示を措置命

令の対象となる優良誤認表示とみなすことは，前記の

目的を達成するための手段として必要かつ合理的なも

のということができ，そのような取扱いを定めたこと

が立法府の合理的裁量の範囲を超えるものということ

はできない。

◎不当景品類及び不当表示防止法7条2項

は，憲法21条1項， 22条1項に違反
しない

件名措置命令処分取消請求事件

最高裁判所令和3年（行ツ）第33号

令和4年3月8日第三小法廷判決棄却

上告人株式会社だいにち堂

被上告人国

原 審東京高等裁判所

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小磯正康ほかの上告理由について

1 不当景品類及び不当表示防止法（以下「法」 と

いう。 ） 5条1号は，事業者は， 自己の供給する商品

又は役務（以下「商品等」 という。 ）の品質規格そ

の他の内容（以下「品質等」 という。 ）について，一

般消費者に対し，実際のものよりも著しく優良である

と示し，又は事実に相違して当該事業者と同種若しく

は類似の商品等を供給している他の事業者に係るもの

よりも著しく優良であることを示す表示であって，不

当に顧客を誘引し，一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

（以下「優良誤認表示」 という。 ）をしてはならない

旨を規定する。

法7条1項は, 内閣総理大臣は，法5条の規定に違

反する行為等があるときは， 当該事業者に対し，その

行為の差止め又はその行為が再び行われることを防止

するために必要な事項等を命ずることができる旨を規

定する。そして，法7条2項は， 内閣総理大臣は， 同

条1項の規定による命令（以下「措置命令」 という。 ）

に関し，事業者がした表示が法5条1号に該当するか

否かを判断するため必要があると認めるときは， 当該

表示をした事業者に対し，期間を定めて， 当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める

ことができ， この場合において， 当該事業者が当該資

料を提出しないときは， 同項の規定の適用については，

当該表示は同号に該当する表示（優良誤認表示） とみ

なす旨を規定する。

2法7条2項は，事業者がした自己の供給する商

品等の品質等を示す表示について， 当該表示のとおり

の品質等が実際の商品等には備わっていないなどの優

良誤認表示の要件を満たすことが明らかでないとして

3 したがって，

このことは，当

裁判所大法廷判決（最高裁昭和29年（あ）第286

1号同36年2月15日大法廷判決・刑集15巻2号

347頁，最高裁昭和45年（あ）第23号同47年

11月22日大法廷判決・刑集26巻9号586頁）

の趣旨に徴して明らかである。論旨は採用することが

できない。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判

決する。

（裁判長裁判官渡邉惠理子裁判官戸倉三郎

裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官

長嶺安政）

3
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定年退官

大阪高等裁判所判事事f《 ■壱己 …-鼻？ 五十嵐常之

(3月13日）

定年退官

岐阜簡易裁判所判事

◎叙位。叙勲（1月分、死亡者のみ）
安藤學

(3月14日）

戸田久

(3月15日）

正五位・瑞宝双光章

岡山家庭裁判所倉敷支部主任書記官 菅原孝志

従五位・旭日小綬章

元日本弁護士連合会常務理事 田邉重徳

（以上1月2日）

正六位

元秋田家庭・地方裁半|｣所調停委員 國安格典

（1月4日）

正五位・瑞宝双光章

元富山地方裁判所刑事首席書記官 田中照一

従五位・旭日小綬章

元日本弁護士連合会常務理事 手取屋三千夫

（以上1月6日）

従五位

元金沢家庭裁判所首席家庭裁判所調査

官 田近尚

（1月13日）

従六位・瑞宝双光章

元神戸地方裁判所主任書記官 白川忠正

（1月17日）

従五位

元日本弁護士連合会理事 木下常雄

（1月22日）

従五位・旭日小綬章

元日本弁護士連合会常務理事 大道晋

（1月26日）

岐阜簡易裁判所判事

東京高等裁判所判事

司法研修所教官

同

同

同

同

同

同

定年退官

町田簡易裁判所判事

純島戸

丹羽芳徳

小川嘉基

鎌倉正和

中島崇

松永智史

渡邉達之輔

今啓子

(以上3月18日）

横須賀簡易裁判所判事

東京簡易裁判所判事

町田簡易裁判所判事

横須賀簡易裁判所判事

岡田千津子

遠藤鈴枝

(以上3月19日）

◎簡易裁判所判事候補者選考第1次選考（筆

記試験）問題について

例年掲載していた「簡易裁判所判事候補者選考第1

次選考（筆記試験）問題」は、裁判所ウェブサイトに

掲載することとなりました。

裁判所ウェブサイト : https://www.courts.go.jp/

◎人事異動

定年退官

名古屋高等裁判所判事

福岡家庭裁判所長

水谷美穂子

野島秀夫

(以上3月8日）

福岡家庭裁判所長

福岡高等裁判所判事

福岡高等裁判所判事

大分地方・家庭裁判所長

大分地方・家庭裁半|｣所長

福岡地方・家庭裁判所小倉支部長

福岡地方・家庭裁判所小倉支部長

福岡地方・家庭裁判所判事

福岡地方・家庭裁判所判事

福岡高等裁判所判事

｜
’

岩木宰

梅本圭一郎

松藤和博

溝國禎久

冨田敦史

(以上3月9日）

’
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｜

’
’

高 裁判所通達最

。「最高裁判所事務総局等の組織について」の一部改

正について

／令和4曇3月4p最高裁総一第226号 I
｜最高裁判所事務総局局課長､司法研修所長､｜

隠篭態蕊嚴屋…崎…I
1 1

｜
’

平成元年3月22日付け最高裁総一第84号事務総

長通達「最高裁判所事務総局等の組織について」の一

部を下記のように改正します。

記

別表「秘書課」の項中「長官公邸係」を削り、同表

｢情報政策課」の項中「情報企画第一係」を「情報企

画係」に改め、 「情報企画第二係」及び「情報システ

「デジタル

ム第四係」を削り、 「情報基盤管理係」をデジタル

デジタル
基盤第一係

基盤第二係に改め、同表「民事局」の「第一課」の

基盤第三係」

「調査係

項中「調査係」をデジタル化推進係」 に改め、 同

｢第二課」の項中「民事訴訟IT化推進係」を削り、

同表「刑事局」の「第二課」の項中「刑事手続IT化

｢デジタル化推進係」に改め、同表「家庭局」係」 を

｜
’

「企画係

の「第一課」の項中「企画係」をデジタル化推進係」

に改める。

rl ('"

1'）｛
～～＜
弧 フ

付記

この通達は、令和4年4月1日から実施する

、 夕

’
5
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◎
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
手
続
規
則

（
令
和
四
年
三
月
一
五
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）

発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
手
続
規
則
（
令
和
四
年
最
高

裁
判
所
規
則
第
十
一
号
）
が
、
令
和
四
年
三
月
十
五
日
に
公

布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償

責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事

件
に
関
す
る
裁
判
手
続
に
関
し
、
管
轄
裁
判
所
が
定
ま
ら
な

い
場
合
の
裁
判
籍
所
在
地
の
指
定
、
申
立
書
の
記
載
事
項
等

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
、
同
法
の
施
行
の
日
（
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い

て
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
管
轄
裁
判
所
が
定
ま
ら
な
い
場
合
の
裁
判
籍
所
在
地
の

指
定
・
法
第
十
条
）

第
一
条
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の

制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

十
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
の
最
高
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
地
は
、
東
京
都
千
代
田
区
と
す
る
。

（
提
供
命
令
に
基
づ
き
他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
氏

名
等
情
報
の
提
供
を
受
け
た
場
合
の
申
立
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条
法
第
十
五
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
り
同
号
イ
に
規
定
す
る

他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
の
氏
名
等
情
報
の
提
供
を
受

け
た
者
が
当
該
他
の
開
示
関
係
役
務
提
供
者
を
相
手
方
と

《
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
手
続
規
則
に
つ
い
て
》

最
高
裁

判

所
規

則

す
る
当
該
提
供
に
係
る
侵
害
情
報
に
つ
い
て
の
発
信
者
情

報
開
示
命
令
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
該
発
信
者
情

報
開
示
命
令
の
申
立
書
に
は
、
申
立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
、

申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事
実
並
び
に
非
訟
事
件
手
続
規
則

（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
第
一
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
提
供
を
受
け
た
者
の
申
立
て
に
係
る
当
該
提
供

に
係
る
侵
害
情
報
に
つ
い
て
現
に
係
属
す
る
他
の
発
信

者
情
報
開
示
命
令
事
件
が
あ
る
場
合
当
該
発
信
者
情

報
開
示
命
令
事
件
が
係
属
す
る
裁
判
所
及
び
当
該
発
信

者
情
報
開
示
命
令
事
件
の
表
示

二
前
号
に
掲
げ
る
事
件
が
な
い
場
合
そ
の
旨

（
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
書
の
写
し
の
提
出
）

第
三
条
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、

申
立
書
に
相
手
方
の
数
と
同
数
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
提
供
命
令
及
び
消
去
禁
止
命
令
の
申
立
て
の
方
式
、
申

立
書
の
記
載
事
項
等
）

第
四
条
次
に
掲
げ
る
申
立
て
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
提
供
命
令
の
申
立
て

二
消
去
禁
止
命
令
の
申
立
て

２
前
項
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
に
係
る
申
立
書
に
は
、
申

立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
、
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事
実
並

び
に
非
訟
事
件
手
続
規
則
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

事
項
の
ほ
か
、
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
と
前
項

各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
を
一
通
の
書
面
で
す
る
場
合
を
除

き
、
本
案
の
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
が
係
属
す
る
裁

判
所
及
び
当
該
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
の
表
示
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
裁
判
所
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
当
該
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
又
は
当

該
申
立
て
に
理
由
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
を
除
き
、

当
該
申
立
て
に
係
る
申
立
書
の
写
し
を
相
手
方
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
の
陳
述
を
聴
か

な
い
で
提
供
命
令
又
は
消
去
禁
止
命
令
を
発
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
提
出
書
類
の
直
送
）

第
五
条
当
事
者
が
陳
述
書
、
申
立
て
の
趣
旨
又
は
原
因
の

変
更
を
記
載
し
た
書
面
、
証
拠
書
類
そ
の
他
裁
判
の
資
料

と
な
る
書
類
を
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
書
類
に
つ
い
て

直
送
（
当
事
者
の
相
手
方
に
対
す
る
直
接
の
送
付
を
い
う
。
）

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
の
変
更
の
取
扱
い
）

第
六
条
発
信
者
情
報
開
示
命
令
事
件
の
手
続
の
期
日
に
お

い
て
申
立
人
が
口
頭
で
申
立
て
の
趣
旨
又
は
原
因
の
変
更

を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
変
更
を
許
さ
な
い
旨
の
裁
判
が

あ
っ
た
と
き
を
除
き
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
期
日
の

調
書
の
謄
本
を
相
手
方
（
そ
の
期
日
に
出
頭
し
た
者
を
除

く
。
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
適
用
除
外
）

第
七
条
申
立
人
が
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
五
十
一
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発

信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
の
趣
旨
又
は
原
因
を
変
更

し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
非
訟
事
件
手
続
規
則
第
四
十
一

条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
申
立
て
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
八
条
法
第
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
相

手
方
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申

立
て
の
取
下
げ
の
効
力
が
生
じ
な
い
場
合
に
お
い
て
、
相

手
方
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
同
意
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
は
、

裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
規
定
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
六
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
申
立
て
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ

6
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3

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

発
信
者
情
報
開
示
命
令
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
つ
い
て

は
、
非
訟
事
件
手
続
規
則
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
の
取
下
げ
が
あ
っ

た
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
相
手
方
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償

責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

法
律

等

《
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
》

民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
、
令
和
四

年
三
月
八
日
に
第
二
○
八
回
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
案
は
、
民
事
訴
訟
手
続
等
の
一
層
の
迅
速
化
及

び
効
率
化
等
を
図
り
、
民
事
裁
判
を
国
民
が
よ
り
利
用
し
や

す
い
も
の
と
す
る
観
点
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
を
見
直
し
、
オ

ン
ラ
イ
ン
申
立
て
、
訴
訟
記
録
の
電
子
化
、
訴
状
の
電
子
送

達
、
手
数
料
等
の
電
子
納
付
、
双
方
不
出
頭
の
非
対
面
で
の

期
日
等
を
実
現
す
る
た
め
、
民
事
訴
訟
制
度
を
全
体
的
に
Ｉ

Ｔ
化
す
る
ほ
か
、
六
か
月
以
内
で
の
審
理
終
結
等
を
定
め
た

法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
や
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
制
度
を

創
設
す
る
も
の
で
す
。
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。）(1

民
事
訴
訟
法
の
一

部
改
正

ア
①
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
申
立
て
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
弁

護
士
等
に
よ
る
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
限
定
し
、

2）（3）（

剛
蜥
緬
臓
澗
師
朋
州
阯
札
豚
蝿
好
舳
肌
背
轤
好
孵
鯏
一
な
お
、
法
律
と
し
て
成
立
し
た
場
合
は
、
公
布
の
日
か
ら

に
お
い
て
も
和
解
の
成
立
等
を
可
能
と
す
る
。

と
し

判
決
書
等
も
電
磁
的
記
録
と
し
て
作
成
し
な
一
起
算
し
て
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
③
電
子
情
報
処
理
組
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
⑩
ウ
（
秘

織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記
録
の
送
達
の
匿
制
度
の
創
設
）
の
改
正
部
分
（
法
律
案
の
第
一
条
関
係
）

制
度
を
創
設
し
、
④
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

通
話
の
方
法
に
よ
り
口
頭
弁
論
の
期
日
に
お
け
る
手
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
①
ア
⑤
（
双
方
不
出
頭
の

続
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
ほ
か
、
⑤
当
事
者
双
和
解
期
日
及
び
弁
論
準
備
手
続
期
且
の
改
正
部
分
は
、
公

方
が
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
手
続
を
行
う
和
解
期
日
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
㈹
ア
④
（
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
口

及
び
弁
論
準
備
手
続
期
日
を
可
能
と
す
る
。

頭
弁
論
）
の
改
正
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

イ
当
事
者
の
申
出
（
双
方
の
申
出
又
は
一
方
の
申
出
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、

ウ

3）（

及
び
他
方
の
同
意
）
に
よ
り
、
消
費
者
契
約
に
関
す
（
離
婚
訴
訟
・
調
停
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
和
解
等
）

る
訴
え
等
を
除
い
た
事
件
に
つ
い
て
手
続
が
開
始
し
の
改
正
部
分
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な

た
期
日
か
ら
六
月
以
内
に
審
理
を
終
え
る
と
と
も
に
、
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
施

審
理
の
終
結
か
ら
一
月
以
内
に
判
決
の
言
渡
し
を
す
行
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

る
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
を
創
設
す
る
。

犯
罪
被
害
者
等
の
氏
名
等
が
手
続
の
相
手
方
に
知
一
．
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
社
会
生
活
を
営
む
の
に
著
し
い

（
令
和
四
年
三
月
八
日
内
閣
提
出
）

支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
、
こ
れ
を
相
一
胤
鋤
悌
珈
文
は
省
略
。
本
則
に
代
え
て
、
新
旧
対
照
条
文
を

手
方
に
秘
匿
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

な
お
、
民
事
執
行
、
家
事
事
件
手
続
、
人
事
訴
訟

等
に
つ
い
て
も
、
所
要
の
規
律
を
整
備
す
る
。

◎
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
文

訴
え
の
提
起
の
手
数
料
等
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
新
旧
対
照
条
文
は
別
添
の
と
お
り

現
金
（
具
体
的
な
方
法
は
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
。

Ｐ
ａ
ｙ
‐
ｅ
ａ
Ｓ

ｙ
に
よ
る
電
子
納
付
を
想
定
）
を
も
つ

て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
郵
便

費
用
の
予
納
の
制
度
を
廃
止
し
、
郵
便
費
用
に
相
当
す

る
額
を
、
訴
え
提
起
の
手
数
料
等
の
一
部
に
す
る
。

人
事
訴
訟
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
改
正

離
婚
若
し
く
は
離
縁
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
又
は
離
婚

若
し
く
は
離
縁
に
つ
い
て
の
調
停
に
お
い
て
、
映
像
と

音
声
の
送
受
信
に
よ
る
方
法
に
よ
り
手
続
を
行
う
期
日



裁判所時報1787号別添

:

I

○
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
白
九
号
）
（
第
一
条
関
係
）

第
八

章

！ 十
第
一
編
（
略
）
｜
第
一
編
（
同
上
）

il
そ
の
参
加
鶴
画
矧
刷
副
Ｊ
司
り
麹
耐
劉
列
刻
引
例
目
引
劃
捌
詞
洲
ｕ
樹
州
副
矧
円
倒
引

第
一
章

辿
所
等
」
と
い
う
．
）
の
今
雪
剛
司
ａ
噸
Ｉ
「
鯏
剰
加
刈
ヨ
由
尹
肴
圃
四
割
訓
勾
引
測
引
ｑ
引
司
ａ

〃
罰
四
一
罰
昼
コ
ヨ
鎧
嗣

（
荊
司
ヨ
剴
河
刺
副
詞
’
第
百
伽

の
の
閲
覧
等
の
制
唄
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
） ’

第
七
章

第
一
章

（
新
設
）

巳
四
十
七
基

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

2 I

31

1！
21

1

11 I
：

こ
の
法
律
そ
の
他
伺
劉
観
智
利
の
制
現
雪
国
回
割
当
刷
刺
．
引
州
引
引
剛
１
釧
司
翻
詞
幽
国
蜀
珂

項
を
当
該
事
伸
並
酬
個
剥
匂
呵
事
州
回
訓
叫
刊
制
削
罰
呵
副
詞
咽
１
剰
釧

に
足
り
る
事
項
（
次
項
に
お
州
℃
劃
飼
劉
詞
割
引
叫
司
剛
到
り
司
釧
Ｈ
到
州
司
剖

３
劃ｉ

の
滴
定
㈹
理
八
Ｊ
馴
祠
副
刷
潮
固
渕
州
ｄ
４
測
園
矧
劇
割
引
剖
叫
外

以
下
こ
の
章
胆
お
い
引
引
司
創
邑
昂
内
南
口
Ｊ
ｄ
Ｎ
剖
制
ｌ
『
到
剣
Ⅷ
劉
劉
副
引
判
剛

る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
劇
州
訓
引
「
呵
捌
笥
口
渕
州
‐
ｑ
１
召
刎
画

他
品
事
を
書
面

｜
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
℃
倒
判
到
叫
計
制
劉
鋼
判

（
新
設
）

4 3

改
正
案

現
行



I
51

1雑

i

1
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
し
で
咽
、
即
時
抗
生
ｑ
謝
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
の
意
見
を
聴
洲
淵
剤
劉
剛
刷
調
目
調
州

は
前
条
の
決
定
（
次
項
測
胡
調
剰
男
劉
倒
樹
州
制
１
詞
圏
男
閏
燭
詞
「
判
叫
引

に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
に
対
し

項
、
の
裁
判
及
び
第

蝿
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
・
項
の
決
定
又

（
新
設
）

（
新
設
）

56

（
証
書
真
否
確
認
の
訴
え
）

割
司
引
刊
呵
凹
劉
洲
判
．
（
略
）

（
訴
え
提
起
の
方
式
）

劉
司
司
刊
河
凹
剰
（
略
）

２
（
略
）

!f
61

（
裁
判
長
の
訴
状
審
査
権
）

第
百
三
十
七
条
訴
状
が
荊
司
ヨ
制
．
“
須
劃
判
割
剰
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合

に
は
、
裁
判
長
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
内
に
不
備
を
補
正

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
規
定
に
従
い
訴
え
の
提
起
の
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
規
定
に
従
い
訴
え
の
提
起
の

手
数
料
を
納
付
し
な
い
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
手
数
料
を
納
付
し
な
い
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

２
．
３
（
略
）
２
．
３
（
同
上
）

○
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
白
九
号
）
（
第
二
条
関
係
） il

第
二
編
第
一
審
の
斫
舩
手
続

第
一
章
訴
え

当
な
理
由
な
く
、
そ
の
許
可
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を
、
当
咳
手
続
の

第
五
章
（
略
）
一
第
五
章
（
同
上
）

‘ 制罰|最|扇叶

腕

q

2
L

E

i

f
二

E

百

、

盲

＋
Ⅱ
剖
劃
ヨ
ヨ
制
。
劉
謝
判
。
Ｊ
）

（
証
書
真
否
確
認
の
訴
え
）

剰
司
ゴ
コ
到
刈
斜
（
同
上
）

（
訴
え
提
起
の
方
式
）

痢
司
ゴ
コ
判
司
剰
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
裁
判
長
の
訴
状
審
査
権
）
・

第
百
三
十
七
条
訴
状
が
劉
劃
ヨ
コ
Ｈ
引
剰
調
到
剴
側
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合

に
は
、
裁
判
長
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
内
に
不
備
を
補
正

第
二
編
第
一
審
の
訴
舩
手
続

第
一
章
訴
え

十
一

未
ｌ
軍
宋
百

8 7

改
正
案

現
行



51

（
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
及
び
法
定
代
理
人
の
訴
訟
行
為
の
特
則
）

第
三
十
二
条
（
略
）

２
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
後
見
人
そ
の
他
の
法
定
代
理
人
が
次
に
掲

げ
る
訴
訟
行
為
を
す
る
に
は
、
特
別
の
授
権
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
（
略
）

二
第
三
百
六
十
条
（
第
三
百
六
十
七
条
第
二
項
１
劃
ヨ
ゴ
ョ
廿
判
川
創
調
調

…
第
四
十
五
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

刺
訓
刊
對
ヨ
ヨ
司
川
Ｈ
４
到
剰
叫
川
引

剰
川
樹
（
略
）

ヨ ョ
荊
刈
綱
（
略
）

第
二
編
（
略
）

第
三
章
（
略
）

第
一
節
口
頭
弁
論
（
第
百
四
十
八
条
ｌ
荊
司
．
Ｎ
刊
斜
刎
可
ヨ

：
第
六
章
裁
判
に
よ
ら
な
い
訴
訟
の
完
結
（
第
二
白
六
十
一
条
ｌ
剰
．

司
利
判
削
剴
利
側
．
）

第
四
章’

第
五
節

含
む
．
）
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
取
下
げ
又
は
そ
の
取
下
げ
に
つ
い
て

の
同
意

仏
ｌ
掲
げ
謂
求
・
・
す
己
規
定
の
適
用
』
つ
、
て
ま
、
・
未
０

リ
斜
‐
ｑ
ヨ
引

第
六
節
検
証
（
第
二
百
三
十
二
条
Ⅱ
封
到
割
引
割
付
ヨ
斜
）

を
述
べ
る
こ
と
浪
画
き
な
く
掴
到
割
引
剛
の
伺
娼
限
劉
訓
『
を
当
奇
明
春
と

蚕’ へ

略
一

趾
（
第
二
百
十
九
条
’
第
二
百
三
判
斗
到
調

叫
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
に
係
渤
調

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
及
び
法
定
代
理
人
の
訴
訟
行
為
の
特
則
）

第
三
十
二
条
（
同
上
）

２
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
後
見
人
そ
の
他
の
法
定
代
理
人
が
次
に
掲

げ
る
訴
訟
行
為
を
す
る
に
は
、
特
別
の
授
権
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二
（
同
上
）

三
第
三
百
六
十
条
（
第
三
百
六
十
七
条
第
二
項
矧
剰
副
詞
。
司
判
回
川
剃
詞

詞
到
剴
倒
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
異
議
の

取
下
げ
又
は
そ
の
取
下
げ
に
つ
い
て
の
同
意

第
四
十
五
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

（
新
設
）

潮
Ｈ
制
呵
（
同
上
）

：
第
二
編
（
同
上
）

第
三
章
（
同
上
）

第
一
節
ｎ
頭
弁
識
（
第
百
四
十
八
条
ｌ
詞
司
対
‐
廿
剰
）

郵
荊
“
銅
（
同
上
）

第
四
章；

’

第
六
章
裁
判
に
よ
ら
な
い
訴
訟
の
完
結
（
第
二
百
六
十
一
条
’
第
二

劃
利
判
判
副
詞
）

第
六
節
検
証
（
第
二
百
三
十
二
条
川
對
ヨ
ゴ
副
ヨ
判
剖
司
詞
）

畠’ 額訴
関
す
ァ
‐
．
（
第
一
一
、
十
１

（
同
上
）

二
百
十
九
条
’
第
一
・
百
三
十
一
条
）

910

（
訴
訟
代
理
権
の
範
囲
）

第
五
十
五
条
（
略
）

２
訴
訟
代
理
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
委
任
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三
（
略
）

四
第
三
百
六
十
条
（
第
三
百
六
十
七
条
第
二
項
１
割
割
。
司
廿
判
川
剰
剰
調

鋼
別
刺
測
Ｈ
Ｈ
劉
州
剖
鋼
函
刺
副
副
洲
剛
１

引
詞
斗
到
劉
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者
双
方
が
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
と

き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
各
当
事
者
の
負
担
す

べ
き
費
用
は
、
そ
の
対
当
額
に
つ
い
て
相
殺
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
、

４
～
７
（
略
）

副
雪
判
判
同
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

21

（
和
解
の
場
合
の
費
用
額
の
確
定
手
続
）

第
七
十
二
条
当
事
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
和
解
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

和
解
の
費
用
又
は
訴
訟
費
用
の
負
担
を
定
め
、
そ
の
額
を
定
め
な
か
っ
た

と
き
は
、
そ
の
額
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
第
一
審
裁
判
所
（
第
二
百
七
十

五
条
の
和
解
に
あ
っ
て
は
、
和
解
が
成
立
し
た
裁
判
所
）
の
裁
判
所
書
記

官
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
詞
川
凋
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
．

（
訴
訟
費
用
額
の
確
定
手
続
）

第
七
十
一
条
（
略
）

３
．
４
（
略
）

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
取
下
げ
又
は
そ
の
取
下
げ
に
つ
い
て

の
同
意

五
（
略
）

二
項
及
び
第
三
百
八
十
一
条
の

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（
訴
訟
代
理
権
の
範
囲
）

第
五
十
五
条
（
同
上
）

２
訴
訟
代
理
人
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
委
任
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三
（
同
上
）

四
第
三
百
六
十
条
（
第
三
百
六
十
七
条
第
二
項
測
制
副
詞
ヨ
劃
Ｈ
耳
川
蜘
詞

荊
イ
コ
劉
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
異
議
の

取
下
げ
又
は
そ
の
取
下
げ
に
つ
い
て
の
同
意

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
．
当
事
者
双
方
が
訴
訟
費
用
を
負
担
す
る
と
き

は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
各
当
事
者
の
負
担
す
べ

き
費
用
は
、
そ
の
対
当
額
に
つ
紗
て
相
殺
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

３
～
６
．
（
同
上
）

別
詞
呵
。
側
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
訴
訟
費
用
額
の
確
定
手
続
）

第
七
十
一
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
和
解
の
場
合
の
費
用
額
の
確
定
手
続
）

第
七
十
二
条
当
事
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
和
解
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、

和
解
の
費
用
又
は
訴
訟
費
用
の
負
担
を
定
め
、
そ
の
額
を
定
め
な
か
っ
た

と
き
は
、
そ
の
額
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
第
一
審
裁
判
所
（
第
二
百
七
十

五
条
の
和
解
に
あ
っ
て
は
、
和
解
が
成
立
し
た
裁
判
所
）
の
裁
判
所
書
記

官
が
定
め
る
⑳
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
剰
制
．
判
ま
で

の
規
定
を
準
用
す
る
‐

３
．
４
（
同
上
）

五
（
同
上
）
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21

（
担
保
の
取
消
し
）

第
七
十
九
条
（
略
）

２
（
略
）
⑩

３
訴
訟
の
完
結
後
、
鋼
釧
舗
劉
到
調
司
が
、
担
保
を
立
て
た
者
の
申
立
て
に

（
費
用
額
の
確
定
処
分
の
更
正
）

第
七
十
四
条
（
略
）

２
割
日
刊
斗
到
調
剰
割
劉
洲
則
劉
到
到
劉
剥
制
矧
割
副
詞
劃
圓
の
規
定
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
更
正
の
処
分
及
び
こ
れ
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

３
（
略
）

（
訴
訟
が
裁
判
及
び
和
解
に
よ
ら
な
い
で
完
結
し
た
場
合
等
の
取
扱
い
）

第
七
十
三
条
（
略
）

２
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
及
び
剰
制
判
Ｊ
Ｊ
詞
詞
川
刺
の
規
定

は
前
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
刎
判
型
画
刷

輌
型
剰
制
到
荊
制
．
馴
刺
引
到
別
Ⅶ
可
１
Ｊ
副
詞
調
調
ゴ
ゴ
到
到
梱
副
詞
剛
詞
剰
の
規
定
は
前
項
の

申
立
て
に
関
す
る
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
に
つ
い
て
、
同
剰
罰
劉
對
到
刈
引

剰
川
圃
到
珂
司
の
規
定
は
そ
の
処
分
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
、

21

…
第
八
十
九
条
（
略
）

よ
り
、
担
保
権
利
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
権
利
を
行
使
す
季
へ

き
旨
を
催
告
し
、
担
保
権
利
者
が
そ
の
行
使
を
し
な
い
と
き
は
、
担
保
の

取
消
し
梶
つ
い
て
担
保
権
利
者
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
（
略
）

『
…
。

用
の
負
担
の
裁
判
翔
殖
園
ｕ
凋
引
‐
日
射
副
刎
剖
珂
ｌ
剖
調
訓
渕
割
劉
判
削
割

ま
、
当
事
者
の
意
見

卓
■ こ

の
場
合
腱
お
い
引
引
Ｉ
同
製
塑
調
。
画
到
判
‐
劉
訓
幽
劃

（
担
保
の
取
消
し
）

第
七
十
九
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
訴
訟
の
完
結
後
、
銅
剣
到
珈
が
、
担
保
を
立
て
た
者
の
申
立
て
に
よ
り

（
費
用
額
の
確
定
処
分
の
更
正
）

第
七
十
四
条
（
同
上
）

２
荊
刊
回
１
コ
翻
剰
ヨ
ョ
捌
訓
劉
剰
劃
倒
剣
矧
刷
荊
副
詞
劃
劉
の
規
定
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
る
更
正
の
処
分
及
び
こ
れ
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

３
（
同
上
）

（
所
訟
が
裁
判
及
び
和
解
に
よ
ら
な
い
で
完
結
し
た
場
合
等
の
取
扱
じ

第
七
十
三
条
（
同
上
）

２
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
及
び
荊
判
画
１
．
詞
痢
判
ヨ
側
の
規
定

は
前
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
決
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
副
制
謝
劉
。

刺
の
規
定
は
前
項
の
申
立
て
に
関
す
る
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
に
つ
い
て

、
同
劉
劉
烈
当
到
洲
引
劉
剥
劉
剰
到
司
の
規
定
は
そ
の
処
分
に
対
す
る
異
議
の

申
立
て
に
つ
い
て
剰
司
判
珂
到
、

；
第
八
十
九
条
（
同
上
）

（
新
設
）

担
保
権
利
者
に
対
し
、
一
定
の
期
間
内
に
そ
の
権
利
を
行
使
す
べ
き
旨
を

催
告
し
、
担
保
権
利
者
が
そ
の
行
使
を
し
な
い
と
き
は
、
担
保
の
取
消
し

に
つ
い
て
担
保
権
利
者
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
（
同
上
）

（
新
設
）
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’
回
国
罰
創
訓
刺
叫
剴
別
判
測
Ⅵ
Ｊ
剛
捌
刈
型
訓
釧
１

３
当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対

し
、
銅
割
副
詞
別
謝
謝
詞
劉
副
幽
矧
司
判
圃
そ
の
正
本
．
謄
本
若
し
く
は
抄
本

の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

４
前
項
の
規
定
は
、
荊
割
闘
矧
調
訓
当
劃
鯏
中
の
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ

テ
ー
プ
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
記
録
し
た
物
を

含
む
。
〉
に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら

の
物
に
つ
い
て
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
の
請
求
が
あ

る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
複
製
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
き
る
。

２
公
開
を
禁
止
し
た
口
頭
弁
論
に
係
る
銅
剥
溺
調
馴
珊
到
調
鋼
に
つ
い
て
は

、
当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
封
園
鰯
瑚
調
訓
到
劃
銅
判
割
判
ヨ
ヨ
Ｎ
制

調
剰
瑠
瑚
副
詞
訓
剰
詞
銅
の
閲
覧
等
）

第
九
十
一
条
何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
荊
図
嗣
凋
劃
馴
劉
製
鋼
Ｊ

調
謝
詞
濁
輌
判
列
剰
荊
斗
刺
同
封
到
項
可
引
瑠
閲
矧
調
訓
詞
圏
引
創
鬮
Ⅶ
刺
訓
釧

５
銅
詞
詞
調
劉
到
雪
瑚
鋼
の
閲
覧
、
謄
写
及
び
複
製
の
請
求
は
、
銅
詞
劃
哨
瑚

調
訓
制
釧
の
保
存
又
は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

ml |皿lll
… の

規
定
月
項
‐
‐
て
準
第
十
、
第

出
刻
裟
画
劇
含
劉
１
創
刊
同
ｕ
１
可
叫
側
矧
引
刎
矧
オ
汁
刊
叫
剖
列
刺

そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
典
馴
裁
判
銅
別
閻
詞
倒
凶
銅
引
画
判
到
淵
函I

項
．
．
‐
‐
出
頭
し
ょ
、
で
、
．

の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が

急
劉
当
幽
鋼
の
閲
覧
等
）

第
九
十
一
条
何
人
も
、
裁
判
所
書
記
官
に
対
し
、
調
訓
劉
濁
銅
の
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
調
副
到
四
銅
の
閲
覧
、
謄
写
及
び
複
製
の
請
求
は
、
謝
謝
詞
鋼
の
保
存
又

は
裁
判
所
の
執
務
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
当
事
者
及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
対

し
、
謝
謝
ヨ
劉
鞆
呵
鯛
蜀
司
１
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
付
又
は

調
釧
同
制
割
呵
引
割
刺
制
劉
調
矧
翻
制
刻
劉
剛
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

４
前
項
の
規
定
は
、
調
訓
到
謝
銅
中
の
録
音
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
（

こ
れ
ら
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
記
録
し
た
物
を
含
む
．
）

に
関
し
て
は
、
適
用
し
な
い
ａ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
に
つ

い
て
当
事
者
又
は
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
の
謂
求
が
あ
る
と
き
は

、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
複
製
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２
公
開
を
禁
止
し
た
口
頭
弁
論
に
係
る
調
釧
到
四
鋼
に
つ
い
て
は
、
当
事
者

及
び
利
害
関
係
を
疎
明
し
た
第
三
者
に
限
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）
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41

（
秘
密
保
溌
の
た
め
の
閲
覧
等
の
制
限
）

第
九
十
二
条
次
に
掲
げ
る
事
由
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判

所
は
、
当
該
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
訴
訟
記
録
中
当

該
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
部
分
回
国
渕
剥
馴
雪
詞
矧
制
劉
圃
園

：
訓 前
裂
魯
到
詞
詞
掬
酬
第
五
面
捌
刺
型
画
刷
１
割
列
．
圓
刷
胡
劉
到
詞
謝
矧
刷
園
刺

高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
か
鴻
周
制
制
凹
悶
関
制
剥
副
剴
剴
劃
剰
刺
制
‐
訓
．

（
秘
密
保
護
の
た
め
の
閲
覧
等
の
制
限
）

第
九
十
二
条
次
に
掲
げ
る
事
由
に
つ
き
疎
明
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判

所
は
、
当
該
当
事
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
当
該
訴
訟
記
録
中
当

該
秘
密
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
部
分
釧
倒
劃
剥
司
ｕ
ｄ
剖
倒
園
司
１

（
新
設
）
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；
●

41

へ

略
一

21

（
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委
員
の
関
与
）

第
九
十
二
条
の
三
裁
判
所
は
、
訓
斜
劃
。
割
割
１
割
割
高
割
倒
酬
割
制
制
珂
の
規

定
に
よ
り
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
副
劉
劉
判
．
判
１
割
割
。
割
叫
醐

剖
耐
詞
到
の
期
日
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
専
門
委
員
と
の
間
で
音
声
の
送
受
信
に
よ

り
同
時
に
通
話
を
ず
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
専
門
委
員
に
同

（
専
門
委
員
の
関
与
）

第
九
十
二
条
の
二
（
略
）

い
て
「
秘
密
記
載
部
分
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
者
を
当
事
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
（
略
）

二
訴
訟
記
録
中
に
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
競
争
防
止
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
う
。
馴
村
同
じ
。
）
が
記

載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
後
に
第
剴
三
割
の
飼
剖
詞
馴
罰
却
「
Ⅲ
呵
劉
釧
釧

七
回
学
熱
郵
刊
罰
凶
劉
姻
則
鋤
詞
割
当
但
凶
到
引
釧
釧
割
引
剖
刻
到
伺
料
副
封
刷
列
刈
ｌ
Ｊ
当
引
吻
咽
弓
司
封
皿
制
科
『
銅
詞
酎
詞
詞
刎
ぺ
１
割
引
『

一
条
第
同
し！

項
を
最
所
規
則
・
る
電
子

；
燭
を
斑
倒
し
え
記
録
媒
体
を
提

（
以
下
ゴ
パ
剃
詞
叫
科

１
１
２
．
３
（
同
上
）

（
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委
員
の
関
与
）

第
九
十
二
条
の
三
裁
判
所
は
、
訓
到
調
到
到
の
規
定
に
よ
り
専
門
委
員
を
手

続
に
関
与
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
割
剰
剰
罰
司
捌
国
制
呵
刑
刷
ヨ
ヨ
倒
叫
可

Ⅷ
刈
副
剴
司
召
刎
刊
倒
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、

同
条
産
呈
唄
の
期
日
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
専
門
委
員
と
の
間
で
音
声
の
送
受
信
に

よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
専
門
委
員
に

（
専
門
委
員
の
関
与
）

第
九
十
二
条
の
・
一
（
同
上
）

（
新
設
）

一
（
同
上
）

二
訴
訟
記
録
中
に
当
事
者
が
保
有
す
る
営
業
秘
密
（
不
正
鏡
争
防
止
法

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
営
業
秘
密
を
い
う
。
荊
司
ヨ
剴
刊
．
割
到
叫
．

荊
斗
‐
項
割
当
司
罰
卿
叫
剰
ゴ
剰
副
測
判
Ⅶ
。
同
じ
。
）
が
記
載
さ
れ
、
又
は

記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
・

２
～
８
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

召
刎
制
割
剰
‐
型
靱
剰
司
り
ｑ
脚
掛
詞
刎
封
研
剴
割
引
句
呵
倒
剥
（
以
下
「
秘
密

記
戯
部
分
の
閲
覧
等
」
と
い
う
。
）
の
謂
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を

当
事
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
知
的
財
産
に
関
す
る
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
調
査
官
の
事
務
）

第
九
十
二
条
の
八
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
裁

判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
知
的
財
産
に
関
す
る
事
件
の
審
理
及
び

裁
判
に
関
し
て
調
査
を
行
う
裁
判
所
調
査
官
に
、
当
該
事
件
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
裁
判
所
調
査
官
は
、
裁
判
長
の
命
を
受
け
て
、
当
咳
事
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。

一
次
に
掲
げ
る
期
日
又
は
手
続
に
お
い
て
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る

た
め
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
に
対
し
て
問
い

を
発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
．

（
受
命
戯
判
官
等
の
権
限
）

第
九
十
二
条
の
七
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
剰
刈
判
斗
剴
詞
バ
コ
ゴ
剰

斗
司
訓
剖
劉
斗
凋
測
刑
謝
劉
凹
劉
の
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
同
条
か
ら
第
九

十
二
条
の
四
ま
で
及
び
第
九
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所

及
び
裁
判
長
の
職
務
は
、
そ
の
裁
判
官
が
行
う
。
た
だ
し
、
剰
刑
到
斗
剴
詞

刎
引
罰
ヨ
ヨ
側
の
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ

る
決
定
、
そ
の
決
定
の
取
消
し
及
び
専
門
委
員
の
指
定
は
、
受
訴
裁
判
所

が
す
る
。

（
期
日
の
指
定
及
び
変
更
）

第
九
十
三
条
期
日
刎
制
劉
制
劉
副
劉
剰
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で

裁
判
長
が
行
う
、

２
～
４
（
略
）

（
期
日
の
呼
出
し
）

第
九
十
四
条
期
日
の
呼
出
し
は
、
洲
刷
馴
創
笥
刎
州
型
別
刈
洲
側
目
剰
刷
剖
判
釧
掴

そ
の
他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
．

剰
到
。
鄙
矧
Ｉ
調
ゴ
詞
刻
蜘
胡
割
制
到
凰
の
説
明
又
は
発
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。

訓
刻
刻
什
叫
倒
制
矧
割
刎
矧
酎
引
潮
剖
洲
４
劃
判
開
劃
制
司
洲
１
尉
司

イ
・
ロ
（
略
）

へ
文
書
割
ｕ
ｄ
剖
劉
割
闘
醐
封
習
馴
の
提
出
義
務
又
は
検
証
の
目
的
の
提

示
蕊
務
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
の
手
続

二
（
略
）

二
～
四
（
略
）

項
及
び
第
二
百
五
判
穴
「
条
蜀
型
ヨ
項
目
飼
珂
州
矧
同
じ
．
）
を
出
頭
す
べ
１
劃

郵
半
。
。

で
定
め
、
敏
明
し

｜
ぴ
場
斤
を
仁
成
次

（
知
的
財
産
に
関
す
る
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
調
査
官
の
事
務
）

第
九
十
二
条
の
八
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
高
等
裁

判
所
又
は
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
知
的
財
産
に
関
す
る
事
件
の
審
理
及
び

裁
判
に
関
し
て
調
査
を
行
う
裁
判
所
調
査
官
に
．
当
該
事
件
に
お
い
て
次

に
掲
げ
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

該
裁
判
所
調
査
官
は
、
裁
判
長
の
命
を
受
け
て
、
当
該
事
務
を
行
う
も
の

と
す
る
。

一
次
に
掲
げ
る
期
日
又
は
手
続
に
お
い
て
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る

た
め
、
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
、
当
事
者
に
対
し
て
問
い

を
発
し
、
又
は
立
証
を
促
す
こ
と
。

（
受
命
裁
判
官
等
の
権
限
）

第
九
十
二
条
の
七
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
荊
制
到
刈
剴
剰
バ
コ
剴
司

割
の
手
続
を
行
う
場
合
に
は
、
同
条
か
ら
第
九
十
二
条
の
四
ま
で
及
び
第

九
十
一
・
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
及
び
裁
判
長
の
職
務
は
、

そ
の
裁
判
官
が
行
う
。
た
だ
し
、
劉
刈
Ｈ
斗
剴
利
呵
『
詞
劃
剴
劉
の
手
続
を
行

う
場
合
に
は
、
専
門
委
員
を
手
続
に
関
与
さ
せ
る
決
定
、
そ
の
決
定
の
取

消
し
及
び
専
門
委
員
の
指
定
は
、
受
訴
裁
判
所
が
す
る
。

（
期
日
の
呼
出
し
）

第
九
十
四
条
期
日
の
呼
出
し
は
、
噸
叫
剖
樹
刷
劉
国
電
１
仙
司
調
割
州
阿
倒
到
刺
到
ｕ

（
期
日
の
指
定
及
び
変
更
）

第
九
十
三
条
期
日
は
、
中
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
裁
判
長
が
掴
昌
唱
詞

る
。

２
～
４
（
同
上
）

同
条
各
項
の
説
明
又
は
発
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

削
劉
ｕ
矧
割
副
創
判
詞
引
釧
制
渕
削
司
訓
そ
の
他
相
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ

イ
・
ロ
（
同
上
）

へ
文
書
の
提
出
義
務
又
は
検
証
の
目
的
の
提
示
義
務
の
有
無
を
判
断

す
る
た
め
の
手
続

二
（
同
上
）

二
～
四
（
同
上
）

て
す
る
‐

（
新
設
）

（
新
設
）
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刺
創
副
引
Ⅶ
１

釧
荊
斗
討
制
旬
引
叫
制
召
割
引
判
珂
濁
以
外
の
方
法
に
よ
る
期
口
の
呼
出
し
を

し
た
と
き
は
、
期
日
に
出
頭
し
な
い
当
事
者
、
証
人
又
は
鑑
定
人
に
対
し

、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他
期
日
の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
期
口
の
呼
出
し
を
受
け
た
旨
を

記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

21

（
訴
訟
行
為
の
追
完
）

第
九
十
七
条
当
事
者
が

21

Ｉ
第
九
十
九
条

引
訓
‐

21

'1’
31 2第

九へ

へ十職
略八権
一条送

達
への

略原
一則

等
一

幽
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ
り
不
変
期
間
を
遵
守

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
後
一
週

間
以
内
に
限
り
、
不
変
期
間
内
に
す
べ
き
訴
訟
行
為
の
追
完
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
外
国
に
在
る
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
期
間
は

、
二
月
と
す
る
。

２
（
略
）：

！
調
笥
面
個
詞
朝
制
剖
‐
剖
剰
凰
剖
刷
劃
鋼
判
洲
制
訓
司
詞
瑚
副
司
引
間
剛
皿

提
出
高
裁
判
所
規
則
め

周前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
鵠
ヨ
画
蜀
ｕ
制
割
矧
矧
剴
剛
側
呵
規
詞
回
刈
判
引
割

第
四
節
送
達

割
鬮

電
子
は
、
最
高
裁
判
斤

21

（
訴
訟
行
為
の
追
充
）

第
九
十
七
条
当
事
者
が
そ
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
に
よ

り
不
変
期
間
を
遵
守
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
由

が
消
滅
し
た
後
一
週
間
以
内
に
限
り
、
不
変
期
間
内
に
す
べ
き
訴
訟
行
為

の
追
完
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
外
国
に
在
る
当
事
者
に
つ
い

て
は
、
こ
の
期
間
は
、
・
一
月
と
す
る
。

ヨ
21

！
2第

九，-、
,_、十職
同八権
上条送

達
への

同原
上則
一等
一

２
（
同
上
）第

四
節
送
達

（
新
設
）

の
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期
日
の
呼
出
し
を
し
た
と
き
は
、
期
日
に
出

頭
し
な
い
当
事
者
、
証
人
又
は
鑑
定
人
に
対
し
、
法
律
上
の
制
裁
そ
の
他

期
日
の
不
遵
守
に
よ
る
不
利
益
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
者
が
期
日
の
呼
出
し
を
受
け
た
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

： I ；る
送
達
従

Ｊ
送
達
及
び
当
咳
事
頭
対
呂

麺
判
所
翻
詞
画
刷
１
劃
呵
所
同
詞
到
鋼
判
罰
呵
剰
州
回
訓
州
ｄ
卸

（
新
設
）

2324



I
ヨ

21

（
送
達
場
所
）

第
百
三
条
割
詞
刎
掛
詞
飼
矧
Ｊ
因
週
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
、
営

業
所
又
は
事
務
所
（
以
下
。
‐
呵
訓
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
す
る
。
た
だ
し
、
法
定
代
理
人
に
対
す
る
翻
詞
刺
劉
『
週
は
、
本
人

の
営
業
所
又
は
事
務
所
に
お
い
て
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
定
め
る
場
所
が
知
れ
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
場
所
に
お
い
て
送

達
を
す
る
の
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
割
痢
刎
刈
翻
電
刷
、
送
達
を
受
け
る

べ
き
者
が
雇
用
、
委
任
そ
の
他
の
法
律
上
の
行
為
に
基
づ
き
就
業
す
る
他

人
の
住
所
等
（
以
下
「
就
業
場
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
す
る
こ
と
が

‘
で
き
る
。
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く

（
送
達
場
所
等
の
届
出
）

第
百
四
条
当
事
者
、
法
定
代
理
人
又
は
訴
訟
代
理
人
は
、
翻
馴
刎
劉
蜀
喫
劃

受
け
る
べ
き
場
所
（
日
本
国
内
に
限
る
。
）
を
受
訴
裁
判
所
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
送
達
受
取
人
を
も
届
け
出

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
州
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
劃
劉
副
劉
召
画
は

、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
届
出
に
係
る
場
所
に
お
い
て
す
る

; ；
。
）
が
就
業
場
所
に
お
い
て
謝
圏
珂
呵
週
適
剃
到
創
引
創
司
の
申
述
を
し
た
と

き
も
、
同
様
と
す
る
．

出
頭
し
た
者
に
対
ｕ
制
剖
闘
ｌ
創
司
劃
圏
劉
刎
型
劉
冨
副
詞
刈
引
剖
剖
制
剃
削
司
副

で
き
る
。
こ
の
場
合
同
割
詞
刑
剴
ｕ
１
Ｍ
ヨ
鯛
型
ヨ
画
割
引
ｕ
剖
到
司
剖
則
Ｉ
副
詞
珂
呵

唾
か
詞
詞
倒
Ⅵ
副
引
く
割
引
雪
『
Ｍ
劉
固
謝
詞
詞
刎
『
割
引
ヨ
ヨ
劃
割
引
詞
画
Ｍ
川
副
ｕ
剖
別
刈
引

郵
便
噌
劉
刈
刷
国
嶺
詞
Ｈ
列
釧
到
馴
國
訓
剖
到
圃
詞
刻
剰
調
矧
制
幅
劃
到
川
副
割
引
矧
因
劃

裁
判
所
書
記
富
剛
１
石
刎
弓
副
倒
詞
引
釧
馴
銅
洲
劉
詞
阿
倒
司
叫
制

ヨ
31 21

舅（
送
達
場
所
）

第
百
三
条
週
園
割
矧
剖
雪
園
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
、
営
業
所
又

は
事
務
所
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

す
る
。
た
だ
し
、
法
定
代
理
人
に
対
す
る
劃
適
は
、
本
人
の
営
業
所
又
は

事
務
所
に
お
い
て
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
に
定
め
る
場
所
が
知
れ
な
い
し
一
き
、
又
は
そ
の
場
所
に
お
い
て
送

達
を
す
る
の
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
渕
詞
『
因
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

が
雇
用
、
委
任
そ
の
他
の
法
律
上
の
行
為
に
基
づ
き
就
業
す
る
他
人
の
住

所
等
（
以
下
「
就
業
場
所
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る

，
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
（
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
が

就
業
場
所
に
お
い
て
週
趨
割
到
創
引
創
司
の
申
述
を
し
た
と
き
も
、
同
様
と

す
る
。

（
送
達
場
所
等
の
届
出
）

第
百
四
条
当
事
者
、
法
定
代
理
人
又
は
翫
訟
代
理
人
は
、
對
矧
園
引
受
け
る

べ
き
場
所
（
日
本
国
内
に
限
る
。
）
を
受
訴
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
，
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
送
達
受
取
人
を
も
届
け
出
る
こ
と

が
で
き
る
。

２
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
濁
週
は
、
前
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
届
出
に
係
る
場
所
に
お
い
て
す
る
。

（
新
設
）

1 ，
：

I
刑
事
施
設
圏
収
容
さ
加
計
創
馴
創
濁
吋
制
瑚
詞
副
馴
倒
画
刷
１
刷
倒
荊
姻
討
珂
呵
昂

制
劇
筒
劇
渕
鬮
§
馴
引
劇
剖
側
削
爵
則
引
釧

訊
匙
力
者
‐
対
す
送
：

2526

一
書
留
郵
便
等
に
付
す
る
送
達
）

第
百
七
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
却
割

（
補
充
送
達
及
び
差
置
送
達
）

第
百
六
条
就
業
場
所
以
外
刎
割
尉
剰
劉
劃
画
を
す
べ
き
場
所
に
お
い
て
送
達

を
受
け
る
べ
き
者
に
出
会
わ
な
い
と
き
は
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
又

は
同
居
者
で
あ
っ
て
、
書
類
の
受
領
に
つ
い
て
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る

も
の
に
書
類
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者

（
出
会
送
達
）

第
百
五
条
前
・
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
送
達
を
受
け
る
ぺ
き
者
で
日

本
国
内
に
住
所
等
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
（
前
条
第
一
項

前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
割
痢
洲
副
園
園

は
、
そ
の
者
に
出
会
っ
た
場
所
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
日
本
国

内
に
住
所
等
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
又
は
同
項
前
段
の
規
定
に
よ

３
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る

送
達
を
受
け
た
も
の
に
対
す
る
そ
の
後
の
劃
詞
刎
割
園
国
劇
、
前
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
お
い
て
す
る
。

一
・
二
（
略
）

二
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
送
達
そ
の
送
達
に
お
い

て
荊
矧
と
し
た
場
所

可
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
宛
て
て
、
書
類
を
書
留
郵
便
又
は
民
間

事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十

九
号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条

第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規

定
す
る
信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
最
高
裁

判
所
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
書
留
郵
便
等

」
と
い
う
．
）
に
付
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

一
～
三
（
略
）

２
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
書
留
郵
便
等
に
付
し

て
発
送
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
同
項
第
二
号

が
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
に
お
い
て
書
類
を
交
付
す
べ
き
と
き
も

、
同
様
と
す
る
。
・

２
（
略
）

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
又
は
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
交
付

を
受
け
る
べ
き
者
が
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と

き
は
、
謝
昌
劉
呵
週
劃
詞
劃
州
斗
割
場
所
に
書
類
を
差
し
置
く
こ
と
が
で
き
る

同
様
と
す
る
。見

雷
ｉ

る
届
出
を
し
た
者
が
割
銅
渕
劉
罰
画
劃
到
州
刻
剴
引
到
を
拒
ま
な
い
と
き
も

（
書
留
郵
便
等
に
付
す
る
送
達
）

第
百
七
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は

、
裁
判
所
書
記
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
あ
て
て
、
書
類
を
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者

に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る

信
書
便
の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
最
高
裁
判
所
規

則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
書
留
郵
便
等
」
と
い

う
。
）
に
付
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
補
充
送
達
及
び
差
置
送
達
）

第
百
六
条
就
業
場
所
以
外
刎
判
囹
函
を
す
べ
き
場
所
に
お
い
て
送
達
を
受
け

る
ぺ
き
者
に
出
会
わ
な
い
と
き
は
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
又
は
同
居

者
で
あ
っ
て
、
書
類
の
受
領
に
つ
い
て
相
当
の
わ
き
ま
え
の
あ
る
も
の
に

書
類
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
日
本

（
出
会
送
達
）

第
百
五
条
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
で
日

本
国
内
に
住
所
等
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
（
前
条
第
一
項

前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
型
到
雷
呵
、
そ

の
者
に
出
会
っ
た
場
所
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
日
本
国
内
に
住

所
等
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
又
は
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
し
た
者
が
渕
雪
笥
劃
詞
刷
刈
副
剴
剴
を
拒
ま
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
～
三
（
同
上
）

２
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
書
類
を
書
留
郵
便
等
に
付
し

て
発
送
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
同
項
第
二
号

郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
に
お
い
て
書
類
を
交
付
す
べ
き
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。

２
（
同
上
）

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
又
は
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
交
付

を
受
け
る
べ
き
者
が
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と

き
は
、
渕
詞
詞
割
列
引
剖
場
所
に
書
類
を
差
し
置
く
こ
と
が
で
き
る
．

３
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
者
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る

送
達
を
受
け
た
も
の
に
対
す
る
そ
の
後
の
叫
倒
画
馴
、
前
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
所
に
お
い
て
す
る
．

一
・
二
（
同
上
）

三
第
百
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
送
達
そ
の
送
達
に
お
い

て
釧
制
副
詞
と
し
た
場
所
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；！

;；
第
百
九
条
の
二

（
外
国
に
お
け
る
送
達
）

第
百
八
条
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
謝
劃
剰
馴
函
週
は

管
轄
官
庁
又
は
そ
の
国
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使

に
嘱
託
し
て
す
る
。

又
は
第
三
号
に
定
め
る
場
所
に
刺
割
り
ｑ
、
書
留
郵
便
等
に
付
し
て
発
送
す

る
こ
と
が
で
き
る
．

３
（
略
）

ト

一’ 第
二
弓
の
詞
劉
劉
與
訓
創
．
刈
剰
劉
馴
引
創
澗
圃
剖
剴
引
刮
刈
測
副
則
Ｊ
因
画
剖

． お
い
『
ｕ
幽
制
判
引
鎖
蜀
璽
制
罫
引
割
画
詞
幽
蜘
詞
当
顛
『
刈
引
Ⅷ
引
可
Ｊ
１
判
割
当
銅
剣
引
刈
可

り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
送
達
制
劃
到
畠
国
翻
鬮
当
雪
輌
剖
馴
詞
剖
刺
釧
訓
回

に
詞
当
翻
矧
矧
加
詞
創
州
劉
劃
ヨ
到
口
剖
訓
司
掘
型
頚
珂
計
画
副
詞
引
割
剃
叫
剛
霞
到
剰
剛
割
剛
圓

い
ず
れ
か
早
い
時
に
、
そ
の
効
力
翻
虫
領
副

剛
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
１
剴
司
の
潤
憩
圏
句
圃
鯏
凋
劉
頃
笥
刎
倒
廻
国
倒
到

i！
同
鋼
判
銅
劉
酬
刈
司
道
釧
副
副
コ
ゴ
到
口
渕
刎
１
割
園
項
可
剖
剖
図
醐
矧
詞
副

…
！

一
達
を
・
画
達
す
記
録
‐
‐
記
録
さ
し

噸
耐
嗣
到
鯏
詞
顧
内
訓
囚
謝
罰
囚
１
１
糊
印
刷
刎
割
国
劇
判
例
捌
創
副
剃
副
司
詞
囚
酎
割I 裁

判
長
が
そ
の
国
の

公
使
若
し
く
は
領
事

： （
外
国
に
お
け
る
送
達
）

第
百
八
条
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
週
適
は
、
裁
判
長
が
そ
の
国
の
管
轄
官

庁
又
は
そ
の
国
に
駐
在
す
る
日
本
の
大
使
、
公
使
若
し
く
は
領
事
に
嘱
託

し
て
す
る
。

又
は
第
三
号
に
定
め
る
場
所
に
あ
て
て
、
書
留
郵
便
等
に
付
し
て
発
送
す

る
こ
と
が
で
き
る
．

３
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

４
割
詞
詞
訓
司
司
可

璽
寿
ｆ
者
ま

作
・
送
達
・
関
す
る
事

2930
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IⅡ
（
公
示
送
達
の
要
件
）

第
百
十
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
申
立
て
に
よ
り

、
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｉ
二
（
略
）

二
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
謝
園
詞
刎
型
剴
国
口
つ
い
て
、
第
百
八
条
の
規
定

に
よ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
送
達
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
る
べ
き
場
合

四
（
略
）

２
．
３
（
略
）

I
ヨ

口
引
割
割
刎
到
制
週
週

項
第
号
の
１
．
、

い
て
は
、
同
項
本
文
の
通
知
を
発
す
る
こ
と
を
要
し
鯛
州

一
当
事
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場
所
が
知
れ
な
い
場

劇
合

…
即
条
第
項
本
文
の
通
失
．
、
呂
週
門

＃
…承

判
所
香
飼
冑
荊
劉
園
哨
詞
司
剖
コ
ョ
劉
剖
閑
園
ｕ

ヨ
（
公
示
送
達
の
要
件
）

第
百
十
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
申
立
て
に
よ
り

、
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
（
同
上
）

三
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
渕
璽
閏
叫
つ
い
て
、
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
る

こ
と
が
で
き
ず
、
又
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
る
べ
き
場
合

四
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
新
設
）

』
一
当
事
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
ぺ
き
場
所
が
知
れ
な
い
場

へ
ロ

（
新
設
）

公
一
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（
公
示
送
達
に
よ
る
意
思
表
示
の
到
達
）

第
百
十
三
条
訴
訟
の
当
事
者
が
相
手
方
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
す
る
公
示
送
達
が
さ
れ
た
書
類
刻
剛
ヨ
劉
圃

副
詞
ヨ
銅
に
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
そ
の
訴
訟
の
目
的
で
あ
る
請
求
又
は
防

御
の
方
法
に
関
す
る
意
思
表
示
を
す
る
旨
の
記
載
刻
剖
劉
濁
銅
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
間
園
刻
飼
剛
何
叫
矧

日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時
に
、
相
子
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民
法
第
九
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定

を
準
用
す
る
．

（
判
決
の
確
定
時
期
）

第
百
十
六
条
判
決
は
、
控
訴
若
し
く
は
上
告
（
第
三
百
二
十
七
条
第
一
項

（
第
三
百
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
上
告

を
除
く
．
）
の
提
起
、
第
三
百
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
又
は
第
三
百
五

十
七
条
（
第
三
白
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）

の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
定
め
た
期
間
の
満
了
前
に
は
、

確
定
し
な
い
も
の
と
す
る
．

２
（
略
）

（
公
示
送
達
の
効
力
発
生
の
時
期
）

第
百
十
二
条
公
示
送
達
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
槻
圃
副
詞
馴
洞
ｕ
同
日
か

ら
二
週
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し

、
第
百
十
条
第
三
項
の
公
示
送
達
は
、
訓
剰
刺
割
当
制
Ｈ
到
引
闇
劉
目
創
剛
燗

し
た
日
の
翌
日
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。

２
．
３
（
略
）

（
受
継
に
つ
い
て
の
裁
判
）

第
百
二
十
八
条
（
略
）

（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
照
会
）

第
百
三
十
二
条
の
二
訴
え
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者
が
訴
え
の
被
告
と
な

る
べ
き
者
に
対
し
訴
え
の
提
起
を
予
告
す
る
通
知
（
以
下
こ
の
章
に
お
い

2

割
割
割
引
剤
ｌ
馴
刊
刈
副
副
矧
引
科
Ⅷ
計
割
則
則
１
司
制
副
裂
矧
叫
到
引
劃
到
ヨ
ヨ
型

Ｈ
割
詞
頚
珂
『
項
倒
割
当
劉
馴
到
図
判
剖
期
函
翻
刻
割
劉
ヨ
呵
詞
劃
の
送
達
後
に
中

断
し
た
訴
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
を

し
た
裁
判
所
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ヨ
の
規
定
に
よ
る
措
固
剣
到
剴
引
ｑ
ｕ
釧
矧
Ｈ
１
同
刺
調
制
創
矧
画
馴
劃

直
に
第
百
九
条
の
書
面
を
交
側
判
引
１
列
州
麹
劉
副
刈
裂
剰
引
斗
劉
斗
圃
剰
調
封

（
公
示
送
達
に
よ
る
意
思
表
示
の
到
達
）

第
百
十
三
条
訴
訟
の
当
事
者
が
相
手
方
の
所
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
対
す
る
公
示
送
達
が
さ
れ
た
書
類
に
、
そ
の

相
手
方
に
対
し
そ
の
訴
訟
の
目
的
で
あ
る
請
求
又
は
防
御
の
方
法
に
関
す

る
意
思
表
示
を
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
思
表
示
は
、
第

百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
矧
制
剃
刺
荊
刺
呵
日
か
ら
二
週
間
を
経
過
し
た
時

に
、
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
民

法
第
九
十
八
条
第
三
項
た
だ
し
霧
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
公
示
送
達
の
効
力
発
生
の
時
期
）

第
百
十
二
条
公
示
送
達
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
矧
制
到
割
矧
到
刺
日
か
ら

二
週
間
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
た
だ
し
、

第
百
十
条
第
三
項
の
公
示
送
達
は
、
凋
詞
劉
創
到
到
呵
日
の
翌
日
に
そ
の
効

力
を
生
ず
る
。

２
．
３
（
同
上
）

（
判
決
の
確
定
時
期
）

第
百
十
六
条
判
決
は
、
控
訴
若
し
く
は
上
告
（
第
三
百
二
十
七
条
第
一
項

（
第
三
百
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
上
告

を
除
く
。
〉
の
提
起
、
第
三
百
十
八
条
第
一
項
の
申
立
て
又
は
第
三
百
五

Ｇ

十
七
条
（
第
三
百
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
筍
ｕ
ｄ
酬
劉
到
弐
司
匂
判
川
創
詞
荊
斗
望
劉
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
に

（
受
継
に
つ
い
て
の
裁
判
）

第
百
二
十
八
条
（
同
上
）

（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
照
会
）

第
百
三
十
二
条
の
二
訴
え
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者
が
訴
え
の
被
告
と
な

る
べ
き
者
に
対
し
訴
え
の
提
起
を
予
告
す
る
通
知
剖
謝
詞
剰
川
副
側
詞
創
（

つ
い
て
定
め
た
期
間
の
満
了
前
に
は
、
確
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。

２
（
同
上
）

2

湖
叫
刊
劃
詞
利
詞
副
倒
型
副
倒
笥
湖
可
Ｊ
１
呵
調
割
の
送
達
後
に
中
断
し
た
訴
訟

手
続
の
受
継
の
申
立
て
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所

は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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51
て
「
予
告
通
知
」
と
い
う
．
）
剃
召
ヨ
呵
矧
Ⅱ
削
凹
倒
副
副
判
刷
、
そ
の
予
告
通

知
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
予
告
通
知
者
」
と
い
う
．
）
は

、
そ
の
予
告
通
知
を
受
け
た
者
Ｊ
Ｍ
君
ｕ
斗
呵
劃
河
測
判
Ⅷ
利
１
引
綱
剰
劉
劃
倒
訓

藝
到
可
剖
刺
訓
釧
Ｊ
１
に
対
し
、
そ
の
予
告
通
知
を
し
た
日
か
ら
四
月
以
内
に

限
り
、
訴
え
の
提
起
前
に
、
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
の
主
張
又
は
立
証
を

準
備
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
項
に
つ
い
て
、
相
当

の
期
間
を
定
め
て
、
望
ヨ
叫
倒
刈
刎
１
Ｊ
剤
剛
捌
判
劃
馴
劇
畑
当
副
叫
遡
刷
倒
側
判
引

翻
詞
望
引
叫
ｑ
州
劉
判
圃
酬
劉
釧
南
剖
詞
劃
封
矧
割
刷
潟
雷
細
鯛
割
圏
討
刺
祠
劉
制
型
罰
旬

馴
州
制
凶
刷
綱
遡
個
別
剴
掴
刑
剖
訓
副
刺
祠
引
制
劉
到
ｑ
釧
剴
刊
創
到
創
釧
釧
鋪
劉
翻
刈

制
昌
倒
呵
副
馴
叫
呵
割
副
則
制
ｌ
凶
利
剖
叫
叫
引
引
刎
渕
測
祠
刎
刑
到
制
剖
川
副
劉
副
訓
釧

到
訓
１
１
割
詞
司
制
判
列
照
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
た
だ
し
、
そ
の
照
会

が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

一
痢
司
．
例
荊
ヨ
剰
劉
斗
乱
矧
司
罰
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
照
会

二
・
三
（
略
）

２
．
３
（
略
）

叫
刊
劃
剖
矧
剖
引
引
割
刷
１
割
斗
割
刎
制
面
倒
卦
引
劃
圃
側
測
副
刊
笥
圃
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１
７
（
略
）

21 第
百
三
十
二
条
の
三
綱
引
割
司
倒
訓
割
は
、
予
告
通
知
者
挺
対
し
、
当
剖
剰
詞

笥
圃
矧
割
測
川
副
判
判
司
倒
珂
呵
書
面
に
記
載
さ
れ
た
前
条
第
三
項
の
請
求

の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点
に
対
す
る
答
弁
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
で
そ

の
予
告
通
知
に
対
す
る
返
答
を
し
た
と
き
は
、
予
告
通
知
者
に
対
し
、
そ

の
予
告
通
知
が
さ
れ
た
日
か
ら
四
月
以
内
に
限
り
、
訴
え
の
提
起
前
に
、

訴
え
を
提
起
さ
れ
た
場
合
の
主
張
又
は
立
証
を
準
備
す
る
た
め
に
必
要
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事
項
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
翻
司

法
に
よ
り
予
告
通
知
塑
詞
る
ご
日
洞
剃
封
司
劉
ｑ
Ｊ
『
の
倒
型
副
矧
詞
Ⅷ
計
１
１
劃

と
が
で
き
る
．

侭
の
規
淘
口
劉
副
自
画
矧
剖
旬
回
笥
矧
四
劃
９
割
当
制
割
劉
刷
利
調
劃

で
き
る
．

の
い
ず
れ
か
に
よ
り
回
答
す
る
よ
う
、
書
面
に
よ
り

… ｉ
欲
予
回
通
知
（
第
項
び

又

か
に
よ
り
回
答
す
る
よ
う
照
会
を
受
励
超
も
の
割
詞
願
訓
訓
剖
剖
聞
Ｉ
同

照
会
を
す
る
こ
と
が

１４
（
同
上
）

第
百
三
十
二
条
の
三

一
国
劉
引
河
制
司
剰
調
旬
笥
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
照
会

二
・
三
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
当
該
通
知
を
「
予
告
通
知
」
と
い
う
。
）
に
は
、

そ
の
予
告
通
知
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
予
告
通
知
者
」
と

い
う
。
）
は
、
そ
の
予
告
通
知
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
予
告
通
知
を

し
た
日
か
ら
四
月
以
内
に
限
り
、
訴
え
の
提
起
前
に
、
訴
え
を
提
起
し
た

場
合
の
主
張
又
は
立
証
を
準
備
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
事
項
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
割
司
司
刷
割
司
詞
引
Ｈ
刻
刻
１

割
討
剛
可
照
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
照
会
が
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

鯛
剰
型
引
倒
珂
割
引
刈
則
測
刻
１
１
は
、
予
告
通
知
者
に
対
し
、
召
刎
判
判
司
咽

知
の
書
面
に
記
載
さ
れ
た
前
条
第
三
項
の
請
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点

に
対
す
る
答
弁
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
で
そ
の
予
告
通
知
に
対
す
る
返

答
を
し
た
と
き
は
、
了
告
通
知
者
に
対
し
、
そ
の
予
告
通
知
が
さ
れ
た
日

か
ら
四
月
以
内
に
限
り
、
訴
え
の
提
起
前
に
、
訴
え
を
提
起
さ
れ
た
場
合

の
主
張
又
は
立
証
を
準
備
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
事

項
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
割
司
矧
司
園
馴
到
判
勾
引
１
劃
ヨ
呵

司
照
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
刎
凰
刻
司
回
湖
州
刊
釧
噺
ｌ
同
勢
劉
珂
．
割

た
だ
し
書
及
び
同
劉
調
調
Ｊ
面
為
劉
詞
雪
倒
罰
墳
副
劉
川
副
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（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
処
分
）

第
百
三
十
二
条
の
四
裁
判
所
は
、
予
告
通
知
者
又
は
前
条
第
一
項
の
返
答

を
し
た
被
予
告
通
知
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
予
告
通
知
に
係
る
訴
え

が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
立
証
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
証
拠
と
な

る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
申
立
人
が
こ
れ
を
自
ら
収
集
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
予
告
通
知
又
は
返
答
の
相
手
方
（

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て

、
訴
え
の
提
起
前
に
、
そ
の
収
集
に
係
る
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
収
集
に
要
す
べ
き
時
間
又
は
嘱
託
を
受
け
る

べ
き
者
の
負
担
が
不
相
当
な
も
の
と
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、

相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
．

一
文
書
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
持
者
に
そ
の
文
書
の
送
付
剖
掴
調
詞
引
Ｊ
刈
刷

画
詞
脚
剴
濁
珂
剖
訓
副
割
引
創
倒
圃
剃
劉
到
刈
到
割
刺
剣
制
剴
圏
闘
鯏
劃
圏
剰
馴
週

付
を
嘱
託
す
る
こ
と
。

二
～
四
（
略
）

２
～
４
（
略
）

釧
剰
ゴ
割
の
照
会
は
、
既
に
さ
れ
た
予
告
通
知
と
重
複
す
る
予
告
通
知
に

①

対
す
る
返
答
に
基
づ
い
て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

（
証
拠
収
集
の
処
分
の
管
轄
裁
判
所
等
）

第
百
三
十
二
条
の
五
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
立
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、一

前
条
第
一
項
第
一
号
の
処
分
の
申
立
て
申
立
人
若
し
く
は
相
手
方

の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
又
は
文
書
を
所
持
す
る
者
笥
Ⅱ
列
訓
国
電
餌
哨
副

詞
劉
割
訓
副
到
刈
釧
燭
刷
割
到
引
可
到
筍
の
居
所

二
～
四
（
略
）

２
（
略
）

（
証
拠
収
集
の
処
分
の
手
続
等
）

第
百
三
十
二
条
の
六
裁
判
所
は
、
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
嘱
託
を
受
け
た
者
が
文
書
筍

ｕ
ｄ
剖
劉
矧
側
瑚
詞
鋼
の
送
付
、
調
査
結
果
の
報
告
又
は
意
見
の
陳
述
を
す

べ
き
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

訓
荊
司
ヨ
Ｈ
斗
剰
呵
叫
剣
斗
到
剰
．
割
樹
ｕ
ｄ
削
剰
ヨ
弓
刎
剰
詔
剖
到
別

」
と
、
一
電
磁
的
方
法
に
よ
り
予
告
通
知
」
と
あ
る
の
は
「
電
闘
的

た
者
又
は
同
項
第
四
号
の
命
令
を
受
け
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

謁
査
の
陳
．
焔
え
、
最
高
ｌ
所

２
前
項
の
照
会
は
、
既
に
さ
れ
た
予
告
通
知
と
重
複
す
る
予
告
通
知
に
対

す
る
返
答
に
基
づ
い
て
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
集
の
処
分
）

第
百
三
十
二
条
の
四
裁
判
所
は
、
予
告
通
知
者
又
は
前
条
第
一
項
の
返
答

を
し
た
被
予
告
通
知
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
当
該
予
告
通
知
に
係
る
訴
え

が
提
起
さ
れ
た
場
合
の
立
証
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
証
拠
と
な

る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
申
立
人
が
こ
れ
を
自
ら
収
集
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
予
告
通
知
又
は
返
答
の
相
手
方
（

以
下
こ
の
章
に
お
い
て
単
に
「
相
手
方
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て

、
訴
え
の
提
起
前
に
、
そ
の
収
集
に
係
る
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
収
集
に
要
す
べ
き
時
間
又
は
嘱
託
を
受
け
る

べ
き
者
の
負
担
が
不
相
当
な
も
の
と
な
る
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、

相
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
文
書
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
以
下
こ
の
章

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
所
持
者
に
そ
の
文
書
の
送
付
を
嘱
託
す
る
こ
と

（
証
拠
収
集
の
処
分
の
管
轄
裁
判
所
等
）

第
百
三
十
二
条
の
五
次
の
各
号
に
掲
げ
る
処
分
の
申
立
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
骸
各
号
に
定
め
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。一

前
条
第
一
項
第
一
号
の
処
分
の
申
立
て
申
立
人
若
し
く
は
相
手
方

の
普
通
裁
判
籍
の
所
在
地
又
は
文
書
を
所
持
す
る
者
の
居
所

二
～
四
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

（
証
拠
収
集
の
処
分
の
手
続
等
）

第
百
三
十
二
条
の
六
裁
判
所
は
、
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
を
す
る
場
合
に
は
、
嘱
託
を
受
け
た
者
が
文
書
の

送
付
、
調
査
結
果
の
報
告
又
は
意
見
の
陳
述
を
す
べ
き
期
間
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
同
上
）

（
新
設
）

二
～
四
（
同
上
）

２
（
同
上
）

3738

と
み
な
す
。

４
裁
判
所
は
、
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
に
基
づ
い
て
文
書
筍

ｕ
剖
剖
凶
翻
嗣
詞
到
剥
矧
の
送
付
、
調
査
結
果
の
報
告
又
は
意
見
の
陳
述
が
さ

れ
た
と
き
は
、
申
立
人
及
び
相
手
方
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
訓
訓
刎
到
珂
剖
別
口
型
到
即
Ⅶ
却
訓
１
割
画
剖
叫
刺
割
蝿
刻
引
詞
到
雪
割
司
川
咄
刎
別
刷
詞
割
鯛
痢
剛
到
幽
鋼

割
到
詞
ヨ
鞆
川
引
料
到
調
詞
認
細
堀
槻
門
司
罰
圃
剰
剛
翻
軍
祠
副
詞
刎
副
訓
割
割
司
川
引
ｄ
削
四
割
副
副
利
叫
圃
劉
耐
．
判

１
５
裁
判
所
は
、
次
条
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
申
立
人
及
び
相
手
方
の
利
用

に
供
す
る
た
め
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
一
月
間
、
送

付
に
係
る
文
書
判
Ⅱ
列
副
鯏
劉
倒
醐
割
ヨ
銅
又
は
調
査
結
果
の
報
告
若
し
く
は

意
見
の
陳
述
に
係
る
書
面
君
川
列
釧
凶
割
詞
飼
到
調
釧
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

６
第
百
八
十
条
第
一
。
項
の
規
定
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
に

つ
い
て
、
第
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
に
つ
い
て
、
第
二
白
十
三
条
の
規
定
は |l

電
磁
的
配
録
を
記
録
記
録
媒
体

錫
△
回
恥
脳
嘱
既
導
を
ず
者
同
項

同
号
の
処
分
に
つ
い
て

電
子
理
組
蟻
を
し
。
録
す

第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
第
百

準
用
す
る

３
裁
判
所
は
、
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
に
基
づ
い
て
文
書
の

送
付
、
調
査
結
果
の
報
告
又
は
意
見
の
陳
述
が
さ
れ
た
と
き
は
、
申
立
人

及
び
相
手
方
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
第
百
八
十
条
第
一
項
の
規
定
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
の
処
分
に

つ
い
て
、
第
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
に
つ
い
て
、
第
二
百
十
三
条
の
規
定
は

４
裁
判
所
は
、
次
条
の
定
め
る
手
続
に
よ
る
申
立
人
及
び
相
手
方
の
利
用

に
供
す
る
た
め
、
前
項
に
規
定
す
る
通
知
を
発
し
た
日
か
ら
一
月
間
、
送

付
に
係
る
文
書
又
は
調
査
結
果
の
報
告
若
し
く
は
意
見
の
陳
述
に
係
る
書

面
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

21

I,
同
号
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

…
第
九
判
当
副
詞
調
四
項
刷
調
調
雪
劃
倒
剛
劉
謁
飼
闇
Ｊ
訓
圓
刎
割
圏
矧
利
剣
Ｎ
制

若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
勝
本
若
し
く
は
抄
本
の
交
州
司
判
剛
当

3940



第
百
三
十
二
条
の
十
民
事
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他

の
申
述
（
以
下
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に

関
す
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
書
面
、
書
類

、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
ゴ
刎
割
司
到
到
叫
ｑ
同
じ
。
）
を
も
っ
て
す
る

も
の
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
．
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
も
の
（
当

該
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官
、
受
託
裁
判
官
又
は
裁
判
所
書
記
官

に
対
し
て
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
剰
割
調
副
劃
珈

剥
訓
判
剖
矧
呵
到
電
子
情
報
処
理
組
織
剖
倒
副
判
別
剖
到
潤
翻
面
劉
利
劉
調
馴
詞

到
劃
ヨ
ヨ
劉
剖
刻
剣
利
仙
制
劉
詞
鯛
詞
引
刮
劃
周
制
創
到
刺
刎
こ
と
が
で
き
る
。

51 ２
前
項
の
方
法
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
Ｊ
刑
罰
Ⅳ
．
刎
劉
河
側
判
州
制
１
コ
詞

判
創
到
鋼
姻
劃
珂
鯏
翻
割
圃
馴
制
却
副
判
型
ｄ
割
引
１
判
Ｎ
訓
創
Ｊ
１
に
つ
い
て
は
、

当
該
申
立
て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
立
て

等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と

み
な
し
て
、
剖
剃
濁
制
剰
制
刺
凹
呵
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定

を
適
用
す
る
。

３
画
剥
劉
刷
訓
四
割
細
纈
剃
周
詞
刺
珂
劉
申
立
て
等
は
、
剖
釧
罰
剥
劇
蜘
劉
凹
型

劉
綱
剖
綱
剤
型
別
判
判
創
刊
劉
副
ヨ
矧
引
剃
旬
剰
創
１
刻
判
叫
剖
郵
詞
鋼
却
却
例
呵
時

に
、
当
該
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

４
割
４
４
側
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他
の
法
令
の
規

定
に
よ
り
署
名
等
（
署
名
、
記
名
、
押
印
そ
の
他
氏
名
又
は
名
称
を
書
面

等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
を
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
す
る
者
は
、

当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
署
名
等
に
代
え
て
、
最
高
裁
判

所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 i

し
た
第
三
者
」
臼
釣
る
ｑ
剛
斗
剰
釧
司
へ
聞
洞
刷
望
昌
割
１
判
１
割

子
情
報
処
理
組
織
を
使
す
Ⅷ
て
等
」

（
…

四
項
中
祠
司
事
剥
司
刻
制
劉
剥
習
倒
矧
刷
劃
趨
調
列
ｕ
渕
劉
劃
。
割
引
Ｊ
“
刻
刻
副
呵
刷

…

第
百
三
十
二
条
の
十
民
事
訴
訟
に
関
す
る
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他

の
申
述
（
以
下
「
申
立
て
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
申
立
て
等
に

関
す
る
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
書
面
等
（
書
面
、
書
類

、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図
形
等
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の

他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
．
）
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
っ
て
、
刷
割
調
釧
胡
洲
剴
倒
到
引
裁
判
所
に
対
し
て
す
る
も
の

（
当
該
裁
判
所
の
裁
判
長
、
受
命
裁
判
官
、
受
託
裁
判
官
又
は
裁
判
所
書

記
官
に
対
し
て
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
法
令
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情

報
処
理
組
織
Ｊ
鯛
釧
舗
洲
劉
倒
刷
回
例
刻
制
剰
刀
罰
鯏
欄
ユ
刈
皿
剴
釧
劉
剛
剖
創

捌
訓
叫
剥
剖
馴
Ⅵ
１
引
剴
判
制
．
剖
司
割
詞
副
割
引
制
馴
剰
ヨ
司
刎
判
州
創
調
剰
計

剰
刎
割
当
制
Ｈ
判
引
烟
割
副
劃
副
調
到
到
制
刈
劉
副
劉
困
刷
判
閑
引
画
ヨ
刈
剥
副
函

副
割
劉
ヨ
到
矧
目
叫
捌
制
剃
爾
詞
ｕ
矧
割
判
劃
到
訓
四
劃
梱
鯛
剖
州
訓
１
Ｊ
割
ヨ
副

刈
Ｈ
判
劇
刃
例
副
矧
凹
司
．
到
詞
割
司
口
劃
司
到
到
剛
叫
１
司
制
到
側
到
別
可
引
こ

51
刎
制
釧
矧
Ⅷ
１

２
訓
割
判
科
刻
刎
剖
四
画
に
よ
り
さ
れ
た
中
立
て
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立

て
等
を
書
面
等
を
も
っ
て
す
る
も
の
と
し
て
規
定
し
た
申
立
て
等
に
関
す

る
法
令
の
規
定
に
規
定
す
る
書
面
等
を
も
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て

、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
荊
斗
圃
剰
剣
剰
矧
剰
司
倒
渕
刎
到
引
判
呵
申
立
て
等
は
、
剛
圃
制
劉
剰
別
別
剣

時
に
、
当
該
裁
判
所
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
．

４
荊
斗
討
到
判
刻
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
立
て
等
に
関
す
る
他
の
法
令

の
規
定
に
よ
り
署
名
等
（
署
名
、
記
名
、
押
印
そ
の
他
氏
名
又
は
名
称
を

書
面
等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
等
を
す
る
者

は
、
当
該
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
署
名
等
に
代
え
て
、
最
高

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す

る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
”

に
記
録
ざ
れ
矧
釧
洞
報
の
劇
詞
ヨ
ョ
ョ
呵
阿
制
画
刺
ｕ
淵
剛
Ⅶ
測
因
刺
創
副
司
判

ア
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
㈱
１
劃
詞
「
項
の
裁
判
調
削
哨
ｌ
当
鯛
引
‐
司
刊
似

用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
剴
刈
イ
ル
ベ
の
詞
閨
顕
刑
罰
創
加
対

項
本
文
の
規

4142

61

…

識塘
31 21

一l 1

IT'
て
等
定
一
す
送
達

。

定
め
事
牛
ま
・
第
去

等

送
遣
‐
該
情
報
処
用
す

に
よ
り
、
電
子
情
報
処
鰯
詞
廻
㈱
憩
使
国
刷
詞
劉
矧
超
糊
矧
劇
刎
剥
刃
判
司
謝
割
ヨ

う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
厳
い!

子
情
鞭
処
理
組
織
》
て
等
の
特
仮

州

ハ
条
第
ハ
条
項
若

Ｈ
項
各
号
」
掲
げ
第
百
し
書
。

方
自
治
法
（
昭
和
．
十
二
早
潤
溜
圏
到
州
荊
個
昌
引
引
荊
ヨ
ヨ
型
椚
ゴ
ョ

法
律
和
法
律
第
百
九
十
四
豆
冊

項
委
任
職
員

；
”
を
使
用

当’

61（
新
設
）

（
新
設
） ゑ’ す

当
談
申
て
等
ｒ
轡
類
の
梯
と

記
録
〃
閲
覧
等
」

前
項
の
書
面

正
本
、
謄
本
（
第
上
二
雪

項
又
は
第
‐
‐
記
録
の

4344



’
よ
り
、
当
該
営
業
秘
密
に
基
づ
‐
ｑ
当
剰
割
刎
割
当
詞
制
劉
Ｈ
剰
園
劃

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
防
止
す
討
捌
目
醐
剖
麺
判
調
剥
劉
何
回
捌
劃
剰
列
制

（
新
設
）

4546

（
申
立
人
の
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
）

第
百
三
十
三
条
（
略
）

２
前
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
同
項
の
申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ

の
法
定
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
対
象
者
」
と
い
う
。
）

の
住
所
等
又
は
氏
名
等
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
」
と
い
う

．
）
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
割
制
ヨ
渕
馴
例
国
割
副
鋼
判

洲
郵
翻
珊
司
矧
鋤
刻
到
釧
因
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判

（
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等
の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
二
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
訓
團
ヨ
ヨ
劃
圃
叫
訓

制
回
国
刻
劉
酬
調
調
謝
謝
内
副
馴
副
詞
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
．

４
（
略
）

５
裁
判
所
は
、
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
つ
い
て
第
一
項
の
決
定

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
は

、
当
該
秘
匿
決
定
に
お
い
て
、
当
咳
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
余
に
代

わ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事

項
を
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事
件
に
つ
い
て
の
反
訴
、
参
加
、
強
制
執
行

、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
詞
鋼
測
訓
Ｊ
刈
圃
調
鋼

し
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
を
詞
謝
、
可
Ｊ
刈
圃
割
割
引
Ｈ
刺
も
の
と

み
な
す
．

割
知
河
」
と
い
Ｐ
フ
。
）

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
例
刻
剥
訓
別
（
次
条
に
お
い
て
詞
闇
詞
ヨ
ヨ
倒
瑚 ｌ

が
確
定
す
る
ま
で
、
当
該
申
立
て
に
係
る
秘
匿
対
象
者
以
外
の
者
は
、
訴

て
に
係
る
事
件
の
銅
閏
録
封
国
い
副
勺
Ｉ
以
詞
到
剴
の
詞
剖
飼
到
刷
制
剖
馴
口
釧
Ｊ
１
刺

垂
等
、
Ｆ
電
的
収
集
飼
覧
．

第
八
章
⑩
当
事
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿

に
つ
い
て
訴
訟
記
録
筆
の
嗣
鬮
鯛
司
劃
鯛
訓
謝
習
靹
四
脚

の
請
求 前

（
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等
の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
二
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
測
園
罰
周
到
倒
叫
割

（
申
立
人
の
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
）

第
百
三
十
三
条
（
同
上
）

２
前
項
の
申
立
て
を
寸
る
と
き
は
、
同
項
の
申
立
て
等
を
す
る
者
又
は
そ

の
法
定
代
理
人
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
対
象
者
」
と
い
う
。
）

の
住
所
等
又
は
氏
名
等
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
」
と
い
う

．
）
そ
の
他
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
事
項
を
劉
司
に
よ
り
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
一
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判

４
（
同
上
）

５
裁
判
所
は
、
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
つ
い
て
第
一
項
の
決
定

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
」
と
い
う
．
）
を
す
る
場
合
に
は

、
当
該
秘
匿
決
定
に
お
い
て
、
当
骸
秘
匿
対
象
者
の
住
所
又
は
氏
名
に
代

わ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゞ
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事

項
を
当
該
事
件
並
び
に
そ
の
事
件
に
つ
い
て
の
反
訴
、
参
加
、
強
制
執
行

、
仮
差
押
え
及
び
仮
処
分
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
詞
型
糾
引
刺
と
き
は
、

こ
の
法
律
そ
の
他
の
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
秘
匿
対
象

者
の
住
所
又
は
氏
躬
を
調
謝
刊
Ｈ
画
も
の
と
み
な
す
《

ヨ
ョ
詞
叫
」
上
」
い
－
つ
。
）

刺
刎
剖
劉
ｍ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

が
確
定
す
る
ま
で
、
当
該
申
立
て
に
係
る
秘
匿
対
象
者
以
外
の
者
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
閑
刻
劉
ヨ
剛
（
次
条
に
お
い
て
「
糊
團
司
詞
到
圃
剴

第
八
章
当
事
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿

の
請
求
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３
前
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が

確
定
す
る
ま
で
、
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
以
外
の
者
は
、
当

該
秘
匿
事
項
記
載
部
分
判
例
刻
剥
馴
劃
調
捌
割
耐
詞
剛
闘
割
の
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
や

４
（
略
）

副
釧
判
所
幽
１
剰
。
刺
刎
刺
創
ｄ
洲
釧
斗
制
劉
剖
側
矧
Ｎ
ｄ
ｌ
凶
到
測
刻

61

（
送
達
を
す
べ
き
場
所
等
の
調
査
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等

の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
三
裁
判
所
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し

て
送
達
を
す
る
た
め
、
そ
の
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場

所
に
つ
い
て
の
調
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
嘱
託
に
係
る
調

査
結
果
の
鰕
告
が
詞
望
翻
劃
刎
１
剴
割
劉
盟
璃
司
測
矧
コ
ヨ
到
刈
叫
電
鯛
詞
到
型
銅

が
閲
覧
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
社
会
生

活
を
営
む
の
に
著
し
い
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、
当
該
書
面
刻
剖
罰
餌
詞
到
調
銅
及
び
こ

れ
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
送
達
に
関
す
る
荊
司
劉
利
割
剰
呵
剰
刷
劃
嗣
調
到
謁
罰

到
削
釧
叫
ゴ
剖
河
凶
剰
詞
引
劉
罰
到
判
刷
劃
詞
副
割
四
銅
回
倒
副
剥
馴
劉
習
銅
国
司
到
剛

司
割
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
当
事
者
又
は
当
該
法
定
代

理
人
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
．
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
特
定
す

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
訴

訟
記
録
等
巾
釧
闇
召
副
割
倒
判
訓
剃
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
秘
匿
事
項
又
は

秘
匿
事
項
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ

れ
た
部
分
．
（
馴
利
斗
剴
馴
詞
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
記
載
部
分
」
と
い
う
。

）
画
風
刻
劉
醐
謝
調
鋼
割
刷
劉
劉
荊
割
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当

該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
。1

。
れ
７
堀
。
．
一
項
の
立
を

同
じ
。
）
巾
当
餓
秘
園
事
項
記
刺
剖
謝
劇
剤
釧
訓
釧
司
呵
刺
割
剖
劃
圃
ｄ
制

イ
ル
記
録
事
項
に
係
る
部
分
を
い
う
●
州
劉
脚
。
の
画
劒
詞
烈
閤
濁
料
詞
州
矧

該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る
。

る
と
罰
四
酬
剖
刃
剰
渋
副
司
倒
凶
叫
Ｉ
銅
己
鯛
翻
蜘
劉
謝
司
通
詞
哨
翻
麹
調
ｌ
副
詞
矧
画
剖
酬
調
呵
訓
ヨ
銅
国
魂
刺
刹
刷

ロ
三
十
二
条
の
四
雷
．
討
召
倒
処
倒
凋
副
刻
判
可
回
国
渕
劉
罰
州
刎
副
詞
罰
利
剣
汁I

（
送
達
を
す
べ
き
場
所
等
の
調
査
嘱
託
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
閲
覧
等

の
制
限
の
特
則
）

第
百
三
十
三
条
の
三
裁
判
所
は
、
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し

て
送
達
を
す
る
た
め
、
そ
の
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
場

所
に
つ
い
て
の
調
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
嘱
託
に
係
る
調

査
結
果
の
報
告
が
詞
釧
剖
利
潤
劃
ヨ
剛
が
閲
覧
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
当
事

者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
が
社
会
生
活
を
営
む
の
に
著
し
い
支
障
を
生
ず

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
決
定
で
、

当
該
書
面
及
び
こ
れ
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
送
達
に
関
す
る
詞
司
副
劉
詞
呵
割

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る

０
２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
決
定
で
、
訴

剣
劇
鯏
判
詞
刎
制
創
凹
刈
刷
割
制
劉
倒
製
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４
（
同
上
）

（
新
設
）

州
引
割
引
句
呵
倒
劉
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
秘
匿
決
定
に

係
る
秘
匿
対
象
者
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
．

３
前
項
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
が

確
定
す
る
ま
で
、
当
骸
秘
匿
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
以
外
の
者
は
、
当

（
新
設
）

潮
周
到
判
Ⅷ
ｄ
副
刹
削
１
可
中
劃
園
罰
詞
創
画
瑚
一
動
画
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
秘

匿
事
項
又
は
秘
匿
事
項
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
、

又
は
記
録
さ
れ
た
部
分
（
列
劉
に
お
い
て
「
秘
匿
事
項
記
載
部
分
」
と
い

該
秘
匿
事
項
記
載
部
分

う
｡

ー

訟
記
録
等

ｕ
釧
削
閏
捌
刺
制
到
劉
剛
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
当
該
当
事
者
又

は
当
該
法
定
代
理
人
に
限
る
こ
と
が
で
き
る
．
当
事
者
又
は
そ
の
法
定
代

理
人
を
特
定
す
る
た
め
、
そ
の
者
の
氏
名
そ
の
他
当
該
者
を
特
定
す
る
に

事
件
の
記
録
を
、
一
十

記
録
は
第
十
一
条
の
四
第
一
：

の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
、
そ
の
正
本
、
謄
本
若
し

4950
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（
秘
匿
決
定
の
取
消
し
等
）

第
百
三
十
三
条
の
四
秘
匿
決
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
又

は
訓
劉
調
珂
ゴ
割
の
決
定
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
等
」

と
い
う
，
）
に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
訴
舩
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
に

対
し
、
そ
の
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ
れ
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
そ
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
当
事
者
は
、
秘
匿
決
定
等
が
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
攻
撃
又
は
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、

第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
詞
劉
謝
珂
ゴ
割
の
規
定

に
よ
り
謝
謝
劉
叫
矧
劉
制
剥
刷
剰
謝
の
請
求
が
制
限
さ
れ
る
部
分
に
つ
き
そ
の

請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

51
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；
（
裁
判
長
の
訴
状
審
査
権
）

第
百
三
十
七
条
訴
状
が
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合1

３
～
７
（
略
）

２
．
３
（
略
）

1
'1 に

は
、
裁
判
長
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
内
に
不
備
を
補
正

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

る
た
め
、
そ
の
者
の
氏
名
そ
の
他
当
該
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
に

つ
い
て
の
鯛
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

ｉ
密
合
に
は
１
墾
秘
却
剥
謂
馴
一
翼
池
雪
国
剖
潤
斗
川
掴
当
刎
割
釧
函
馴
劃
項
瑚
１
訓
匂
討
叫
割
剰
珂
剛
判
剛
。

（
訴
え
の
提
観
当
の
弓
詞
数
料
割
り
利
鋼
楜
矧
加
創
州
捌
割
引
刎
調
樹
釧
祠
当

別
項
の
処
分
は
、
相
当
司
凶
認
鋤
刈
矧
司
洩
詞
型
目
訓
詞
劉
副
川
副
Ｈ
判
可
矧

鬮
詞
判
割
司
引
呵
矧
園
倒
凋
叫
調
刺
呵
掴
趨
呵
判
劉
剛
劃
鯏
州
ｕ
創
叫

…
…

訟
費
用
等
に
関
す
る
油
緬
１
詞
劉
醐
凹
制
対

（
秘
匿
決
定
の
取
消
し
等
）

第
百
三
十
三
条
の
四
秘
匿
決
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
又

は
前
条
の
決
定
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
等
」
と
い
う

。
）
に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
朋
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
に
対
し
、

そ
の
要
件
を
欠
く
こ
と
又
は
こ
れ
を
欠
く
に
至
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て

、
そ
の
決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
当
事
者
は
、
秘
匿
決
定
等
が
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
自
己
の
攻
撃
又
は
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
訴
訟
記
録
等
の
存
す
る
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
、

第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
斜
の
規
定
に
よ
り

（
裁
判
長
の
訴
状
審
査
権
）

第
百
三
十
七
条
訴
状
が
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合

２
．
３
（
同
上
）

刎
劉
同
劉
の
請
求
が
制
限
さ
れ
る
部
分
に
つ
き
そ
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
～
７
（
同
上
）

足
り
る
事
項
枢
つ
い
て
の
調
査
を
嘱
託
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
様
と

す
る
。

（
新
設
）

（
新
股
）

に
は
、
裁
判
長
は
、
相
当
の
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
内
に
不
備
を
補
正

す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
圃
刻
剥
珊
調
劃
副
對
副
制
判
可
到

覧
若
ば
脳
写
脳
本
若

5152



１
画
剛
刊
馴
刻
判
Ｉ

４
第
一
項
に
規
定
す
る
検
証
、
鑑
定
及
び
調
査
の
嘱
託
に
つ
い
て
は
、
証

拠
調
べ
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

31 2121

（
通
訳
人
の
立
会
い
等
）

第
百
五
十
四
条
（
略
）

（
釈
明
処
分
）

第
百
五
十
一
条
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

（
訴
状
の
送
達
｝

第
百
三
十
八
条
（
略
）

２
荊
司
ヨ
刊
祠
匂
剰
の
規
定
は
、
訴
状
の
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合
（
訴
状
の
送
達
に
必
要
な
費
用
を
予
納
し
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

91 81 71

＃ 訓
1
1

鼠
淵
訓
副
馴
引
創
削
剥
淵
剖
剴
割
測

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
磁
的
記
圏
到
凰
調
鰯
川
劉
對
銅
鰯
闇
顎
剛
劃
掴
国
剖
呵
副

制
剖
別
叫
呵
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

四
～
人
（
略
） 1’

二
訴
訟
書
類
若
し
く
は
訴
訟
に
お
い
て
引
用
し
た
文
香
そ
の
他
の
物
件

訳
を
さ
せ
る
ご
凶
司
酬
も
劃
到
引
１
コ
耐
割
鯛
到
削
Ｈ
凋
叫
制
訓
１
司
調
矧
劉
南
口
封

報
の
内
容
を
引
用
し
た
銅
詞
醐
的
劃
蜀
録
制
到
ヨ
ヨ
樹
洞
副
叫
刷
訶
割
型
圏
隅
劃
封

で
当
事
者
の
所
持
す
る
も
の

疋
に
よ
る
鯛
引
剰
の
劉
濁
画
呵
ヨ
剥
翻
剥
剖
綱
冊
刊
剴
倒
吋
川
副
剴
圃
１
斗
副
判
咽
刎

”
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
通
訳
制
Ｎ
ｐ

別
項
の
命
令
掴
対
釧
ｕ
剰
剛
１
酬
幽
函
刎
笥
剖
制
刻
司
剴
判
洲
制
劃
副
創
１
制
矧

唾
……

ｘ
は
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
記
録
さ
れ
対

訓
訓
詞
に
規
定
す
る
検
証
、
鑑
定
及
び
調
査
の
嘱
託
に
つ
い
て
は
、
証
拠

調
べ
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
通
訳
人
の
立
会
い
等
）

第
百
五
十
四
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
釈
明
処
分
）

第
百
五
十
一
条
裁
判
所
は
、
訴
訟
関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ

る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

一
・
二
（
同
上
）

（
訴
状
の
送
達
）

第
百
三
十
八
条
（
同
上
）

２
訓
割
調
の
規
定
は
、
訴
状
の
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
（
訴
状

の
送
達
に
必
要
な
費
用
を
予
納
し
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
準
用

・
す
る
。

（
新
設
）

四
～
六
（
同
上
）

（
新
設
）

’

三
訴
訟
書
類
又
は
訴
訟
に
お
い
て
引
用
し
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
で
当

事
者
の
所
持
す
る
も
の
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
．

54 53

31 。’ 21

’
割
劉
判
剃
削
剥
蜘
倒
な
ら
な
い
。

１４
口
頭
弁
論
の
方
式
に
関
す
る
規
定
の
遵
守
は
、
割
イ
ヨ
珂
刎
制
召
制
Ｈ
刈
川

31
（
準
備
書
面
）

第
百
六
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
相
手
方
が
在
廷
し
て
い
な
い
口
頭
弁
騰
に
お
い
て
は
、
洲
副
刺
司
割
副
刈
叫

詞
創
例
酬
回
割
劉
引
打
刻
劉
当
圃
詞
ヨ
画
に
記
載
し
た
事
実
で
な
け
れ
ば
、
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
ｃ

21
Ｊ
創
詞
劉
劉
剛
目
酬
劃
劃
判
剰
刺
翻
刎
個
醐
照
司
可

第
百
六
十
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
、
期
日
ご
と
に
、

１３
（
略
）

血
劇
制
却
劉
罰
劉
副
詞
画
銅
剖
叫
訓
制
Ｊ
射
利
創
刊
別
Ｊ
１
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ら
に
対
す
る
異
難
の
申
立
で
旧
づ
刺
制
割
当
制
詞
引

誤
り
が
あ
る
と
き
噛
引
謝
諏
醐
珈
雪
罰
調
旬
剛
１
封
．
判
可
刺
到
副
剖
判
國
鯛
鬮

事
者
そ
の
他
の
関
係
人
が
異
議
を
述
べ
た
と
き
は
、
刷
劃
釧
釧
舗
到
烈
叫
匂

き
る
。
た
だ
し
、
割
罰
当
割
剰
封
劉
詞
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
目
司
濁
刻
剴
訓
刊
似
制
對
池
鰯
訓
ｕ
可
川
副
引
例
測
倒
割
引
引
創
Ⅷ

は
、
最
周
裁
判
所
目
詞
則
矧
崗
詞
引
例
句
．
引
刺
同
剣
１
１
．
刺
割
引
副
刎
刎
叫
刺

…
１

日
外
に
お
け
る
手
続
の
方
式
、
阿
淘
制
剣
劇
超
過
密
制
劉
田
園
矧
荊
則
到
幽
劃

る
こ
と
に
つ
き
困
難
な
事
情
が
あ
る
刈
到
『
剛
１
錨
判
所
測
刈
酬
当
剃
濁
測

い
、

瞳
子
調
書
の
内
容
回
訓
蜀
劃
当
州
１
劃
圏
調
矧
刎
側
司
副
醐
到
口
銅
調
刈
創
刊
副
制

生
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
異
議
洞
別
倒
到
剃
倒
司
刻
詞
列
創
制
制
矧
珂
劉

高
裁
判
所
規
則
矧
詞
詞
剴
引
ｑ
引
引
回
Ｈ
耐
１
Ｊ
圏
引
調
割
引
割
割
引
判
刷
鯏

き
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る

月リ

Ｉ
第
二
節
準
備
書
面
等

よ
っ
て
の
み
証
明
す
る
こ
と
が
で 当

（
準
備
書
面
）

第
百
六
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
相
手
方
が
在
廷
し
て
い
な
い
口
頭
弁
論
に
お
い
て
は
、
剰
倒
劉
劃
呵
剖
掴

３
口
頭
弁
践
の
方
式
に
関
す
る
規
定
の
遵
守
は
、
捌
割
司
口
よ
っ
て
の
み
証

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
洲
到
翻
が
滅
失
し
た
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
ぐ

創
凋
劃
剰
劉
調
澗
刺
副
訓
川
口
当
事
者
そ
の
他
の
関
係
人
が
異
議
を
述
べ
た
と

き
は
、
凋
劃
刷
割
ｑ
倒
司
引
田
細
川
副
割
引
測
倒
な
ら
な
い
。

１２
（
同
上
）

剖
則
詞
剥
剰
詞
刺
劃
可

第
百
六
十
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
、
期
日
ご
と
に
調

割
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

第
二
節
準
備
書
面
等

に
記
載
し
た
事
実

56 55



31 副
剖
割
割
創
１
訓
詞
呵
剥
園
剣
到
引
翻
圃
矧
測
訓
副
封
矧
倒
矧
矧
１
矧
卦

（
当
事
者
の
不
出
頭
等
に
よ
る
終
了
）

第
百
六
十
六
条
当
事
者
が
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
劉
司
司
到
判
剴
調
詞
計

劉
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
準
備
密
面
の
提
出
若
し
く
は
証

拠
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
準
備
的
口
頭
弁
論
を
終
了
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

21

（
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
訴
訟
行
為
等
）

第
百
七
十
条
（
略
）

２
裁
判
所
は
、
弁
論
準
備
手
続
の
期
日
に
お
い
て
、
証
拠
の
申
出
に
関
す

る
裁
判
そ
の
他
の
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
裁

判
１
制
到
調
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
、
）
の
証
拠
調

（
当
事
者
照
会
）

第
百
六
十
三
条
当
事
者
は
、
訴
訟
の
係
属
中
、
相
手
方
に
対
し
、
主
張
又

は
立
証
を
準
備
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
定

（
準
備
書
面
等
の
提
出
期
間
）

第
百
六
十
二
条
（
略
）

i
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
照
会
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
人
（
略
）

」 二’一’に
よ
り
回
答
す
る
よ
う
昭
劉
詞
劃
劃
剛
料
制
切
り
斜
『
陶
剖
Ｎ
Ｊ
ｌ
剛
１
創
圏
割
呵
制

め
て
、

る
こ
と
が
で
き
な
加
訓
劉
翻
濁
刺
劃
説
刑
制
測
矧
刷
測
制
劇
剴
切
制
Ⅷ

二
百
五
劃
麹
劉
．
画
「
国
調
コ
ョ
コ
Ｈ
祠
川
須
割
到
。
珂
倒
測
刷
。
Ⅵ
墳
副
判
別
劃
詞
創

へ

相
手
方
（
第
一
項
の
劉
褐
嗣
制
剥
馴
翻
雪
醐
判
剛
咽
鬮
飼
召
劃
剰
叫
倒
詞
制
洲

の
承
諾
を
得
て
、
電
磁
的
封
塾
間
目
制
馴
鯏
到
劃
制
創
割
剴
創
珂
司
割
引

出
さ
れ
た
場
合
に
詞
州
引
創
当
鯛
潤
側
割
耐

法
の
州
瑞
矧
捌
倒
哨
判
例
副
園
馴
引
判
判
引
１
ゴ
ヨ
呵
判
刈
刎

；

照
会
を
す
る

（
弁
論
準
備
手
続
に
お
け
る
訴
訟
行
為
等
）

第
百
七
十
条
（
同
上
）

２
裁
判
所
は
、
弁
論
準
備
手
続
の
期
日
に
お
い
て
、
証
拠
の
申
出
に
関
す

る
裁
判
そ
の
他
の
口
頭
弁
論
の
期
日
外
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
裁

判
団
桐
引
珂
笥
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
）
の
証
拠

調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
当
事
者
の
不
出
頭
等
に
よ
る
終
了
）

第
百
六
十
六
条
当
事
者
が
期
日
に
出
頭
せ
ず
、
又
は
荊
司
剰
到
判
剴
調
の
規

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に
準
備
書
面
の
提
出
若
し
く
は
証
拠
の
申

出
を
し
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
準
備
的
口
頭
弁
瞼
を
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
当
事
者
照
会
）

第
百
六
十
三
条
当
事
者
は
、
訴
訟
の
係
属
中
、
相
手
方
に
対
し
、
主
張
又

は
立
証
を
準
備
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
相
当
の
期
間
を
定

め
て
、
劃
制
剰
剤
削
司
可
引
渕
引
１
劃
ヨ
叫
司
照
会
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
そ
の
照
会
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
準
備
書
面
等
の
提
出
期
間
）

第
百
六
十
二
条
（
同
上
）

（
新
股
）

（
新
設
）

（
新
設
）

で
な
け
れ
ば
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

｜
～
六
（
同
上
）

（
新
設
）

■

58 57

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

絞
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
口
頭
弁
識
の
準
備
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方

と
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
協
議
の
結
果

を
裁
判
所
書
記
官
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十
条
及
び
第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
は

21

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
の
開
始
）

第
百
七
十
五
条
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を

聴
い
て
、
事
件
を
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
（
当
事
者
の
州
頭
な
し
に
準
備

書
面
の
提
出
等
に
よ
り
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
を
す
る
手
続
を
い
う
．
以

ド
同
じ
。
）
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
の
方
法
等
）

第
百
七
十
六
条
（
削
る
）

（
受
命
裁
判
官
に
よ
る
弁
践
準
備
手
続
）

第
百
七
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
弁
論
準
備
手
続
を
行
う
受
命
裁
判
官
は
、
荊
司
別
判
呵
利
劉
劃
珂
．
貝
の
規

定
に
よ
る
調
査
の
嘱
託
、
鑑
定
の
嘱
託
、
文
書
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規

定
す
る
物
件
を
含
む
。
）
を
提
出
し
て
す
る
書
証
の
申
出
及
び
詞
園
噺
副
詞

４
．
５
（
略
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
最

高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が

音
声
の
送
受
信
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ

て
、
弁
競
準
備
手
続
の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
長
劇
１
劃
ヨ
呵
叫
到
剖
調
圃
劃
詞
網
剖
制
削
剥
割
司
呵
刷
１
劃
割
ヨ
判
対
．

須
割
．
割
割
に
規
定
す
る
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
）
副
割
引
瑠
圃

■

醐
割
詞
洲
劉
割
剛
の
嘱
託
に
つ
い
て
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
含
む
。
）
、
第
二
百
十
五
条
第
四
項
科
飼
到
ヨ
引
口
制
刈
銅
劃
到
詞
到
倒
湖

…
！

蔀
を
褐
飼
叫
ｕ
剥
馴
嗣
刻
劉
幽
叩
謁
銅
ぺ
Ｊ
叫
劇
川
珂
制
詞
叫
倒I 文
書
（
第
二
百
二
十
九
条

必
要
が を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
勤

訓
鋼
釧
創
剰
司
削
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
最
高
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受
信
に

よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
争
点
及
び
証

拠
の
整
理
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
口
頭
弁
論
の
準
備
の
た
め
必
要
な
事
項

に
つ
い
て
、
当
事
者
双
方
と
協
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
協
議
の
結
果
を
裁
判
所
書
記
官
に
記
録
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４
第
百
四
十
九
条
ｊ
到
到
斗
回
創
到
陶
釧
剛
Ｊ
１
、
第
百
五
十
条
及
び
第
百
六
十

21 第
百
七
十
六
条

第
百
七
十
五
条
裁
判
所
は

（
受
命
裁
判
官
に
よ
る
弁
騰
準
備
手
続
）

第
百
七
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
弁
論
準
備
手
続
を
行
う
受
命
裁
判
官
は
、
劉
司
剛
。
且
創
詞
の
規
定
に
よ

る
調
査
の
嘱
託
、
鑑
定
の
嘱
託
、
文
書
（
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る

物
件
を
含
む
。
）
を
提
出
し
て
す
る
書
証
の
申
出
及
び
文
書
（
第
二
百
・
一

十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
．
）
の

唖
再
剛
の
嘱
託
に
つ
い
て
の
裁
判
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

４
．
５
（
同
上
）

３
裁
判
所
は

ｌ
」
雪
亡
》
（
》
。

裁
判
長
等
」
と
州
引
１
『
倒
闇
ｌ
荊
司
割
利
口

高
等
裁
判
所
伺
湖
刺
制
創
矧
釧
割
呵
鋼
判
旬
副
割
引
判
司
制
制
剖
副
引
斗
判
測
制

そ
の
他
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
事
件
を
書

面
に
よ
る
準
備
手
続
（
当
事
者
の
出
頭
な
し
に
準
備
書
面
の
提
出
等
に
よ

り
争
点
及
び
証
拠
の
整
理
を
す
る
手
続
を
い
う
．
以
下
同
じ
。
）
に
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
裁
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受
信
に
よ

り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
弁
論
準
備
手
続

の
期
日
に
お
け
る
手
続
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
矧
剖
刊
則
１
劃
割
封
測
刈
引

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
の
方
法
等
）

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
の
開
始
）

裁
判
長
刻
國
割
劉
劃
刎
調
別
別
判
例
到
到
剣
鋼
判
司

皿
に
よ
る
準
備
手
続
は
、
裁
判
長
が
行
う
。
た
だ
し

当
事
者
が
遠
隔
の
地
に
居
住
し
て
い
る
と
き

漣
規
定
す
る
期
間
を
定
め

相
当

60 59



（
参
考
人
等
の
審
尋
）

第
百
八
十
七
条
（
略
）

２
（
略
）

釧
鋼
判
開
削
１
例
割
引
劃
釧
引
剖
剖
劇
１
尉
劃
鋼
判
詞
制
訓
矧
週
釧
剖
引

21 31 2

（
調
査
の
嘱
託
）

第
百
八
十
六
条
（
略
）

（
裁
判
所
外
に
お
け
る
証
拠
調
べ
）

第
百
八
十
五
条
（
略
）

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
終
結
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
）

第
百
七
十
八
条
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
を
終
結
し
た
事
件
に
つ
い
て
α
口

頭
弁
論
の
期
日
に
お
い
て
、
荊
司
。
Ｈ
刊
利
剰
劉
劃
コ
制
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
陳
述
が
さ
れ
、
又
は

前
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
が
さ
れ
た
後
に
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
を
提
出

し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
に
対
し
、
そ

の
陳
述
又
は
磁
認
前
に
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
企

21

！裁
判
当
事
者
参
考
Ｌ
声

相
当
と
認
め
る
と
劃
副
埼
Ｉ
当
南
調
刷
劉
圃
副
詞
慰
咽
州
矧
１
．
劃
同
調
釧
舗
酬
副
則

を
相
互
に
認
識
し
輌
洞
引
到
圃
調
調
詞
詞
刻
割
引
劉
刑
割
ｑ
剖
刈
召
釧
因
刷
口
判
可
制

で
定
め
る
と
割
剴
句
回
Ｈ
司
り
ｌ
鯛
倒
川
ヨ
ョ
刷
刎
調
劃
召
同
倒
封
川
副
醐
荊
呵
洲
掴

、
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

Ｊ
割
劉
劉
淵
剥
司
判
別
劃
副
到
呵
口
別
劃
引
遡
圃
到
幻
翻
可

こ
ろ
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の
送
受
僧
酬
口
引
例
綱
望
詞
叫
澗
魍
刻
詞
凹
型
口
調

廼
嘩
凋
劉
釧
到
鏑
制
剴
切
鋼
釧
劇
剰
劉
咽
凋
刷
１
判
副
劉
謝
刊
司
科
制
則
判
ｌ
矧
矧

画
し
な
が
ら
掴
翰
劉
割
訶
刻
引
剴
“
鯏
制
到
引
到
刺
出
制
Ｈ
渕
剖
。
ｕ
１
割
週
司
刈
割
劉

（
略
）

Ｉ
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
当
劇
猟
方
制
固
異
雪
姻
加

皿
に
凸
刻
割
増
心
図
劇
細
到
画
到
到
呵
到
姻
刎
到
司
判
例
型
川
副
副
罰
司
剖
凹
叫
矧
Ｉ
型
酬
訓
調
刎

判
所
は
、
受
命
裁
判
官
刑
昌
男
倒
矧
刻
刻
剰
詞
傭

己
五
十
銅
詞
河

（
参
考
人
等
の
審
尋
）

第
百
八
十
七
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
調
査
の
砺
託
）

第
百
八
十
六
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
裁
判
所
外
に
お
け
る
証
拠
調
べ
）

第
百
八
十
五
条
（
同
上
）

（
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
終
結
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
）

第
百
七
十
八
条
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
を
終
結
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
口

頭
弁
論
の
期
口
に
お
い
て
、
痢
司
剰
別
呵
司
剰
到
割
当
側
に
お
い
て
準
用
す
る

第
百
六
十
五
条
第
二
項
の
書
面
に
記
載
し
た
事
項
の
陳
述
が
さ
れ
、
又
は

前
条
の
規
定
に
よ
る
確
認
が
さ
れ
た
後
に
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
を
提
出

し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
、
相
手
方
に
対
し
、
そ

の
陳
述
又
は
確
認
前
に
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

五
条
第
二
項
の
規
定
は
、
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

62 61
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；
．
（
鑑
定
人
の
陳
述
の
方
式
等
）

第
二
百
十
五
条
（
略
）

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
尋
問
）

第
二
百
四
条
裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
制
測
刻
到
り
１
矧
割
副
割
鋼
馴
副

と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の

送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
証
人
の
尋
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
証
人
刎
倒
罰
則
ｌ
詞
副
四
判
刷
州
型
到
呵
樹
飼
創
制
釧
仙
刎
司
詞
圃
口
刈
刎
１
剖
迦

刈
剰
削
剥
調
割
鯏
型
列
回
叫
調
剰
詞
副
司
剴
剴
洲
劇
画
噸
司
鋤
割
引
劉
調
瑚
刻
副
詞
司

二
事
案
の
性
質
、
証
人
の
年
齢
又
は
心
身
の
状
態
、
証
人
と
当
事
者
木

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
証
人
が

裁
判
長
及
び
当
事
者
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
に
お

い
て
陳
述
す
る
と
き
は
圧
迫
を
受
け
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

斗
剴
剰
割
刺
到
調
洲
制
州
易
割

魯
画
劉
割
に
基
づ
く
陳
述
の
禁
止
）

第
二
百
三
条
証
人
は
、
書
類
判
割
引
叫
呵
例
に
基
づ
い
て
陳
述
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
．

1 41に
代
え
て
、
最
副
銅
珂
馴
學
馴
珂
姻
訓
割
剛
詞
召
殉
釧
副
以
引
。
到
副
利
剣
Ⅷ
副
ｌ
叫
司
蜘
劉
罰
詞
『
口

翻
し
、
又
は
当
該
書
面
に
記
戟
謂
割
到
劃
事
詞
詞
固
圃
訓
劃
画
翻
飼
副
詞
。
銅
割
到
麺
割

憧
用
川
引
司
割
引
刻
刻
訓
咽
利
Ｈ
詔
詞
麺
銅
刈
副
昌
釧
因
引
刹
圃
叫
引
調
ヨ
ヨ
画
矧
劃
廻
割
引
祠
剖
刷
割

月1J

べ
き
事
項
を
最
高
鋼
卿
劃
因
詞
則
矧
詞
詞
引
劃
図
引
間
副
酬
闇
劉
倒
鬮
劃

（
鑑
定
人
の
陳
述
の
方
式
等
）

第
二
百
十
五
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
尋
問
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
）

第
二
百
五
条
裁
判
所
は
、
相
当
と
認
め
る
劉
劃
副
測
判
Ｗ
ｄ
１
Ｊ
副
詞
旬
倒
到

織
が
な
い
と
き
は
、
証
人
の
尋
問
に
代
え
、
書
面
の
提
出
を
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
映
像
等
の
送
受
情
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
尋
問
）

第
二
百
四
条
裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
刺
‐
剛
、
最
高
裁
判
所
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を

相
且
に
認
織
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
証

人
の
尋
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
証
人
洲
詞
君
鯛
刎
酬
淵
割
固
圃
制
創
副
剴
司
１

（
劃
詞
に
基
づ
く
陳
述
の
禁
止
）

第
二
百
三
条
証
人
は
、
書
類
に
基
づ
い
て
陳
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
唇

た
だ
し
、
裁
判
長
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

二
事
案
の
性
質
、
証
人
の
年
齢
又
は
心
身
の
状
態
、
証
人
と
当
事
者
本

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
と
の
関
係
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
証
人
が

裁
判
長
及
び
当
事
者
が
証
人
を
尋
問
す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
に
お

い
て
陳
述
す
る
と
き
は
圧
迫
を
受
け
精
神
の
平
穏
を
著
し
く
害
さ
れ
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
司
捌
剴
刊
刈
副
制
引
到
矧
瑚
刈
副
剴
可
１

（
新
設
）

64 63



41 313121

（
鑑
定
の
嘱
託
）

第
二
百
十
八
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
官
庁
、
公
署
又
は
法
人
の
指
定
し
た
者
に
劉
当
矧
釧
伺
剰
剃
詞
割
判
則
ｌ
刈

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述
）

第
二
百
十
五
条
の
三
裁
判
所
は
、
鑑
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る

場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に

認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意
見
を
述

べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

（
文
書
の
留
置
等
）

第
二
百
二
十
七
条
（
略
）

！
（
筆
跡
等
の
対
照
に
よ
る
証
明
）

第
二
百
二
十
九
条
（
略
）

２
第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二
百
一
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
二
白
二
十
六
条
並
び
に
割
引
ヨ
コ
剴
荊
匂
斜
剰
．
剴
剰
の
規
定
は

、
対
照
の
用
に
供
す
べ
き
筆
跡
又
は
印
影
を
備
え
る
文
書
そ
の
他
の
物
件

の
提
出
又
は
送
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
～
６
（
略
）

削
剥
劉
刊
削
劉
劃
呵
刻
刷
詞
飼
飼
到
習
銅
の
説
明
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
の
規
定
娼
劉
刎
弓
童
画
百
割
副
劃
遡
判
矧
釧
刎
刈
訓
剃
到
測

の
記
録
媒
体
胆
記
録
封
到
剰
刎
過
忍
剰
矧
圃
詞
剖
ｕ
制
剤
馴
蜘
囚
刺
引
樹
Ⅷ

…
；

晒
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
聟
同
園
詞
州
引
１
１
銅
泡
川
創
哨
ｌ
同

郵
州
別
調
刎
剛
幽
１
１
塑
。
詞
罰
型
匂
Ｈ
Ｈ
判
刈
川
ｕ
１
ｌ
割
詞
斗
‐
面
河
刷
剖
蜀
司
詞
剛
村
日
割
叫
廻
馴
剖
到
剖
吋
河
コ
ヨ
ョ
劉
剴

へ

略
一剥

劉
笥
對
馴
創
馴
削
４
劃
目
刊
１
圓
創

』
：

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述
）

第
二
百
十
五
条
の
三
裁
判
所
は
、
鑑
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る

場
合
に
お
い
て
、
題
詞
汀
剰
倒
倒
圃
呵
墹
回
国
劃
剴
判
則
川
副
副
剥
副
副
釧
也
相

（
鑑
定
の
嘱
託
）

第
二
百
十
八
条
（
同
上
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
官
庁
、
公
署
又
は
法
人
の
指
定
し
た
者
に
鋼
制
劉
司
の
説
明
を
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
新
設
）
、

（
文
書
の
留
置
）

第
二
百
二
十
七
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
筆
跡
等
の
対
照
に
よ
る
証
明
）

第
二
百
二
十
九
条
（
同
上
）

２
第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
二
百
二
十
六
条
並
び
に
第
コ
ョ
コ
剴
制
匂
斜
の
規
定
は
、
対
照

の
用
に
供
す
べ
き
筆
跡
又
は
印
影
を
備
え
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出

又
は
送
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
～
６
（
同
上
）

（
新
設
）

当
と
認
め
る
と
き
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
隔

剛
對
引
洲
映
像
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
認
識
し
な

が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

6566

’
2121

： IJ

；
託
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
送
付
は
、
最
高
裁
判
劃
削
瑚
則
‐
召
詞
詞
引
引
到
引
引

矧
洲
引
当
調
電
磁
的
詞
鰯
劉
記
闘
ｕ
劇
閏
閤
閉
引
圖
判
１
劃
刊
副

前
項
に
料
州
で
鵡
矧
制
抑
副
詞
‐
コ
ヨ
コ
制
ゴ
忍
劉
到
制
司
矧
刺
旬
卿
閑
剃
割

第
六
節
検
証

（
新
設
）

第
六
節
検
証

6768



弱

’
』

（
管
轄
裁
判
所
等
〉

第
二
百
三
十
五
条
（
略
）

２
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
保
全
の
申
立
て
は
、
尋
問
を
受
け
る
ぺ

21

；

’

21

（
検
証
の
目
的
の
提
示
等
）

第
二
百
三
十
二
条
第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二
百
二
十
四

旬
可
到
割
の
居
所
又
は
検
証
物
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
又
は

簡
易
裁
判
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
略
）

条
、
第
二
百
二
十
六
条
及
び
鋼
ゴ
割
引
制
河
口
斜
珂
珂
ゴ
卿
の
規
定
は
、
検
証

の
目
的
の
提
示
又
は
送
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
．
３
（
略
）

馴
六｜到四｜ゴー’ 一｜

”，

き
者

；
判
所
規
則
も
当
榴
剛
副
刈
コ
ヨ
コ
倒
劉
洲
１
矧
劉
凶
劉
呵
引
割
閻
矧
到
調
銅
ｕ
制

り
、
映
像
日
割
詞
洲
矧
因
割
團
同
口
Ｈ
司
引
樹
訓
詞
凹
副
蜘
渕
別
痢
鯛
到
到
調
鋼
射
到
訓
．

艇
的
記
録
ｌ
制
当
Ｎ
刮
銅
雪
詞
判
渕
劃
笥
引
剴
州
引
１
引
割
刷
囚
洲
判
矧
呵
測
飼
剥

画
を
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
つ
、
主
文
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
に
必
要
な
主
張
を
摘
示
し

別
項
の
規
定
に
刺
刃
司
事
夷
圃
詞
認
嗣
飼
到
州
司
剛
１
劃
剰
調
濁
醐
劇
洲
倒
ｕ

、
文
書
を
所
観
割
引
創
召
濁
川
刀
創
剰
圏
闘
醐
割
劉
訓
創
刈
矧
制
刻
凶
園
圏
剖

ｉ
…

』
（
管
轄
裁
判
所
等
）

第
二
百
三
十
五
条
（
同
上
）

２
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
保
全
の
申
立
て
は
、
尋
問
を
受
け
る
べ

き
者
謝
Ⅱ
列
訓
凶
刻
調
副
詞
則
切
河
到
割
の
居
所
又
は
検
証
物
の
所
在
地
を
管

（
検
証
の
目
的
の
提
示
等
）

第
二
百
三
十
二
条
第
二
百
十
九
条
、
第
二
百
二
十
三
条
、
第
二
百
二
十
四

条
、
第
二
百
二
十
六
条
及
び
制
ゴ
ゴ
ヨ
計
打
倒
鋼
の
規
定
は
、
検
証
の
目
的

の
提
示
又
は
送
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２
．
３
（
同
上
）索

轄
す
る
地
方
裁
判
所
又
は
簡
易
裁
判
所
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
（
同
上
）
。

Ｊ
ヨ
劉
酎
ｕ
刎
刮
到
到
Ｉ

（
新
設
）

’

1
劃四’三’二I－l

㈱

判
決
の
言
湾
詞
ｕ
尉
司
１
判
割
賦
雪
州
割
鼎
調
同
封
麹
べ
判
例
剴
判
調
馴
創

6970

（
言
渡
し
の
方
式
の
特
則
）

第
二
百
五
十
四
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す

る
と
き
は
、
判
決
の
言
渡
し
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鬮
判
判

渕
調
に
基
づ
か
な
い
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
略
）

２
謝
釧
矧
副
剛
剖
凹
倒
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
と
き
は
、
劉

判
剛
副
困
笥
の
作
成
に
代
え
て
、
裁
判
所
書
記
官
に
、
当
事
者
及
び
法
定
代

理
人
、
主
文
、
請
求
並
び
に
理
由
の
要
旨
を
、
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
口

頭
弁
論
期
日
の
劉
詞
封
型
笥
倒
調
鋼
却
副
渕
矧
刷
刈
閃
な
ら
な
い
。

31 2 21

（
変
更
の
判
決
）

第
二
百
五
十
六
条

２
（
略
｝

！
１斗

割
劃
川
鍋
刎
剥
剰
倒
到
副
週
週
司
剥
刎
制
嵐
刺
到
洲
伺
劇
叫
刈
割

iL
一’

訓

第
二
百
五
十
七
条
、
言

。
鋼
司
刈
斜
刎
ゴ
刎
制
詞
倒
到
引
週
週
司
斜
荊
引
割
刺
刻
刎
劉
矧
洲

項
及
び
第
ヨ
ョ
而
判
呵
計
銅
刎
判
劉
詞
引
詞
倒
凋
州
制
割
剛
ｕ
ｌ
訓
剴
創
鯏
引
網
詞

さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
Ｊ
明
判
例
型
副
詞
の
釧
釦
燭
劃
ヨ
潤
馴
副
刎
制
詞
割
ｕ
劃

り
フ
ァ
イ
ル
に
記
一
鋤
ざ
れ
祠
釧
回
の
刷
祠
酬
剣
訓
湘
褐
剰
ｌ
詞
引
ヨ
引
司
判
斗
副
詞
調

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
時
に
帥
１
石
の
型
固
遺
制
訓
回
訓
利
罰
則
呵
刈
剴
剣
倒
訶

行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
斜
咽
の
割
副
詞
目
渇
嗣
刻
剥
冨
濁
刎
劇
司
河
口
耐
測
司
１
劃

よ
り
当
該
書
面
の
内
容
が
当
該
電
詔
釧
潮
調
画
刻
剛
当
罰
謂
雪
荊
詞
弓
画
同
調

電
子
呼
出
択
劃
對
詞
刈
叫
判
凹
銅
謂
詞
到
剖
週
創
吻
割
当
画
Ｍ
Ｈ
卿
刎
刈
引
到
刻
刻
刈
伺
刺
割
瑚
劉

劉
刷
飼
料
副
昌
矧
潮
胤
鯏
矧
勵
則
釧
削
測
３

…
Ｉ

回
で
あ
っ
て
裁
判
所
書
記
官
が
最
高
鋼
判
所
調
翻
則
召
詞
飼
劉
到
釧
飼
倒

へ

略
一

21

1
2131 2

（
言
渡
し
の
方
式
の
特
則
）

第
二
百
五
十
四
条
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す

（
変
更
の
判
決
）

第
二
百
五
十
六
条

２
（
同
上
）

る
と
き
は
、
判
決
の
言
渡
し
は
、
第
二
百
五
十
コ
割
調
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
釧
渕
調
別
劉
刷
調
に
基
づ
か
な
い
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二
（
同
上
）

２
訓
到
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
と
き
は
、
鋼
釧
舗
刈
矧
Ｉ
判

決
書
の
作
成
に
代
え
て
、
裁
判
所
書
記
官
に
、
当
事
者
及
び
法
定
代
理
人

、
主
文
、
請
求
並
び
に
理
由
の
要
旨
を
、
判
決
の
言
渡
し
を
し
た
口
頭
弁

論
期
日
の
剰
割
剰
詞
封
劉
引
切
割
別
刺
削
な
ら
な
い
、

’ 利
謝
釧
訓

田 ：
場
合
を
除
き
１
割
国
事
罰
調
べ
到
周
鋼
別
口
捌
制
引
制
詞
叫
洲
剃
剥
剰
Ｈ
呵
燭
刺

里
の
州
刊
潮
肉
呵
雪
司
掴
湖
創
副
制
叫
噸
刷
画
川
副
Ｈ
封
「
刑
剴
Ⅵ
刷
司
１
Ｎ
劃
詞
型
雪
南
。
Ｍ
Ｈ
劃
旬

判
決
書
又
は
前
条
第
二
項
の
調
書
は
、
当
事
者
に
送
達

（
同
上
）

7172



調
割
を
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
訴
え
の
取
下
げ
の
書
而
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
相
手

方
が
異
礒
を
述
べ
な
い
と
き
は
、
訴
え
の
取
下
げ
に
同
意
し
た
も
の
と
み

な
す
。
訴
え
の
取
下
げ
が
口
頭
弁
鵠
等
の
期
口
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
た
と
き
は
脈
え
の
取
下

げ
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
と
き
は

前
項
の
矧
劃
制
Ｈ
判
引
送
達
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
相
手
方
が
異

議
を
述
べ
な
い
と
き
も
、
同
僚
と
す
る
。

５
第
二
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
え
の
取
ド
げ
が
書
面
で
さ
れ
た
と

き
は
そ
の
書
面
を
、
訴
え
の
取
下
げ
が
口
頭
弁
餓
等
の
期
日
に
お
い
て
口

頭
で
さ
れ
た
と
き
（
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
た
と
き
を
除
く
．
）

4121

（
和
解
条
項
案
の
書
面
に
よ
る
受
諾
）

第
二
百
六
十
四
条
当
事
者
の
一
方
が
出
頭
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
場
合
腱
お
い
て
、
そ
の
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
裁
判
所
又
は
受

命
裁
判
官
若
し
く
は
受
託
裁
判
官
か
ら
提
示
さ
れ
た
和
解
条
項
案
を
受
諾

す
る
旨
の
書
面
を
提
出
し
、
他
の
当
事
者
が
口
頭
弁
哉
等
の
期
日
に
出
頭

し
て
そ
の
和
解
条
項
案
を
受
諾
し
た
と
き
は
、
当
事
者
間
に
和
解
が
調
っ

た
も
の
と
み
な
す
。

（
訴
え
の
取
下
げ
）

第
二
百
六
十
一
条
（
略
）

２
（
略
）

３
訴
え
の
取
下
げ
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

31
剖
釧
釧
剰
割
当
對
痢
画
引

第
二
百
五
十
七
条
（
略
）

２
訓
呵
刷
詞
制
剴
瑚
画
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
判
決
に
対
し
適
法
な
控
訴
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

！
に
訴
え
の
取
下
げ
が
劃
利
洲
国
目
創
詞
蝋
ｕ
劉
矧
引
利
馴
刎
創
刎
Ⅶ

に
お
い
て
訴
え
の
ヨ
収
弓
ｎ
用
詞
馴
別
別
別
割
引
掴
１
．
詞
鋼
詞
副
詞
剥
旬
訓
剖
叫
剃
尉
劉
ｍ
制

の
期
日
（
以
下
こ
の
琶
詞
閂
拘
Ｎ
州
司
１
コ
削
詞
銅
湖
鯛
鞠
州
判
鯏
矧
引
『
叫
引
Ⅷ
訓
制

い
、
こ
の
場
合
個
濁
脚
。
ｑ
１
銅
判
所
…
剛
１
割
判
叫
期
引
刎
ヨ
ヨ
河
荊
劃

；… 一
項
の
申
立
て
を
不
適
油
Ｈ
同
判
創
訓
洞
叫
倒
劉
型
画
剰
矧
ｕ
引
釧
則
Ｉ
剛

え
の
取
下
げ
が
さ
れ
た
旨
が
記
録
封
司
刎
凋
四

５
訴
え
の
取
下
げ
の
書
面
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
相
手

方
が
異
議
を
述
筆
へ
な
い
と
き
は
、
訴
え
の
取
下
げ
に
同
意
し
た
も
の
と
み

な
す
。
訴
え
の
取
下
げ
が
口
頭
弁
論
等
の
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
た
と
き
は
訴
え
の
取
下

げ
が
あ
っ
た
日
か
ら
、
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
な
か
っ
た
と
き
は

前
項
の
闇
．
丹
呵
送
達
が
あ
っ
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
相
手
方
が
異
議
を

述
べ
な
い
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４
第
二
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
え
の
取
下
げ
が
書
面
で
さ
れ
た
と

き
は
そ
の
書
面
を
、
訴
え
の
取
下
げ
が
口
頭
弁
論
等
の
期
日
に
お
い
て
口

頭
で
さ
れ
た
と
き
（
相
手
方
が
そ
の
期
日
に
出
頭
し
た
と
き
を
除
く
。
）

は
判
副
割
劉
叫
刎
詞
謁
渕
劉
凋
刺
を
相
手
方
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
百
六
十
四
条
当
事
者

（
訴
え
の
取
下
げ
）

第
二
百
六
十
一
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
訴
え
の
取
下
げ
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
矧
科
刊
則
ｌ
副
『
現

：
第
二
百
五
十
七
条
（
同
上
）

２
劃
祠
劃
到
画
に
対
し
て
は
、
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
た
だ
し

・
判
決
に
対
し
適
法
な
控
訴
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

州
剖
剣
剰
１

（
新
設
）

（
新
設
）

割
劇
剖
引
到
刎
出
頭
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
当
事
者
が
あ
ら
か
じ
め
裁
判
所
又
は
受
命
裁
判
官
若
し
く
は
受

託
裁
判
官
か
ら
提
示
さ
れ
た
和
解
条
項
案
を
受
諾
す
る
旨
の
書
面
を
提
出

し
、
他
の
当
事
者
が
口
頭
弁
論
等
の
期
日
に
出
頭
し
て
そ
の
和
解
条
項
案

を
受
諾
し
た
と
き
は
、
当
事
者
間
に
和
解
が
調
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
新
設
）

弁
識
。
Ｉ
翔
型
園
唱
備
翠
豊
醐
劉
凶
緬
鯛
洲
鯏
割
引
刊
馴
村
剖
副
劉
到
倒
渕
州
判
引
斗
創

（
和
解
条
項
案
の
書
面
に
よ
る
受
諾
）

弁
論
等
の
期
日
判
刈
司
馴
刻
１
「
刺
同
樹
叫
判
釧
則
ｌ
叫
調
制
封
則
到
到
剖
剖
耐

が
〕
謁
咽
の
鯛
同
国
固
閣
詞
吋
司
吋
引
到
．
川
副
句
刎
釧
幽
刎

74 73

：
31 21

！
21

（
準
備
書
面
の
省
略
等
）

第
二
百
七
十
六
条
（
略
）

２
（
略
）

３
前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
相
手
方
が
在
廷
し
・
て
い
な
い
口
頭
弁
論
に

Ｊ
稠
鰯
對
測
制
酎
旬
濁
詞
剥
型
司
呵
刺
刈
可

第
二
百
六
十
七
条
鋼
釧
鋪
劉
司
調
創
剰
訓
剖
醐
鯛
又
は
請
求
の
放
棄
若
し
く
は

割 二’ 引
例
判
制
側
週
週
割
刎
廿
剰
矧
割
圃 J1

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば

と
が
で
き
な
い
ワ

お
い
て
は

認
諾

き
ば

き
ば
、
そ
の
日
時
に
、
当
‐
事
者
飼
剛
酬
桐
鯛
刷
加
綱
引
判
Ｈ
馴
刎
叫
馴
胡
刺
制

お
い
て
、
当
事
者
双
方
が
あ
ら
か
じ
め
裁
判
所
又
剛
裂
為
對
謝
型
凰
司
ｕ
剣1

縣
権
で
、
い
づ
詞
制
ｕ
圃
詞
唱
鋼
瑁
劃
制
引
剴
剴
。
割
判
Ⅶ
割
引

！
覧
を
し
、
又
は
同
条
第
「
高
司
吻
劉
召
伺
矧
劉
刎
忽
園
燗
ヨ
ヨ
呵
剛
掴
笥
刻
割
ｕ
対

出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
謝
調
謁
咽
書
詞 I

相
手
方
が
第
九
十
一
条
の
引
蜀
詞
「
項
刎
劉
謁
飼
同
制
劉
勇
燭
一
．
呵
呵
剛

第
七
章
大
規
模
訴
訟
等
に
関
す
る
特
則

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
矧
哨
凋
剛
剤
ｌ
剛
圃
圏
割
割
型
周
刷
劉
固
割
劃
同
判
別
剴
列
倒
割
詞

る
明
白
な
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は

に
つ
い
て
電
子
調
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
フ
ァ
イ
山
判
『
詔
鰯
ｕ
制

そ
の
詞
矧
圃
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

次
の
各
号
の
Ⅷ
副
詞
到
四
加
制
囹
鯛
当
梨
馴
旬
潤
詞
凋

か
凶
訓
勺
の
調
濁
凋
雪
ヨ
画
刻
劉
碧
鯛
Ⅱ
副
ロ
ヨ
コ
司
詞
銅
司
引
回
翻
討
劉
酬
園

麺
判
所
域
１
割
勘
引
劇
調
剛
刻
副
副
副
剛
４
判
副
詞
判

に
記
載
し
、

主
張
す
る
こ ル

ー

（
準
備
書
面
の
省
略
等
）

第
二
百
七
十
六
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
前
項
に
規
定
す
る
事
項
は
、
相
手
方
が
在
廷
し
て
い
な
い
口
頭
弁
論
に

Ｊ
訓
剰
澗
割
劉
司
劉
判
刈
司

第
二
百
六
十
七
条
刺
鯛
又
は
請
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
劃
剰
割
引
剴
詞
謝

し
た
と
き
は
、
そ
の
劃
樹
圃
、
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

限
る
。
）
に
記
載
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
も
の
で
な

け
れ
ば
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
新
設
）

（
新
設
）

そ
の
池
詞
洞
ヨ
ヨ
回
割
ヨ
完
詞
門
ｕ
制
封
ヨ
割
劉
餌
釧
洞
ｕ
料
劃
司
詞
制
洲
倒
圏
制
可
引
畑
剖
州
釧
副
判
回

お
い
て
は

（
新
設
） 第

七
章
大
規
模
訴
訟
等
に
関
す
る
特
則

相
手
方
に
送
達
さ
沁
剃
制
到
例
刻
剤
凋
凹
詞
制
‐
洲
引

76 75



（
再
審
の
事
由
）

第
三
百
三
十
八
条
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
確
定
し
た
終
局

判
決
に
対
し
、
再
審
の
訴
え
を
も
っ
て
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
が
控
訴
若
し
く
は
上
告
に
よ
り
そ
の
事
由
を
主

張
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
聿
張
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
～
五
（
略
）

六
判
決
の
証
拠
と
な
っ
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
が
鯏
週
封
副
当
刊
引
馴
削

（
控
訴
の
取
下
げ
）

第
二
百
九
十
二
条
（
略
）

２
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
測
捌
割
耐
闇
討
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
並

訓
倒
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
控
訴
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す
る

Ｊ
鋼
釧
創
制
副
詞
訓
捌
頚
劃
掴
割
引

第
二
百
八
十
八
条
第
百
三
十
七
条
の
規
定
は
掛
詞
樹
が
第
二
百
八
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
凶
引
吋
刊
１
Ｊ
到
司
ヨ
Ｈ
廿
剖
剰
呵
．
呵
剰

矧
削
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
従
い
控
訴
の
提
起
の
手

数
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
つ
い
て
Ⅱ
刻
刻
剰
司
測
週
封
切
可
引
．

（
控
訴
期
間
）

第
二
百
八
十
五
条
控
訴
は
、
翻
升
判
渕
割
又
は
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項

第
二

百

八

十

条

21

（
尋
問
等
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
）

第
二
百
七
十
八
条
（
略
）

到
割
剰
到
調
釧
剖
測
刹
劉
劃
封
詞
劃
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変

期
間
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
提
起

し
た
控
訴
の
効
〃
を
妨
げ
な
い
。

の
規
定
に
よ
馴
当
「
調
蜀
胸

び
原
因
の
要
旨
、
そ
の
原
因
の
有
無
並
び
に
請
求
を
排
斥
す
る
理
由
で
あ

る
抗
弁
の
要
旨
を
調
釧
罫
洲
刈
圃
足
り
る
。

又
は
当
事
者
調
稠
勾
刎
副
罰
副
利
制
何
湖
刈
劃
ヨ
剛
刎
倒
矧
刺
回
訓
則
州
可
１
割
劃
斗
司

の
陳
述
に
代
わ
る
書
面
の
攝
剖
制
日
刊
州
矧
ｌ
刻
刻
剥
河
利
潤
制
制
副

坐
条
第
二
項
及
び
第
四
割
り
‐
規
園
削
訓
項
制
劉
幽
矧
Ｈ
判
到
錨
園
刈
刎
割
創

変
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
刻
削
副
副
瑚
刎
詞
詞
料
剴
刺
剴
刹
制
瑠
幽
剛

に
は
、
請
求
の
趣
旨
及

（
再
審
の
事
由
）

第
二
百
三
十
八
条
次
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
確
定
し
た
終
局

判
決
に
対
し
、
再
審
の
訴
え
を
も
っ
て
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
．
た
だ
し
、
当
事
者
が
控
訴
若
し
く
は
上
告
に
よ
り
そ
の
事
由
を
主

張
し
た
と
き
、
又
は
こ
れ
を
知
り
な
が
ら
主
損
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

一
～
五
（
同
上
）

六
判
決
の
証
拠
と
な
っ
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
が
倒
型
呂
刈
国
変
造
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
．

（
控
訴
の
取
下
げ
）

第
二
百
九
十
二
条
（
同
上
）

２
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
到
酬
第
二
百
六

十
三
条
の
規
定
は
、
控
訴
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

Ｊ
釧
州
昂
刎
幽
謂
別
謝
劃
割
圏
可

第
二
百
八
十
八
条
第
百
三
十
七
条
の
規
定
は
１
餌
調
訓
樹
が
第
二
百
八
十
六

条
第
一
・
項
の
規
定
に
違
反
す
る
場
合
列
酬
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
従
い
控
訴
の
提
起
の
手
数
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
つ
い
て

潤
討
制
可
引
。

（
控
訴
期
間
）

第
二
百
八
十
五
条
控
訴
は
、
判
決
書
又
は
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
の
調

書
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
提
起
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
提
起
し
た
控
訴
の
効
力
を
妨
げ
な

い
。

第
二
百
八
十
条

（
尋
問
等
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
）

第
二
百
七
十
八
条
（
同
上
）

（
新
設
）

：
旨
及
び
原
因
の
要
旨
、
そ
の
原
因
の
有
無
並
び
に
請
求
を
排
斥
す
る
理
由

で
あ
る
抗
弁
の
要
旨
を
詞
詞
制
剥
鋼
圃
足
り
る
．

る

に
は
、
請
求
の
趣

78 77

、

（
口
頭
弁
論
を
経
な
い
訴
え
の
却
下
）

第
三
百
五
十
五
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
告
が
詞
詞
釧
副
痢
割
の
送
達
を
受
け
た
日
か

ら
二
週
間
以
内
に
同
項
の
請
求
に
つ
い
て
通
常
の
手
続
に
よ
り
訴
え
を
提

起
し
た
と
き
は
、
第
百
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴

え
の
提
起
は
、
前
の
訴
え
の
提
起
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
．

、
（
口
頭
弁
論
の
終
結
）

第
三
百
五
十
四
条
裁
判
所
は
、
被
告
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
原
告
が
主
張

し
た
事
実
を
争
わ
ず
、
そ
の
他
何
ら
の
防
御
の
方
法
を
も
提
出
し
な
い
場

合
に
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
圃
矧
副
詞
珂
副
前
で
あ
っ
て
も
、
口

頭
弁
論
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
常
の
手
続
へ
の
移
行
）

第
三
百
五
十
三
条
（
略
）

（
証
拠
調
べ
の
制
限
）

第
三
百
五
十
二
条
手
形
訴
訟
に
お
い
て
は
、
証
拠
調
べ
は
、
書
証
測
制
剃
到

闘
剥
割
調
顕
倒
割
劉
到
引
刈
矧
樹
劉
剰
馴
剛
封
副
卿
州
副
詞
湘
頚
釧
判
に
限
り
す
る
こ

２
（
略
）

３
前
項
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
１
鯏
圏
別
Ｍ
湖
ｕ
、
訴
訟
が
通

常
の
手
続
に
移
行
し
た
旨
刎
圃
訓
割
刊
馴
創
Ⅶ
刈
飼
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
一
項
の
申
述
が
被
告
の
出
頭
し
た
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
そ
り
倒
釧
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
．

４
（
略
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
対
照
の
用
に
供
す
べ
き
筆
跡
又
は
印
影
を
備
え

る
物
件
の
提
出
の
命
令
又
は
送
付
の
嘱
託
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
◆

３
文
書
笥
川
刀
釧
凶
割
認
鯛
到
謝
銅
の
成
立
の
真
否
又
は
手
形
の
提
示
に
関
す

る
事
実
に
つ
い
て
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
当
事
者
本
人
を
尋
問
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４
証
拠
調
べ
の
嘱
託
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
割
割
引
川
判
到
創
詞
到
珂
斗

項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
嘱
託
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

５
（
略
）

と
が
で
き
る
。

２
文
書
の
提
出
の
命
令

七
～
十
。
（
略
）

２
．
３
（
略
）

く
は
同
項
に
お
い
て
鎗
用
制
訓
旬
割
コ
コ
ヨ
コ
判
刈
利
鞘
倒
吋
現
詞
飼
川
副
圃
劉
調
剛

二
第
一
項
に
お
い
て
準
国
制
和
訓
旬
第
ヨ
ヨ
ヨ
引
制
詞
コ
ヨ
銅
刷
吋
園
幽
画
詞
剖
創
斜
則
旬
封
到
ｕ

（
異
議
の
申
立
て
）

若
し
く
は
送
付
の
嘱
託
又
は
調
当
ヨ
ヨ
ヨ
制
『
鏑
刺

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

（
口
頭
弁
論
を
経
な
い
訴
え
の
却
下
）

第
三
百
五
十
五
条
（
同
上
）

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
原
告
が
州
濁
謝
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二

週
間
以
内
に
同
項
の
請
求
に
つ
い
て
通
常
の
手
続
に
よ
り
訴
え
を
提
起
し

た
と
き
は
、
第
百
四
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訴
え
の

提
起
は
、
前
の
訴
え
の
提
起
の
時
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
口
頭
弁
論
の
終
結
）

第
二
百
五
十
四
条
裁
判
所
は
、
被
告
が
口
頭
弁
論
に
お
い
て
原
告
が
主
張

し
た
事
実
を
争
わ
ず
、
そ
の
他
何
ら
の
防
御
の
方
法
を
も
提
出
し
な
い
場

合
に
は
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
割
詞
剥
劉
剰
、
前
で
あ
っ
て
も
、
口

頭
弁
論
を
終
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
通
常
の
手
続
へ
の
移
行
）

第
三
百
五
十
三
条
（
同
上
）

（
証
拠
調
べ
の
制
限
）

第
二
百
五
十
二
条
手
形
訴
訟
に
お
い
て
は
、
証
拠
調
べ
は
、
書
証
に
限
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
し
、
第
一
項
の
申
述
が
被
告
の
出
頭
し
た
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
叫
割
剛
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

４
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
前
項
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
直
ち
に
、
訴
訟
が
通
常
の
手
続
に
移

４
証
拠
調
べ
の
嘱
託
は
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
劉
司
川
判
判
例
調
の
規

定
に
よ
る
調
査
の
嘱
託
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
．

５
（
同
上
）

３
文
書
の
成
立
の
真
否
又
は
手
形
の
提
示
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
は

●

申
立
て
に
よ
り
、
当
事
者
本
人
を
尋
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
文
書
の
提
出
の
命
令
刻
副
週
州
渕
劉
劉
詞
削
、
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

対
照
の
用
に
供
す
べ
き
筆
跡
又
は
印
影
を
備
え
る
物
件
の
提
出
の
命
令
又

は
送
付
の
嘱
託
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

七
～
十
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

行
し
た
旨

（
異
議
の
申
立
て
）

書
面
”
”

口
に
送
付
し
加
州
封
鋼
國
な
ら
な
い
。
た
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（
判
決
の
言
渡
し
）

第
三
百
七
十
四
条
（
略
）

２
前
項
の
場
合
に
は
、
判
決
の
言
渡
し
は
、
矧
判
刺
刺
鋼
翻
に
基
づ
か
な
い

で
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
四
条
第

二
項
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
督
促
手
続
か
ら
手
形
訴
訟
へ
の
移
行
）

第
三
百
六
十
六
条
第
三
百
九
十
五
条
又
は
第
三
百
九
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
手
形

訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の
申
述
は
、
支
払
督
促
の
中
立

て
の
際
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

（
異
議
の
取
下
げ
）

第
三
百
六
十
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
か
ら
詞
利
剣
ま
で
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
異
議
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す

》
（
》
＠

第
三
百
五
十
七
条
手
形
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
訴
え
を
却
下
し

た
判
決
を
除
き
、
劉
司
伽
剥
閃
劃
又
は
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
の
劉
同
口

』
（
異
議
）

第
三
百
七
十
八
条
少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
詞
到
伽
副
痢
劃
又

は
第
二
百
五
十
四
条
第
二
項
（
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

２
（
略
）

日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
申
し
立
て
た
異

議
の
効
力
を
妨
げ
な
い
。

２
（
略
｝

鋼
刈
副
劉
制
劉
刊
捌
劃
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に

、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
申
し
立
て
た
異
議
の
効
力
を
妨
げ
な
い
。

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

よ
り
当
事
者
及
び
法
定
代
詞
語
句
詞
刻
１
醐
到
判
姻
酬
側
副
詞
剰
幽
劉
司
洲
調

る
。
た
だ
し
、
次
回
掲
嗣
刻
詞
醐
剰
旧
聞
椚
剴
側
剛
１
Ｊ
引
剛
唄
剛
当
同
刺
州

弘
審
理
及
ひ
裁
判
を
求
繊
で

第
七
編

謂
求
並
び
に
理
由
の
要
旨
鯛
飼
詞
罰
剰
刎
自
画
引
稠

の
送
達
を
受
け
た

（
督
促
手
続
か
ら
手
形
訴
訟
へ
の
移
行
）

第
二
百
六
十
六
条
第
三
百
九
卜
五
条
又
は
第
三
百
九
十
八
条
第
一
項
剖
荊

凹
司
司
劇
調
劉
ゴ
劉
叫
測
刷
引
剃
矧
刷
呵
到
劉
到
到
創
引
到
１
可
の
規
定
に
よ
り

提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、
手
形
訴
舩
に
よ

る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の
申
述
は
、
支
払
督
促
の
申
立
て
の
際
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

２
（
同
上
）

（
異
議
の
取
下
げ
）

第
三
百
六
十
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
か
ら
剰
劃
判
ま
で
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
は
、
異
継
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す

》
（
》
。

第
二
百
五
十
七
条
手
形
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
訴
え
を
却
ド
し

た
判
決
を
除
き
、
釧
渕
調
『
又
は
第
二
百
五
卜
四
条
第
二
項
の
捌
割
の
送
達

を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所

に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
㈲
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
申
し

立
て
た
異
議
の
効
力
を
妨
げ
な
い
．

（
異
議
）

第
二
百
七
十
八
条
少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
判
決
書
又
は
第

二
百
五
十
四
条
第
二
項
（
第
三
百
七
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
測
翻
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間

内
に
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
前
に
申
し
立
て
た
異
議
の
効
力
を
妨
げ
な
い
．

（
判
決
の
言
渡
し
）

第
三
百
七
十
四
条
（
同
上
）

２
前
項
の
場
合
に
は
、
判
決
の
言
渡
し
は
、
判
渕
到
渕
劃
刷
詞
に
基
づ
か
な

い
で
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
四
条

第
二
項
及
び
第
二
百
五
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２
（
同
上
）

（
新
設
）

（
新
設
）

8182
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J1 リ
1

剛
１
Ｍ
ヨ
鈎
翻
廻
国
刎
創
別
酬
矧
コ
ゴ
趣
副
矧
劉
刺
副
劉
剛
口
割
引
Ⅷ
刊
剖
叫
須
迅
釧
剰
剤
倒
荊

繭
手
緬
の
期
を

胤
条
芽
一
項
裁
判

に
掲
げ
る
場
合
個
削
１
劃
謝
到
剛
剛
１
調
訓
劃

（
新
設
）

（
新
設
）
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二’ 一’

：！
は
、
訴
え
を
却
下
し
料
蜘
醐
悶
翻
陶
割
引
Ｉ
画
詞
伽
醐
悶
雪
の
劉
劉
函
謝
謝
詞
Ⅵ
画
副

…
の
た
め
銅
恥
同
矧
褐
碧
但
川
剴
画
銅
馴
副
引
剛
１
１
詞
麺
矧
パ
コ
詞
鐵
西
刎
剖
判
瑚
郁
凹
闇
麺
画
Ⅱ
別
口
抑
叫
呵

弁
輪
の
終
結
前
の
程
度
に
復
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
常
の

し
立
て
る
こ
と
が
で
詞
到
矧
Ｉ
拘
潤
判
り
訓
釧
画
の
罰
鋼
同
前
凋
飼
割
ｕ
制
ヨ
叫
超

か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判
決
を
じ
た
裁
判
所
に
異
議
を
申

雪
… ！ ！

’
荊
川
制
督
促
手
続

豚
訟
が
通
常
の
手
続
呵
詞
翻
伺
川
劉
Ｈ
ｑ
剖
剛
１
割
園
咽
翻
副
詞
劉
馴
瑚
調

醐
呉
の
決
甫
同
到
剰
員
削
團
１
羽
胴
訓
罰
判
叫
刻
司
引
Ｊ
刈
刑
剃
到
剃
制
Ⅶ

鳥
！

郵
哨
河
凋

以
司
Ⅲ
司
詞
引
訓
Ｉ
罰
鯏
似
へ
何
劃
詞
国
司
司
興
詞
田
圃
刷
副
割
禰
詞
切
削
叫
引
司
副
吻
叫
凹
制
叫
制
割
幽
「
Ⅵ
司
国

提
出
さ
剃
羽
掴
調
調
刻
剛
耐
劉
割
引
洞
糊
詞
劉
Ⅵ
覇
副
「
呵
劉
淵
副
制
剰
列
ｕ
可

１
条
力
ら
第
｝
］
十
条
ま
及
び
第
言
四
条

四
定
審
理
期
間
胴
醐
羽
醐
凋
制
雪
詞
判
渕
萄
口
削

門
断
邸
手
綱
終
局
対
し

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）詞

ｕ
掴
督
促
手
続

8586

L11
第

百

八

十
七

条

I

第
三
百
八
十
八
条

（
仮
執
行
の
宣
言
）

第
三
百
九
十
一
条
債
務
者
が
画
詞
封
鋼
矧
園
畑
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二

週
間
以
内
に
督
促
異
議
の
申
立
て
を
し
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は

、
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
鬮
剰
封
訓
劉
笥
畑
に
手
続
の
費
用
額
を
州
劃

司
割
詞
詞
叫
可
仮
執
行
の
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の

宣
言
前
に
督
促
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
，

債
務
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

３
債
権
者
が
申
し
出
た
場
所
に
債
務
者
の
住
所
、
居
所
、
営
業
所
若
し
く

は
事
務
所
又
は
就
業
場
所
が
な
い
た
め
、
罰
詞
封
釧
制
笥
燗
剖
送
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
債
権
者
に
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
通
知
を
受
け

た
日
か
ら
二
月
の
不
変
期
間
内
に
そ
の
申
出
に
係
る
場
所
以
外
の
送
達
を

（
仮
執
行
の
宣
言
後
の
督
促
異
議
）

第
三
百
九
十
三
条
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
罰
到
封
剥
劉
閏
倒
呵
送
達
を
受

け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ

の
支
払
督
促
に
対
し
、
督
促
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

判
刮
創
倒
圏
個
刺
對
廻
矧
ｕ
、
こ
れ
を
当
事
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
債
権
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権
者
に
対
し
て
は

、
当
該
詞
鋼
を
し
た
閏
到
判
到
掛
倒
刷
制
對
調
銅
剣
副
到
判
劃
詞
剰
到
剴
制
剃
訓
釧
引

叫
副
制
判
引
個
剥
判
引
刺
雪
圃
を
送
付
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
送
達
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
惨
‐

３
～
５
（
略
）

２
仮
執
行
の
宣
言
は

り
仮
執
行
の
宣
言
を
す
る
旨
を

る
事
項
を
詞
矧
ｕ
、
か
つ
、
債
務
者
が
そ
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週

Ｉ

間
以
内
に
督
促
異
議
の
申
立
て
を
し
な
い
と
き
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ

す
べ
き
場
所
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
支
払
督
促
の
申
立
て
を
取
り
下

げ
た
も
の
と
み
な
す
。

ル
に
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ

次
に
掲
げ

は

’
’

第
二
百
八
十
八
条
支
払
督
促
は
、
債
務
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

Ｊ
封
劃
濁
副
畑
呵
割
割
割
劃
珂
司

第
二
百
八
十
七
条
剣
捌
倒
制
同
引
叫
１
次
に
掲
げ
る
事
項
を
詞
剖
蜘
ｕ
、
か
つ

、
債
務
者
が
刻
刎
掴
周
咽
呵
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
督
促
異

議
の
申
立
て
を
し
な
い
と
き
は
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
仮
執
行
の
宣
言

を
す
る
旨
を
州
剴
門
引
剰
州
如
刈
飼
な
ら
な
い
。

（
仮
執
行
の
宣
言
後
の
督
促
異
議
）

第
三
百
九
十
三
条
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
剣
捌
倒
ヨ
圃
呵
送
達
を
受
け
た

日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
債
務
者
は
、
そ
の
支

払
督
促
に
対
し
、
督
促
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
仮
執
行
の
宣
言
）

第
二
百
九
十
一
条
債
務
者
が
封
捌
討
圏
燗
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
間

以
内
に
督
促
異
議
の
申
立
て
を
し
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
債

権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
剣
捌
割
倒
個
に
手
続
の
費
用
額
を
州
割
判
引
可
仮
執

行
の
宣
言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
宣
言
前
に
督
促
異

議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
念

２
仮
執
行
の
宣
言
は
、
刻
捌
倒
屈
飼
到
詞
釧
ｕ
、
こ
れ
を
当
事
者
に
送
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
権
者
の
同
意
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

債
権
者
に
対
し
て
は
、
当
該
詞
馴
を
し
た
刻
洲
綱
引
側
を
送
付
す
る
こ
と
を

も
っ
て
、
送
達
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
同
上
）

３
債
権
者
が
申
し
出
た
場
所
に
債
務
者
の
住
所
、
居
所
、
営
業
所
若
し
く

は
事
務
所
又
は
就
業
場
所
が
な
い
た
め
、
刻
捌
倒
副
四
劃
送
達
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
そ
の
旨
を
債
権
者
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
債
権
者
が
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
一
・
月
の
不
変
期
間
内
に
そ
の
申
出
に
係
る
場
所
以
外
の
送
達
を
す
べ

３
～
５
（
同
上
）

一
～
三
（
同
上
）

（
新
設
）

き
場
所
の
申
出
を
し
な
い
と
き
は
、
支
払
督
促
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
た

も
の
と
み
な
す
．
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ｉ
第
三
百
九
十
八
条

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
支
払
督
促
の
申
立
て
）

第
三
百
九
十
七
条
ゴ
刎
剥
利
剃
到
伺
口
到
割
副
閣
倒
荊
鯛
を
取
り
扱
う
裁
判
所

と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
簡
易
裁
判
所
（
捌
剰
劉
到
剖
割
州
酬
劉

到
司
割
判
河
刈
剰
に
お
い
て
「
指
定
簡
易
裁
判
所
」
と
い
う
。
）
の
裁
判
所

書
記
官
に
対
し
て
は
、
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、

同
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
が
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
簡
易

裁
判
所
で
あ
る
場
合
に
も
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
刷
剤
劉
判
洲
割
訓
剰
到
項
呵
引
電
子
情
報
処
理
級
織
を
圃
矧
制
刻
曽
釧
飼
倒

よ
伽
壬
か
仏
督
促
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

…
支
払
督
促
の
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続
に
お
け
る
支
払
督
促
に
対
し
適
法

な
督
促
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き
は
、
督
促
異
議
に
係
る
請
求
に
つ

い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従
い
、
当
該
支
払
督
促
の
申
立
て
の
時
に

、
第
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易
裁
判
所
で
支
払
督
促
を
発
し
た
裁

判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
も
の
若
し
く
は
前
条
の
別
に
最
高
裁
判
所
規
則

で
定
め
る
簡
易
裁
判
所
又
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
訴

え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
．

２
．
３
（
略
）

第
百
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
剛
訓
同
項
の
通
知
洲
当
該

る
べ
き
債
権
者
の
同
意
頒
狗
劃
川
副
闘
矧
倒
型
男
固
易
鋼
判
弓
師
呵
銅
判
所
割

聖
官
に
対
し
て
さ
れ
た
詞
飼
料
伺
祠
閨
四
劇
判
型
河
村
凰
蝿
刻
劉
聞
佃
蜀
謂
陶
刷
周
囲
鋼
列
劉

さ
れ
た

F1
第
二
百
九
十
八
条
痢
司
引
司
刀
斗
剤
刎
判
剃
珂
「
凋
調
剖
創
劉
魂
泡
。
Ｈ
剤
剥
到
荊

矧
割
刎
剤
矧
創
引
劃
刷
川
口
さ
れ
た
支
払
督
促
の
申
立
て
に
係
る
督
促
手
続

に
お
け
る
支
払
督
促
に
対
し
適
法
な
督
促
異
議
の
申
立
て
が
あ
っ
た
と
き

は
、
督
促
異
議
に
係
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
の
価
額
に
従
い
、

当
該
支
払
督
促
の
申
立
て
の
時
に
、
第
三
百
八
十
三
条
に
規
定
す
る
簡
易

裁
判
所
で
支
払
督
促
を
発
し
た
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
も
の
若
し
く

は
前
条
の
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
簡
易
裁
判
所
又
は
そ
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
．

２
．
３
（
同
上
）

第
二
百
九
十
七
条

識轆
；

裁
判
所
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
簡
易
裁
判
所
（
馴
封
剖
斗
呵
剰

に
お
い
て
「
指
定
簡
易
裁
判
所
」
と
い
う
。
）
の
裁
判
所
書
記
官
に
対
し

て
は
、
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
同
条
に
規
定
す

る
簡
易
裁
判
所
が
別
に
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
筋
易
裁
判
所
で
あ
る

場
合
に
も
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
矧
叫
刊
封
訓
劉
倒
個
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
支
払
督
促
の
申
立
て
）

亀
子
情
報
理

を
取
り
扱
う
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別
表
第
一
（
略
）

○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
第
三
条
関
係
）

訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
執
行
停

止
決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
若

し
く
は
仮
の
義
務
付
け
若
し
く

は
仮
の
差
止
め
の
決
定
の
取
消

し
の
申
立
て
、
労
働
組
合
法
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十

四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
、
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害

者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
第

十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
借
地
借
家
法
第
四
十
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
弁
護
士
で
な
い
者
を
手
続

代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と
の
許

可
を
求
め
る
申
立
て
、
労
働
審

判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
弁
護
上
で
な
い

者
を
代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と

の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、
特

定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た

第
二
百
五
十
六
条
第
一
項
の
塑

疋
に
よ
る
復
権
の
申
立
て
、
星

事
再
生
法
第
百
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
消
舜

の
許
可
力
申
立
て
、
斤
攻
事
件

到
グ
何
Ｖ
当
〃
員
山

胴
滅
の
許

弔
二
百
Ⅲ

別
表
第
一
（
同
上
）

ホ
破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一

訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
執
行
停

止
決
定
の
取
消
し
の
申
立
て
若

し
く
は
仮
の
義
務
付
け
若
し
く

は
仮
の
差
止
め
の
決
定
の
取
消

し
の
申
立
て
、
労
働
組
合
法
（

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十

四
号
）
第
二
十
七
条
の
二
十
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
、
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害

者
の
保
鍍
等
に
関
す
る
法
律
第

十
六
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
借
地
借
家
法
第
四
十
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
る
弁
謹
士
で
な
い
者
を
手
続

代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と
の
許

可
を
求
め
る
申
立
て
、
労
働
審

判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
密

の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
で
な
い

者
を
代
理
人
に
選
任
す
る
こ
と

の
許
可
を
求
め
る
申
立
て
、
特

定
債
務
等
の
調
整
の
促
進
の
た

粂
第
三
項
の
規
忘

留
置
権
消
滅
の
許

ゞ
司
崔
第
二
百
四

円 牙う
士 戸

旦
云
国
〒
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○
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
（
第
四
条
関
係
）
（
現
行
規
定
は
、
消
費
者
契
約
法
及
び
消
費
者
の
財
産
的
被
害

の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
規

定
）

め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律

第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
民
事
執
行
の

手
続
の
停
止
若
し
く
は
続
行
を

命
ず
る
裁
判
を
求
め
る
申
立
て

、
人
事
訴
舩
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
九
号
）
第
二
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
二
十
一
号
）
荊
司
制
副
詞

刎
訓
副
到
剴
剰
計
圓
１
割
到
到
判
斜

Ｑ

刎
呵
副
珂
ゴ
判
若
し
く
は
第
百
五

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
八
著
作
樋
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第

百
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
１
利
剖
叫
鯛

斜
耐
Ｈ
割
引
制
刃
凶
劃
荊
飼
倒
荊

凹
判
判
剴
到
‐
到
判
剥
頚
河
ゴ
劉
笥

ｕ
釧
剤
劉
剰
可
引
須
割
到
刮
珂
呵
制

週
倒
測
刻
到
制
剃
１
Ｊ
釧
瑚
劉
剖

燕

め
の
特
定
調
停
に
関
す
る
法
律

第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
・
一

項
の
規
定
に
よ
る
民
事
執
行
の

手
続
の
停
止
若
し
く
は
続
行
を

命
ず
る
裁
判
を
求
め
る
申
立
て

、
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
九
号
）
第
三
十
九
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法

律
第
百
二
十
一
号
）
割
ヨ
ヨ
封
剰

刎
呵
。
剰
司
刺
若
し
く
は
第
百
五

条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
著
作
権
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第

百
十
四
条
の
六
第
一
項
若
し
く

は
第
百
十
四
条
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
又
は
不
正
…………
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改
正
案

現
行

一
～
一
六
の
二
（
同
上
）

項

上
欄

下
欄



制
刎
刈
引
副
利
剣
叫
刈
副
制
璽
ｄ
刊
剥
剤
引
則
Ｊ
刈
詞
到
到
ゴ
馴
判
棚
倒
到
割
引
句
剖

刎
ｌ
制
当
川
斗
樹
週
制
剖
剴
刈
可
剖
州
訓
１
斗
刈
割
可
引
劉
劉
削
剥
囚
１
刺
割
当
則
呵

国
判
劉
回
叫
ｕ
１
到
創
剥
河
刈
司
割
渕
判
叶
凋
倒
劉
観
Ⅶ
到
須
刎
型
劉
謝
別
剣
綱
瑚
刺

削
測
剤
卿
剴
切
列
Ⅷ
１

３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
申
立
て
を
し
た
者
（
第

三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
閉
的
な
回

復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
九
十
六
号
）
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
消
費
者
が

異
議
の
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
消
費
者
）
は
、
訴
え
を
提
起

す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
か
ら
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
納
め
た
手
数
料
の

額
…

’
九
条
の
規
定
に
よ
り
送
達
す
額

べ
き
書
類
の
交
付
を
受
け
る
た

め
に
要
す
る
費
用

十
三
～
十
八
（
略
）

晴
報
処
理
組
繍
を

禾
卑

又
は
民
事
彰
行
注
（
昭
和
料
を
加

山
年
法
律
第
四
号
）
第
二
最
高
緋

未
の
唄
定
に
よ
る
手
敗

他
α
者
か
負
推
す
べ
き
巨
事
甑
訟
等
の
費
用
の
範
囲
及
び
（
当
事
者

額
）

訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
そ
の
他
の
民
事
訴
訟
第
二
条
民

令
の
規
定
に
よ
り
当
事
者
等
（
当
事
者
又
は
事
件
の
関
係
等
に
関
す

四
号
及
び
第
五
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
．
）
又
は
そ
の
他
人
を
い
う

べ
き
民
事
訴
訟
等
の
費
用
の
範
囲
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
の
者
が
負

そ
の
順
ま
、
そ
ｈ
ぞ
れ
当
咳
各
号
こ
定
力
ろ
レ
ー
こ
ろ
こ
よ
ろ
も
り
し
顕
（
第
九
菊
翻
剰
。
項
一
次
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
そ
の
手
数
料
の
箱

塩
付
さ
れ
る
額
が
あ
刻
剖
劉
到
劃
到
の
頬

刀
頓
を
座
簾
し
た
頓
孔
ろ
頂
粥
ら
る
し

肺
ｆ
揃
一
ｋ

幽
内
に
お

り
澪
頃
公
と
Ⅷ

２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
申
立
て
を
し
た
者
（
第

三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
団
的
な
回

復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
閨
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
九
十
六
号
）
第
四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
消
費
者
が

異
議
の
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
届
出
消
費
者
）
は
、
訴
え
を
提
起

す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
か
ら
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
納
め
た
手
数
料
の

（
申
立
て
の
手
数
料
）

第
三
条
（
同
上
）

（
新
設
）

十
三
～
十
八
（
同
上
）

す
べ
き
書
類
の
交
付
を
受
け
る
額

た
め
に
要
す
る
費
用

四
号
及
び
第
五
号
左

べ
き
民
事
訴
訟
等
の

綱
ヤ
グ
■
冗

料
を
加

段
闘
歳

民
事
訴
訟
等
の
費
用
の
陥
狙

４
百
九
号
）
そ
α
他
の
民
事
訴

画
等
（
当
事
誉
又
ま
事
牛
刀
糊

I

早
阻
侭
沙
α
各
厘

望
号
こ
這
り
る
し
言

剛
｝
硬
知
刺
忍
學
吹

他
の
菅

き
手
数

コ
に
つ
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訓
訓
剰
制
判
詞
釧
糾
Ｍ
渕
洲
剴
詞
鋼
糊
は
、
訴
状
そ
の
他
の
申
立
書
又
は
申
立

て
の
趣
意
を
記
載
し
た
調
書
に
収
入
印
紙
を
鯛
‐
可
司
納
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
．
た
だ
し
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
過
納
手
数
料
の
還
付
等
）

第
九
条
手
数
料
が
過
大
に
納
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
剃
釧
舗
到
司
調

官
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
過
大
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る

金
額
の
金
銭
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
・
三
（
略
）

１
１
４
．
５
（
略
）

（
納
付
の
方
法
）

第
八
条
渕
画
判
濁
削
剥
引
剛
刎
刷
割
詞
釧
副
別
刷
１
ｄ
到
劇
鋼
釧
劃
削
剥
訓
劉
剖
回
瑚
刈
刊
剴

！

第
七
条
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
手
数
料
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
額
と
す
る
。

（
訴
訟
の
目
的
の
価
額
等
）

第
四
条
別
表
第
一
測
制
訓
割
剰
剰
．
に
お
い
て
手
数
料
の
額
の
算
出
の
基
礎

と
さ
れ
て
い
る
訴
訟
の
目
的
の
価
額
は
、
民
事
訴
訟
法
第
八
条
第
一
項
及

び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
す
る
．

２
．
３
（
略
）

４
第
一
項
の
規
定
は
、
別
封
剰
ゴ
刺
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｕ
倒
判
の
手
数
料
の
額
の
算
出

の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
価
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
～
７
（
略
）

二'一’

1℃
な
い
事
由
が
あ
る
閏
劉
司
噸
馴
飼
謝
桷
剰
制
矧
也
剛
劇
割
当
翻
剴
剣
凶
判
制
引
副
叫
鬮

立
て
を
書
弓
回
謝
剖
司
身
判
訶
劉
引
副
創
珂
司
割
副
矧
罰
司
矧
洲
剤
到
り
Ｉ
剰
制
副
封

を
記
載
し
剃
詞
卿
雪
目
凋
咽
刈
訓
銅
哨
到
燗
訓
刹
制
鋼
呵
劉
ゴ
刈
剥
到
馴
司
副

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
百
九
十
五
条
若
し

く
は
第
三
百
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
和
解
又
は
支
払
督
促
の

申
立
て
の
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
。

係
る
も
の
で
あ
る
場
合
刺
到
勾
づ
引
削
圃
訓
劉
函
痢
引
。
叫
引
斗
制
判
倒
刎
釧
劃
副
呵
引

額
劃
判
「
鯛
劇
釧
刻
矧
渕

こ
ろ
に
よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
納
め
な
け
れ
倒
捌
矧
判
樹
Ⅶ
１
刹
割
Ｈ
Ⅵ
１
判

に
あ
っ
て
は
一
コ
祠
回
劉
勾
引
刈
引
鯛
劇
割
当
制
劇
幽
刷
割
訓
引
詞
釧
画
聞
圃
剰
判
引
制
．
即
口

郡
を
そ
れ
そ
‐

（
裁
判
所
書
記
官
が
保
管
す
る
記
録
の
閲
覧
、
謄
写
等
の
手
数
料
）

て
特
定
申
立
て
に
係
る
事
件
固
関
制
副
制
刎

一
号
の
和
解
の
申
制
詞
制
飼
鯛
劉
釧
渕
判
例
列
劉
冒
翻
創

を
控
除
し
た
額
の
手
数
料

（
過
納
手
数
料
の
還
付
等
）

第
九
条
手
数
料
が
過
大
に
納
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
鋼
釧
割
珈
は
、

申
立
て
に
よ
り
１
割
型
呵
司
、
過
大
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
の
額
に
相
当
す

る
金
額
の
金
銭
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
付
の
方
法
）

第
八
条
（
新
設
）

第
七
条
別
割
画
剰
コ
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
手
数
料
は
、
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
．
る
額
と
す
る
。

一
民
事
訴
訟
法
第
二
百
七
十
五
条
第
二
項
又
は
第
三
百
九
十
五
条
若

し
く
は
第
三
百
九
十
八
条
第
一
項
剖
司
型
倒
痢
呵
ヨ
ヨ
ゴ
詞
荊
ゴ
到
剰
測
科
Ⅶ

矧
劃
劇
割
引
劃
矧
劃
剃
副
副
削
１
１
の
規
定
に
よ
り
和
解
又
は
支
払
督
促
の

申
立
て
の
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
．

二
・
三
（
同
上
）

３
．
４
（
同
上
）

（
訴
訟
の
目
的
の
価
額
等
）

第
四
条
別
表
第
一
に
お
い
て
手
数
料
の
額
の
算
出
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る

訴
訟
の
目
的
の
価
額
は
、
民
事
訴
訟
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
規

定
に
よ
り
算
定
す
る
。

２
．
３
（
同
上
）

４
第
一
項
の
規
定
は
、
訓
劉
劃
剰
４
Ｊ
叫
斗
剖
叫
ｎ
割
割
の
手
数
料
の
額
の
算
出
の

基
礎
と
さ
れ
て
い
る
価
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５
～
７
（
同
上
）

君
劉
璃
糊
は
、
訴
状
そ
の
他
の
申
立
書
又
は
申
立
て
の
趣
意
を
記
載
し
た

調
書
に
収
入
印
紙
を
は
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
・
し
、
最
高

裁
判
所
規
則
で
定
め
る
場
合
に
は
、
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

額
を
控
除
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
裁
判
所
書
記
官
が
保
管
す
る
記
録
の
閲
覧
、
㈲
謄
写
等
の
手
数
料
）
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２
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
１
鯛
釧
鋪
劉
買
明
司
は
、
申
立
て
に
よ
り

、
納
め
ら
れ
た
手
数
料
の
額
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
納
め
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
額
を
除
く
。
）
か
ら
納
め
る
べ
き
手
数
料
の
額
（
同
条
の
規
定

に
よ
り
納
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
額
を
除
く
も
の
と
し
、
民
事
訴
訟
法

第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
数
個
の
請

求
の
一
に
係
る
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
各
請
求
の
価
額
に
応
じ
て
案
分
し

て
得
た
額
）
の
二
分
の
一
の
額
（
そ
の
額
が
四
千
円
に
満
た
な
い
と
き
は

、
四
千
円
）
を
控
除
し
た
金
額
の
金
銭
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１３
（
略
）

（
削
る
）

４
第
一
項
刷
棡
蜀
到
斗
到
の
申
立
て
は
、
一
の
手
数
料
に
係
る
申
立
て
の
申

立
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
申
立
人
が
す
る
こ
と

が
で
き
る
．

５
第
一
項
団
制
副
割
引
回
の
申
立
て
は
、
そ
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引
潮
斗
封
刻
判
刷
詞
判
割
痢
の
申
立
て
に
つ
い
て
さ
れ
た
裁
判
所
書
記
官
の
処

分
に
対
し
て
は
、
そ
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
の
不
変
期
間
内
に

、
そ
の
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
裁
判
所
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
。

７
第
一
項
測
制
劉
到
ゴ
判
の
申
立
て
並
び
に
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判

所
書
記
官
の
処
分
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の

異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
江
反
し
な
い

限
り
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
二
編
の
規
定
（
同
法
第
二
十
七
条
及
び
第
四

十
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
⑳

（
再
使
用
証
明
）

第
十
条
前
条
第
一
項
測
制
副
割
引
判
の
申
立
て
に
お
い
て
、
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
納
め
た
収
入
印
紙
を
当
該
裁
判
所
に
お
け
る
他
の
手
数
料
の
納
付

に
つ
い
て
再
使
用
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
金
銭
に
よ
る
還

付
に
代
え
て
、
還
付
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
限
り
再
使
用
を
す
る
こ
と
が

（
削
る
）

一
～
五
（
略
）

利
剣
捌
倒
伺
討
副
刻
判
可

11
劃
倒
削
１
到
渕
劉
咽
関
口
剥
吋
引
釧
剛
１
．
刎
矧
研
剃
釧
制
剰
１

６
第
一
項
洲
削
劉
到
ヨ
圓
剥
制
創
剰
酬
訓
到
の
申
立
て
は
、
一
の
手
数
料
に
係

る
申
立
て
の
申
立
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
申
女

人
が
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
第
一
項
洲
創
引
荊
ゴ
副
詞
到
司
測
制
剃
剰
劃
到
の
申
立
て
は
、
そ
の
申
立
て
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

副
剰
訓
詞
謝
判
刷
割
引
詞
利
の
申
立
て
に
つ
い
て
さ
れ
た
裁
判
所
書
記
官
の
処

分
に
対
し
て
は
、
そ
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
週
間
の
不
変
期
間
内
に

、
そ
の
裁
判
所
書
記
官
の
所
属
す
る
裁
判
所
に
異
譲
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
．

９
第
一
項
洲
創
劉
劃
詞
到
到
司
列
制
副
詞
劃
到
の
申
立
て
並
び
に
そ
の
申
立
て

に
つ
い
て
の
鋼
釧
剖
判
叫
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ

る
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
関
し
て

は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
非
訟
事
件
手
続
法
第
二
編
の
規
定
（

同
法
第
二
十
七
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
を
除
く
動
）
を
準
用
す
る
、
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１

３
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
立
て
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

事
由
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
１
割
耐
副
珈
は
、
申
立
て
に
よ
り
１
調
園

で
、
納
め
ら
れ
た
手
数
料
の
額
（
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
納
め
た
も
の
と

み
な
さ
れ
た
額
を
除
く
。
）
か
ら
納
め
る
べ
き
手
数
料
の
額
（
同
条
の
規

定
に
よ
り
納
め
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
額
を
除
く
も
の
と
し
、
民
事
飯
訟

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
算
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
数
個
の

請
求
の
一
に
係
る
手
数
料
に
あ
っ
て
は
、
各
謂
求
の
価
額
に
応
じ
て
案
分

し
て
得
た
額
）
の
二
分
の
一
の
額
（
そ
の
額
が
四
千
円
に
満
た
な
い
と
き

は
、
四
千
円
）
を
控
除
し
た
金
額
の
金
銭
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

21
（
再
使
用
証
明
）

第
十
条
前
条
第
一
項
洲
創
劉
ヨ
ヨ
劉
渕
制
剥
劉
叫
荊
制
詞
珂
の
申
立
て
に
お
い
て

、
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
納
め
た
収
入
印
紙
を
当
骸
裁
判
所
に
お
け
る
他

の
手
数
料
の
納
付
に
つ
い
て
再
使
用
し
た
い
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
金
銭
に
よ
る
還
付
に
代
え
て
、
還
付
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
限
り
再
使

宮
は
、
申
嗣
詞
制
哨
判
刎
訓
鋼
劃
君
到
、
矧
詞
同
制
覇
叫
口
創
剛
川
副
制
調
倒
呵
斜

納
め
ら
鯏
哨
画
場
合
の
劃
州
淵
司
Ｉ
劇
割
当
９
判
Ｈ
制
判
ｌ
鋼
釧
望
副
蜀
詞
剴
剥
倒
、
訓

！
て
の
聿
剖
致
料
又
域
訓
刎
謁
忍
詞
「
。
四
日
謁
側
Ｈ
劃
渇
綱
引
到
事
畠
園
刎
剴
調
翻
刻
糊
判
例
制
．
利
口

蕊
を
還
付
し
な
け
れ
閣
淵
到
到
劉
州
引
劉
飼
口
ｕ
１
鯏
圏
劃
訓
閏
口
制
囿
例
刻
目

一
～
五
（
同
上
）

（
新
設
）

…
ｉ

（
同
上
）

払
督
促
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
却
祠
の
刎
勾
洲
劉
圏
咽
制
創
馴
剰
捌
倒
側
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３
裁
判
所
は
、
鋼
．
割
割
の
規
定
に
よ
り
予
納
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
そ

の
予
納
が
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
を
要
す
る
行
為
を
桐
剃
鯏
司
叫
こ
と
が

で
き
る
。

（
調
査
の
嘱
託
を
し
た
場
合
の
報
酬
の
支
給
等
）

第
二
十
条
（
略
）

２
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
文
書

（
予
納
が
な
い
場
合
の
費
用
の
取
立
て
）

第
十
五
条
（
略
）

２
荊
刈
劉
劉
刊
貫
劉
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
．

21

（
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
手
続
に
係
る
費
用
に
関
す
る
特
例
）

第
十
三
条
の
二
次
に
掲
げ
る
手
続
で
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
も
の
に
係
る

費
用
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
第
二
項
１
割
到
到
剴
詞
荊
斗
旦
劉
測
棡
副
ヨ
ヨ
到
遡

酬
刺
劃
剛
調
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
調
判
到
釧
詞
割
引
副
劃
剰
棡
謝
剰
刊
．

須
割
ヨ
ヨ
劉
中
「
裁
判
所
」
と
封
剖
到
呵
削
「
裁
判
所
書
記
官
」
と
１
劃
副
詞
詞

（
納
付
義
務
）

第
十
一
条
次
に
掲
げ
る
金
額
は
、
費
用
と
し
て
、
当
事
者
等
が
納
め
る
も

の
と
す
る
。
矧
剖
利
則
ｌ
樹
詞
罰
剖
剥
削
到
飼
副
詞
劉
咽
判
測
吋
制
劇
司
剖
河
ゴ
引

（
予
納
義
務
）

第
十
二
条
（
略
）

め
る
こ
と
を
要
し
な
い
．

一
・
二
（
略
）

２
（
略
）

で
き
る
旨
の
裁
判
所
書
記
官
の
証
明
を
付
し
て
還
付
す
べ
き
金
額
に
相
当

す
る
収
入
印
紙
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
証
明
の
付
さ
れ
た
収
入
印
紙
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
同
項
の

証
明
に
係
る
期
間
内
に
、
当
該
収
入
印
紙
を
提
山
し
て
そ
の
額
に
相
当
す

る
金
額
の
金
銭
の
還
付
を
受
け
た
い
旨
の
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、
同
項

の
裁
判
所
刎
割
捌
劇
珈
翻
刺
幽
司
叫
、
当
該
収
入
印
紙
の
額
に
相
当
す
る
金
額

の
金
銭
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
訓
劉
劃
到
到
劉
測
制
副
詞
匂
回
の
規
定
は
、
前
項
の
渕
詞
河
制
剴
句
鋼
釧
劉
珈
割

詞
創
呵
烟
州
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

三I
1

六｜

へ

略
ヒゴ

二’一’ す
る
。

よ
り
、
現
金
を
も
っ
て
ｕ
制
州
劃
鋼
側
劉
創
創
刷

に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
第
十
三
条
の
料
金
胞
充
矧
刻
剣
矧
珂
の
劉
詞
刷
劃

｜
項
及
び
前
条
中
「
裁
判
舗
劉
州
「
剖
剃
列
渕
馴
剛
斗
釧
剰
判
開
劃
劉
当
則
凶
可
剖

別
項
の
規
定
呵
渕
刻
剥
制
阿
閣
叩
副
劃
劉
鯏
型
削
剥
則
制
詞
剰
渕
刊
ｑ
到
引
回

担
保
権
利
者
に
対
す
る
権
利
行
便
の
鰯
廻
。

（
調
査
の
嘱
託
を
し
た
場
合
の
報
酬
の
支
給
等
）

第
二
十
条
（
同
上
）

２
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
文
書

（
予
納
が
な
い
場
合
の
費
用
の
取
立
て
）

第
十
五
条
（
同
上
）

２
割
刈
劉
劉
到
劉
到
の
規
定
は
、
前
項
の
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
．

（
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
手
続
に
係
る
費
用
に
閲
す
る
特
例
）

第
十
三
条
の
二
次
に
掲
げ
る
手
続
で
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
も
の
に
係
る

費
用
に
つ
い
て
の
第
十
一
条
第
二
項
測
制
到
訓
．
斜
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
。
‐
刈
創
剃
劉
列
国
中
展
判
所
」
と
刻
刈
渕
削
則
Ｉ
「
裁
判
所
書
記
官

」
と
す
る
。

２
裁
判
所
は
、
醐
到
の
規
定
に
よ
り
予
納
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
そ
の

予
納
が
な
い
と
き
は
、
当
該
費
用
を
要
す
る
行
為
を
制
剖
到
判
珂
叫
こ
と
が

で
き
る
。

（
予
納
義
務
）

第
十
二
条
（
同
上
）

（
新
設
）

（
納
付
義
務
）

第
十
一
条
次
に
掲
げ
る
金
額
は
直
費
用
と
し
て
、
当
事
者
等
が
納
め
る
も

の
と
す
る
。

一
・
二
（
同
上
）

２
（
同
上
）

用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
餓
判
所
書
記
官
の
証
明
を
付
し
て
還
付
す

べ
き
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

２
前
項
の
証
明
の
付
さ
れ
た
収
入
印
紙
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
同
項
の

証
明
に
係
る
期
間
内
に
、
当
該
収
入
印
紙
を
提
出
し
て
そ
の
額
に
相
当
す

る
金
額
の
金
銭
の
還
付
を
受
け
た
い
旨
の
申
立
て
を
し
た
と
き
は
、
同
項

の
裁
判
所
剛
１
判
醐
司
可
、
当
該
収
入
印
紙
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
金
銭

を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
条
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
の
瑚
劉
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

一
～
四
（
同
上
）
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（
旅
費
の
種
類
及
び
額
）

第
二
十
一
条
（
略
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け

賃
及
び
さ
ん
橋
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は

船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
中
級
以
下
で
濁
釧
鋪
Ⅷ
翻
割
割
則
倒
珂
判
と
認
め
る
等
級
の
、

運
賃
の
等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
剃
釧
舗
劉
割
当
引
列

相
当
と
認
め
る
等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す

る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は

特
別
急
行
料
金
、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の

あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急

行
料
金
又
は
準
急
行
料
金
）
並
び
に
鋼
釧
洲
劃
ヨ
割
引
刑
珂
絢
を
相
当
と
認

め
る
特
別
車
両
料
金
及
び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席

指
定
料
金
を
微
す
る
普
通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅

行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る

船
舶
を
運
行
す
る
航
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に

限
る
。
）
に
よ
っ
て
、
路
程
賃
は
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に

（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
。
）
刻
削
到
劉
剛
瑚
詞

矧
の
送
付
を
嘱
託
し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
当
該
文
書
の
写
し
刻
‐
削

劉
詞
詞
到
雪
銅
の
作
成
に
必
要
な
費
用
を
支
給
す
る
．

３
（
略
）

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
二
十
二
条
（
略
）

２
日
当
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
１
‐
鋼
判

飼
昌
司
詞
創
が
定
め
る
。

（
宿
泊
料
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
二
十
三
条
（
略
）

２
宿
泊
料
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
宿
泊
地
を
区
分
し
て
定
め
る
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
１
割
淵
到
珈
笥
調
司
が
定
め
る
。

（
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
等
の
額
）

第
二
十
四
条
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
鋼
釧
割
珈

割
剖
調
司
が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
第
三
債
務
者
の
供
託
の
費
用
の
請
求
等
）

第
二
十
八
条
の
二
民
事
執
行
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
封
Ⅱ
列
則
劉
到
割
到

又
は
滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
（
こ
れ
ら
を
準

お
い
て

た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
算
定
す
る
．

鉱
斗
記
官
る
額

航
空
賃
は
現
に
支
払
つ

（
旅
費
の
種
類
及
び
額
）

第
二
十
一
条
（
同
上
）

２
鉄
道
賃
及
び
船
賃
は
旅
行
区
間
の
路
程
に
応
ず
る
旅
客
運
賃
（
は
し
け

賃
及
び
さ
ん
橘
賃
を
含
む
も
の
と
し
、
運
賃
に
等
級
を
設
け
る
線
路
又
は

船
舶
に
よ
る
旅
行
の
場
合
に
は
、
運
賃
の
等
級
を
三
階
級
に
区
分
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
中
級
以
下
で
鋼
釧
鋪
刈
倒
倒
剖
と
認
め
る
等
級
の
、
運
賃
の

等
級
を
二
階
級
に
区
分
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
剃
釧
胡
卿
創
何
判
と
認
め
る

等
級
の
運
賃
）
、
急
行
料
金
（
特
別
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る

区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー
ト
．
ル
以
上
の
も
の
に
は
特
別
急
行
料
金

、
普
通
急
行
列
車
又
は
準
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅

行
で
片
道
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
は
普
通
急
行
料
金
又
は
準

急
行
料
金
）
並
び
に
鋼
釧
胡
剥
劉
刻
矧
を
相
当
と
認
め
る
特
別
車
両
料
金
及

び
特
別
船
室
料
金
並
び
に
座
席
指
定
料
金
（
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
普

通
急
行
列
車
を
運
行
す
る
線
路
の
あ
る
区
間
の
旅
行
で
片
道
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
座
席
指
定
料
金
を
徴
す
る
船
舶
を
運
行
す
る
航
路

の
あ
る
区
間
の
旅
行
の
場
合
の
座
席
指
定
料
金
に
限
る
。
）
に
よ
っ
て
、

路
程
賃
は
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
調
判
調
劉
珊
画
馴

（
宿
泊
料
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
二
十
三
条
（
同
上
）

２
宿
泊
料
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
宿
泊
地
を
区
分
し
て
定
め
る
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
１
型
捌
到
珈
が
定
め
る
。

（
日
当
の
支
給
基
準
及
び
額
）

第
二
十
二
条
（
同
上
）

２
日
当
の
額
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
１
謝
判

洲
が
定
め
る
。

（
同
法
第
二
百
三
十
条
に
規
定
す
る
物
件
を
含
む
．
）
の
送
付
を
嘱
託

し
た
と
き
は
、
請
求
に
よ
り
、
当
該
文
書
の
写
し
の
作
成
に
必
要
な
費
用

を
支
給
す
る
。

３
（
同
上
）

（
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
等
の
額
）

第
二
十
四
条
本
邦
と
外
国
と
の
間
の
旅
行
に
係
る
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
前
三
条
に
規
定
す
る
基
準
を
参
酌
し
て
、
釧
釧
判
別

が
相
当
と
認
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
．

（
第
三
債
務
者
の
供
託
の
費
用
の
請
求
等
）

第
二
十
八
条
の
二
民
事
執
行
法
第
百
五
十
六
条
第
二
項
又
は
滞
納
処
分
と

強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

九
十
四
号
）
第
三
十
六
条
の
六
第
一
項
（
こ
れ
ら
を
準
用
し
、
又
は
そ
の

副
詞
司
制
判
可
可
、
航
空
賛
は
現
に
支
払
っ
た
旅
客
運
賃
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
算
定
す
る
。

105106

別
表
第
一
（
略
）

一
～
五
（
略
）

２
．
３
（
略
）

用
し
、
又
は
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た

第
三
債
務
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る

るへ
ー削

八
の
二
（
略
）

る ，-、

ー削九
イ
不
動
産
の
強
制
競
売
若

し
く
は
担
保
権
の
実
行
と

し
て
の
競
売
の
申
立
て
、

債
権
の
差
押
命
令
の
申
立

て
そ
の
他
裁
判
所
に
よ
る

強
制
執
行
若
し
く
は
競
売

八’

一

項
（
削
る
）

（
削
る
）

1条

断
し
た
判
決
に
係
る
控
訴
審

（
削
る
）

（
削
る
）

’
四
千
円

四
千
円

し

て
判

別
表
第
一
（
同
上
）

一
～
五
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
第
三
債
務
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
を
謂
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の

額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
．

一
一
イ
不
動
産
の
強
制
競
売
若

し
く
は
担
保
権
の
実
行
と

し
て
の
競
売
の
申
立
て
、

債
権
の
差
押
命
令
の
申
京

て
そ
の
他
裁
判
所
に
よ
る

強
制
執
行
若
し
く
は
競
売

51 八
の
二
（
同
上
）

九’ 八’

； 』 山
再
審
の
訴
え

刎
制
詞
廻

氏
事
鯛
訟
法
第
四
十
七
条
缶§職；

（11
の｜起

鯛
す

る

も

二
爵
こ
眉
す
る
屡
叩計 ： ’

二
千
円

四
千
円

108 107

一

1
，

ノ、

へ

略
一

項

上
欄

下

欄

一
～
六
（
同
上
）

項

上
欄

下
欄



一
一
へ

イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二

項
、
第
十
六
条
第
三
項
、

第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第

五
項
ま
で
、
第
十
九
条
第

四
項
、
第
二
十
条
、
第
二

十
三
条
第
五
項
又
は
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
、
民
事
執
行

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、

第
二
百
六
条
第
・
項
又
は

第
二
百
七
条
第
・
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
、
非
訟
事
件
手

続
法
の
規
定
に
よ
り
裁
判

を
求
め
る
申
立
て
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
一
号
）
第
十

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の

ロ
（
略
） α

拝
汐
耐
に
も
Ｊ
〆
、
縄
知
△

》
の
規
定
に
』

鋪
令
の
申
立
て
金

又
成
金
賎
貰
唾

岬
収
益
響

「
べ
Ⅷ
「
呵
到
面
掴

ユ
て
及
び

ゴ
テ
ユ
＋
‐
一
一

千
円

一
一
ハ

イ
仲
裁
法
第
十
二
条
第
二

項
、
第
十
六
条
第
三
項
、

第
十
七
条
第
二
項
か
ら
第

五
項
ま
で
、
第
十
九
条
第

四
項
、
第
二
十
条
、
第
二

十
三
条
第
五
項
又
は
第
三

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
、
民
事
執
行

法
第
二
百
五
条
第
一
項
、

第
二
百
六
条
第
一
項
又
は

第
二
百
七
条
第
一
項
若
し

く
は
第
・
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
、
非
訟
事
件
手

続
法
の
規
定
に
よ
り
裁
判

を
求
め
る
申
立
て
、
配
偶

者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及

び
被
害
者
の
保
護
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
三
十
一
号
）
第
十

条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま

で
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
国
際
的
な
子
の
奪
取
の

ロ
（
同
上
）

潭
下
７

千
円

110 109

一

七
一

イ ロ
（
略
）

川
民
事
訴
訟
法
の
規
定

に
よ
る
特
別
代
理
人
の

選
任
の
申
立
て
、
弁
護

士
で
な
い
者
を
訴
訟
代

理
人
に
選
任
す
る
こ
と

の
許
可
を
求
め
る
申
立

て
、
忌
避
の
申
立
て
、

訴
訟
引
受
け
の
申
立
て

、
秘
密
記
載
部
分
の
閲

覧
等
の
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
を
当
事

者
に
限
る
決
定
を
求
め

る
申
立
て
、
そ
の
決
定

の
取
消
し
の
申
立
て
、…１１…１１

狛
費
者
の
閾

の
集
団
的
な

の
民
事
の
織

例
に
関
す
ｚ

未
の
申
立
で

判
所
の
裁
判

定
を
求
め
る
申
立
て
、

訓
圏
笥
痢
泡
劉
耐
刷
劉
何
凶

－

■■■■■■■■■

一

七
Ⅱ■■■■■■■■

イ ロ
（
同
上
）

Ⅲ
民
事
訴
訟
法
の
規
定

に
よ
る
特
別
代
理
人
の

選
任
の
申
立
て
、
弁
識

士
で
な
い
者
を
訴
訟
代

理
人
に
選
任
す
る
こ
と

の
許
可
を
求
め
る
申
立

て
、
忌
避
の
申
立
て
、

訴
訟
引
受
け
の
申
立
て

、
秘
密
記
載
部
分
の
閲

覧
等
の
請
求
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
者
を
当
事

者
に
限
る
決
定
を
求
め

る
申
立
て
、
そ
の
決
定

の
取
消
し
の
申
立
て
、

裁
判
所
書
記
官
の
処
分

に
対
す
る
異
議
の
申
立

て
、
訴
え
の
提
起
前
に

お
け
る
証
拠
収
集
の
処

分
の
申
立
て
、
訴
え
の

提
起
前
に
お
け
る
証
拠

保
全
の
申
立
て
、
受
命

裁
判
官
若
し
く
は
受
託

９
判
“
月
い
い
０
３
戸
｜

消
費
者
の
財
産

の
集
団
的
な
向

刀
民
事
の
賎
削

－

－

112 111

一
三
～
一
五
の
二
（
略
）

一

一

｡

一

一

戸

略
一

'1

へ

略
一

51
イ
・
ロ
（
略
）

（
削
る
）

二
千
円

一
三
～
一
五
の
二
‐
（
同
上
）

一
二
・
二
一
の
二
（
同
上
）

’二
（
同
上
）

の

一

一
一

職
二
千
円

一
六
の
二
、
（
略
）

一
六
の
二
（
同
上
）



ロ
・
ハ
（
略
）

’
一
参
加
（
破
産
法
、
民
事

再
生
法
斗
羽
却
哨
可
引
詞
濁

倒
劉
ゴ
司
引
．
判
引
司
可
、

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

、
金
融
機
関
等
の
更
生
手

続
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
八
年
法
律
第
九

十
五
号
）
、
船
舶
の
所
有

者
等
の
責
任
の
制
限
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年

法
律
第
九
十
四
号
）
又
は

船
舶
油
濁
等
損
害
賠
償
保

障
法
（
昭
和
五
十
年
法
律

第
九
十
五
号
）
の
規
定
に

よ
る
参
加
及
び
七
の
項
、

一
三
の
項
、
一
五
の
項
、

一
五
の
二
の
項
又
は
一
六

の
項
に
掲
げ
る
参
加
を
除

く
。
）
の
申
出
又
は
申
立

て
刎
劇
剖
剴
１
Ｊ
幽
固
渕
詞

割
別
刷
剴
刎
酬
翻
劉
剥
酬
釧

咽
剴
副
蜘
到
訓
到
釧
Ｈ
可
剖

剛
司
割
割
引
却
引
剴
切
呵

謝
訓
到
剥
判
瑚
引
制
到
判
可

、
裁
判
所
書
記
官
の
処

分
に
対
す
る
異
議
の
申

立
て
、
訴
え
の
提
起
前

に
お
け
る
証
拠
収
集
の

処
分
の
申
立
て
、
訴
え

の
提
起
前
に
お
け
る
証

拠
保
全
の
申
立
て
、
受

命
裁
判
官
若
し
く
は
受

託
裁
判
官
の
裁
判
に
対

す
る
異
議
の
申
立
て
又

は
同
法
の
規
定
に
よ
る

強
制
執
行
の
停
止
、
開

始
若
し
く
は
続
行
を
命

じ
、
若
し
く
は
執
行
処

分
の
取
消
し
を
命
ず
る

裁
判
を
求
め
る
申
立
て

い
・
い
（
略
）

ロ
・
ハ
（
同
上
）

二
参
加
（
破
産
法
、
民
事

再
生
法
、
会
社
更
生
法
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
四
号
）
、
金
融
機
関
等

の
更
生
手
続
の
特
例
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
八
年

法
律
第
九
十
五
号
）
、
船

舶
の
所
有
者
等
の
責
任
の

制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
年
法
律
第
九
十
四

号
）
又
は
船
舶
油
濁
等
損

害
賠
償
保
障
法
（
昭
和
五

十
年
法
律
第
九
十
五
号
）

の
規
定
に
よ
る
参
加
及
び

七
の
項
、
一
三
の
項
、
一

五
の
項
、
一
五
の
二
の
項

又
は
一
六
の
項
に
掲
げ
る

参
加
を
除
く
。
）
の
申
州

又
は
申
立
て

巾
・
い
（
同
上
）

裁
判
官
の
栽
判
に
対
す

る
異
蟻
の
申
立
て
１
羽

形
訴
訟
若
し
く
は
小
切

判
調
訓
刎
劉
劃
測
別
閃
回

矧
制
刈
凱
罰
銅
刎
副
Ⅶ
叫
可

１
似
引
調
調
訓
渕
鯏
画
珂
判

渕
倒
矧
詞
創
副
詞
調
馴
判

立
て
又
は
同
法
の
規
定

に
よ
る
強
制
執
行
の
停

止
、
開
始
若
し
く
は
続

行
を
命
じ
、
若
し
く
は

執
行
処
分
の
取
消
し
を

命
ず
る
裁
判
を
求
め
る

申
立
て

113114

ホ
破
産
法
第
百
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担

保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立

て
、
同
法
第
百
九
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商

事
留
置
権
消
滅
の
許
可
の

申
立
て
、
同
法
第
二
百
四

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て

若
し
く
は
同
法
第
二
百
五

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
復
権
の
申
立
て
、
民

事
再
生
法
第
百
四
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担

保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立

て
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

の
防
止
及
び
被
害
者
の
保

護
等
に
関
す
る
法
律
第
十

六
条
第
三
項
若
し
く
は
第

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
立
て
、
借
地
借
家

法
第
四
十
四
条
第
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
弁

護
士
で
な
い
者
を
手
続
代

理
人
に
選
任
す
る
こ
と
の

許
可
を
求
め
る
申
立
て
、

労
働
審
判
法
第
四
条
第
一

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

る
弁
護
士
で
な
い
者
を
代

理
人
に
選
任
す
る
こ
と
の

許
可
を
求
め
る
申
立
て
、

特
定
債
務
等
の
調
整
の
促

進
の
た
め
の
特
定
調
停
に

関
す
る
法
律
第
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
民
事
執
行
の
手

続
の
停
止
若
し
く
は
続
行

を
命
ず
る
裁
判
を
求
め
る

申
立
て
、
人
事
訴
訟
法
（

平
成
十
五
年
法
律
第
百
九

号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年

法
律
第
百
二
十
§
号
）
第

ホ
破
産
法
第
百
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担

保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立

て
、
同
法
第
百
九
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
商

事
留
侭
権
消
滅
の
併
可
の

申
立
て
、
同
法
第
二
百
四

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
免
責
許
可
の
申
立
て

若
し
く
は
同
法
第
二
百
五

十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
復
権
の
申
立
て
、
民

事
再
生
法
第
百
四
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
担

保
権
消
滅
の
許
可
の
申
立

て
１
制
即
副
型
劉
謝
訓
割
周
酬

剥
詞
同
制
劃
剣
馴
制
倒
司
叫
渕

詞
刎
副
詞
刊
渕
劉
荊
珂
可
笥

ｕ
ｄ
剖
凋
圏
酬
調
珂
剛
刷
笥

ｕ
ｄ
剖
胤
周
到
詞
山
制
剖
釧
閃

詞
刎
制
蜘
伺
ｕ
刎
創
剖
剴
９
１

矧
剛
綱
劉
劉
引
制
倒
孤
．
Ｈ

四
国
釧
劉
園
剰
司
Ｈ
回
制
割
引

「
割
到
利
河
切
剰
刎
斗
剴
荊
呵

剰
詞
河
制
剴
到
判
叫
可
、
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止

及
び
被
害
者
の
保
護
等
に

関
す
る
法
律
第
十
六
条
第

三
項
若
し
く
は
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
借
地
借
家
法
第
四

十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書

の
規
定
に
よ
る
弁
護
士
で

な
い
者
を
手
続
代
理
人
に

選
任
す
る
こ
と
の
許
可
を

求
め
る
申
立
て
、
労
働
審

判
法
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
弁
艘

士
で
な
い
者
を
代
理
人
に

選
任
す
る
こ
と
の
許
可
を

求
め
る
申
立
て
、
特
定
債

務
等
の
調
整
の
促
進
の
た

め
の
特
定
調
停
に
関
す
る

法
律
第
七
条
第
一
項
若
し

1151 16



五
百
五
条
の
四
第
・
項
若
し

く
は
第
百
五
条
の
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
著
作
権
法
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

第
百
十
四
条
の
六
第
一
項

若
し
く
は
第
百
十
四
条
の

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
立
て
、
不
正
競
争
防
止

法
（
平
成
五
年
法
律
第
四

十
七
号
）
第
十
条
第
一
項

若
し
く
は
第
十
・
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て

、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び

公
正
取
引
の
確
保
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
五
十
四
号
）
第
八

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
八
十
二
条
第
・
項
の
規

定
に
よ
る
申
立
て
、
種
苗

法
（
平
成
十
年
法
律
第
八

十
三
号
）
第
四
十
条
第
一

項
若
し
く
は
第
四
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
又
は
家
畜
遺
伝
資
源

に
係
る
不
正
競
争
の
防
止

に
関
す
る
法
律
（
令
和
二

年
法
律
第
二
十
二
号
）
第

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
立
て

く
は
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
民
事
執
行
の
手
続
の
停

止
若
し
く
は
続
行
を
命
ず

る
裁
判
を
求
め
る
申
立
て

、
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
九
号
）
第

三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
申
立
て
、
特
許
法

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
二
十
一
号
）
第
百
五
条

刺
ゴ
刎
剴
割
呵
引
剰
１
第
百

五
条
の
四
第
一
項
若
し
く

は
第
百
五
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
立
て
、

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第

百
十
四
条
の
六
第
一
項
若

し
く
は
第
百
十
四
条
の
七

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

立
て
、
不
正
競
争
防
止
法

（
平
成
五
年
法
律
第
四
十

七
号
）
第
十
条
第
一
項
若

117118

1
て

夕

又
は
民
事
訴

訟
法
第
三
百

三
十
七
条
第

二
項
、
非
訟

事
件
手
続
法

第
七
十
七
条

第
二
項
、
家

事
事
件
手
続

法
第
九
十
七

条
第
二
項
若

し
く
は
国
際

的
な
子
の
奪

取
の
民
事
上

の
側
面
に
関

す
る
条
約
の

実
施
に
関
す

る
法
律
第
百

十
一
条
第
二

項
の
規
定
に

よ
る
抗
告
の

許
可
の
申
立

緋
〆

低
曾
且

－

剛
（
略
）

、
気
〃
》

一

■■■■■■■■■

へ

略
一

晩
酌
旺
厩
一
・
玉
】
ｆ
厩
陥

次| 省
価
睡

価
栢

■■■■■■■■■

（
新
設
）

て

ー

又
は
民
事
訴

訟
法
第
三
百

三
十
七
条
第

二
項
、
非
訟

事
件
手
続
法

第
七
十
七
条

第
二
項
、
家

事
事
件
手
続

法
第
九
十
七

条
第
二
項
若

し
く
は
国
際

的
な
子
の
奪

取
の
民
事
上

の
側
面
に
関

す
る
条
約
の

実
施
に
関
す

る
法
律
第
百

十
一
条
第
二

項
の
規
定
に

よ
る
抗
告
の

許
可
の
申
立
－

剛
（
同
上

一
五
の

－

（
同
上
） 旺

冗
一
・
五
域
恒
班
罷

一

119120

へ

略
…

一
九
（
略
）

割

上
欄

下
欄

保定全
(3)

民
事
保

法
の
規

に
よ
る

全
抗
告

②
（
略
）

一
Ｃ
の
項
口
に
掲
げ
る
申
立

手
数
料
の
額
の
一
・
五
倍
の

額 へ

略
一

（
同
上
）

一
九
（
同
上
）

保定全
'3）

民
事
保

法
の
規

に
よ
る

全
抗
告

②
（
同
上

ー

一
一
の
こ
の
項
ロ
に
提
げ
る

申
立
手
数
料
の
額
の
一
・
五

倍
の
額

（
同
上
）
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■
ロ
・
昌
石
餌
■
司
守
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が
■
明
フ
も
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i
宴’ ＠

－－

124 123

四’ ヨ

灘
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合

爵
ｲ’

一
一

の
項

イ
又

は
こ
の
項;！

叫
。
刎
判
剴
刻
創
剴
刎
割

；
。’ イ'雛

ヨ g

；



125126

瀞 難聴

127128



艤

129130

別
封
劃
劉
斗
（
同
上
）

132 131



1$
21

ロ
グ
”
。
■
０
Ｊ
ロ
・
』
亘
夕
Ｊ
ヨ
ヂ
ｊ
ｆ
町
４
－
Ｊ
グ
ー
’
二
■
男
一
口
、
口
里
ヨ
【
閉
０
Ｊ
■
ｑ
Ｆ
Ｆ
Ｌ
酔
恥
】
９
４
グ
■
■
『
皇
卑
可
二
殉
和

○
人
事
訴
訟
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

’ を
受
け
た
旨
を
記
載
し
対
君
詞
矧
創
混
刑
祠
制
目
匂
割
副
埼
１
．
列
祠
淵
列
矧
刺
州

の
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
期
日
の
呼
出
し
を
し
た
と
き
は
、
稠
劉
則
倒
出

所
書
記
詞
国
澗
劉
画
謁
詞
釧
剖
劃
司
雪
昌
劉
刻
圃
耐
劉
引
引
１
Ｎ
Ⅶ
づ
ヨ
ｑ
劉
釧
画
溺
詞
匂
割
剤
例
刻
劃

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
面
認
識
罰
副
。
川
副
飼
側
さ
劃
閏
鯏
調
洲
記
剖
瓢
劃

椚
倒
姻
捌
週
遇
測
酬
当
副
詞
刷
創
副
引
刺
詞
ｑ
矧
割
側
矧
制
引
訓
副

一つ I

旨
の
証
明
に
係
る
も
の
に

い
て
は
、
原
本
十
枚
ま
で

Ｉ
ｊ

副
ｊ
■
ｂ
ｑ
ｑ
４
夕
４

多
’
’
０
１
－
１

そ
の
他
文

Ⅲ
可
同
ロ
示
し
止
已

－

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

第
一
章
（
同
上
）

第
五
節
訴
訟
手
続

第
五
節
訴
訟
手
続 （

第
十
七
条
’
第
二
十
七
条
）

’

133134

H1 I？
5161

（
民
事
訴
訟
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
十
九
条
（
略
）

２
人
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
百

六
十
六
条
洲
創
到
到
ゴ
ョ
刺
判
判
劇
渕
割
引
珂
司
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 1

３
；

ﾘ
該
申
立
て
等
に
関
す
る
法
令
の
規
定
を
適
用
す
る1

等
に
記
載
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
引
別
潤
園
固
凋
馴
剖
到
同
ｕ
訓
剖
副
詞
詞
馴

第
二
項
馴
’
第
亘
判
打
「
梨
剰
ヨ
項
１
詞
司
河
什
：
１
剰
司
対
Ｈ
ユ

七
章
、
第
百
三
十
三
鏑
の
斗
調
詞
刻
項
矧
剰
馴
剰
対
面
勺
副
詞
副
ゴ
コ
判
ヨ
調
刎
弐

四
節
第
三
款
、
第
司
判
剖
剰
珂
副
詞
ヨ
ヨ
Ｈ
剣
劇
剰
判
司
荊
ゴ
項
１
割
．
割
園

も
っ
て
す
る
も
の
と
す
る
．
当
該
申
立
で
劉
訓
口
網
劉
碧
詞
剰
劉
畠
函
刻
刷

二
条
の
二
第
二
項
、
第
九
拍
四
剰
詞
Ｉ
第
司
須
痢
ゴ
刺
訓
封
珂
剰
園
剰
到
到
劉

正
に
よ
り
署
名
等
（
碧
易
司
剖
訓
矧
１
潤
剴
引
匂
の
側
詞
創
到
判
剛
剥
烈
馴
罰
割
『
面

一
条
第
一
項
又
は
第
一
一
司
凋
對
型
画
料
渕
副
詞
州
別
剴
調
銅
刎
副
翻
到
剰
ｕ
ｑ
剛

又
は
そ
の
正
本
、
謄
本
若
ｕ
剖
訓
圃
棚
和
訓
型
鋼
怖
削
墹
１
諭
制
司
呵
雪
ヨ
副
劃

｜
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
申
立
て
等
が
第
三
項
に
規
定
す
る
司
引

（
民
事
訴
訟
法
の
規
定
の
適
用
除
外
）

第
十
九
条
（
同
上
）

２
人
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
法
第
二
百

六
十
六
条
測
汎
割
引
コ
ヨ
刊
打
匂
銅
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。11

簡
易
裁
判
所
の
裁
判
官
の
‐
陶
用
又
剛
ヨ
制
摺
Ｈ
到
州
呵
剛
召
刎
鋼
釧
剛
所
刎
流

熱
判
官
の
除
斥
又
ば
弓
制
趣
固
引
例
計
剤
圃
Ｊ
ｑ
刷
鋼
判
創
副
詞
倒
倒
珂
到
調
判

135[36

目
次第

一
章
（
略
）

第
五
節
訴
訟
手
続

魯
到
判
到
詞
呵
ゴ
ー
第
二
十
七
条
）

第
五
節
訴
訟
手
続

I
改
正
案

現
行

、

四
（
略
）

四
（
同
上
）



41 31 21

富型|離

職
の期に
当 日お

事にけ
者おる

はい民

、 て事
和は訴

解 、訟

§
及

び

請

求
の

認

諾

を

す

81第
三
’
七
条
離
婚
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
和
解
（
こ
れ
に
よ
り
離

婚
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
請

求
の
放
棄
及
び
認
諾
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

（
事
実
調
査
部
分
の
閲
覧
等
）

第
三
十
五
条
（
略
）

２
～
７
（
略
）

31
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
詞
刎
祠
出
岡
目
渇
州
剣
到
笂
司
川
到
川
副

当
事
者
双
矧
劉
瑚
蜘
倒
劇
劉
副
司
呵
調
罰
創
同
判
刈
川
副
剰
司
呵
洲
鯛
圃
創
刊
到
倒

百
三
十
三
条
の
三
の
倒
型
画
剛
１
画
副
刊
剃
渕
測

人
事
訴
鯏
詞
鬮
園
銅
刻
ヨ
刻
嗣
口
劃
副
川
口
利
副
詞
調
調
訓
劉
珂
刎
劃
詞
画
刎
詞
到
刷
倒

に
第
七
編
呵
規
淘
剛
１
劃
割
制
ｕ
刺
吋

し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
掴
Ｈ
『
到
矧
棉
型
矧
測
制

詞
査
部
分
喝
訓
Ⅷ
矧
剛
１
ヨ
謝
調
謝
謝
潤
翻
到
引
引
伺
。
須
刎
ゴ
矧
剰

た
だ
し
、
当
該
期
日
に
お
け
る
手
続
鯛
銅
澗
測
所
測

未
の
二
§
第
二
百
五
十
三
条
第
二
頁
拉

２
（
同
上
）

３
離
婚
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
第
百
七
十
条
第
三
項

の
期
日
に
お
い
て
は
、
司
劉
調
剰
当
劉
の
当
事
者
は
、
和
解
及
び
請
求
の
認

諾
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
鋤

第
三
十
七
条
離
婚
の
訴
え
に
係
る
訴
訟
に
お
け
る
和
解
（
こ
れ
に
よ
り
離

婚
が
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
．
）
並
び
に
請

求
の
放
棄
及
び
認
諾
に
つ
い
て
は
、
第
’
九
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

（
事
実
調
査
部
分
の
閲
覧
等
）

第
三
十
五
条
（
同
上
）

２
～
７
（
同
上
）

（
新
設
）

ら
ず
、
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
六
条
（
第
二
項
中
請
求
の
認
諾
に
関
す

る
部
分
を
除
く
。
）
測
制
罰
ヨ
ゴ
副
利
判
刈
剴
詞
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ

し
、
請
求
の
認
諾
に
つ
い
て
は
、
第
三
Ｉ
二
条
第
一
項
の
附
帯
処
分
に
つ

い
て
の
裁
判
又
は
同
条
第
三
項
の
親
権
者
の
指
定
に
つ
い
て
の
裁
判
を
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
限
る
。

（
新
設
）

（
新
設
）

111
138 137

；
－

＃’

140 139

第
九
十
一
条
の
三

第
四
十
五
割
条
第
五

項

る
方
法
に
よ
り
提
供

ヨ
謎
哨
序
舘
側
で
定
め

方
怯
そ
の
他
の
最
高

ア
イ
ル
に
記
録
す
る

機
に
備
え
ら
れ
た
フ

用
に
係
る
電
子
計
算

用
し
て
そ
の
者
の
使

情
報
処
理
組
織
を
使

規
側
で
定
め
る
電
子

も
α
を
最
高
裁
墹
所

骸
事
項
を
証
明
し
た

め
る
方
法
に
よ
り
当
‐

闇
渕
皐
月
裁
側
て
定

裁
判
所
書
記
官
が
最

磁
的
記
録
で
あ
っ
て

事
項
を
記
録
し
た
霞

●
父
付
し
又
は
当
該

を
証
明
し
た
電
磁
的

…
交
側
す
る

項
並
び
に
第
三
：
百
＝
一

三
百
二
十
九
条
第
三

十
九
条
第
一
項
第

第
三
項
、
第
二
百
六

十
五
条
第
二
項
及
び

第
二
項
、
第
二
百
三

十
五
条
第
一
項
及
び

五
第
一
項
第
百
八

第
百
三
十
二
条
の

第
二
十
五
条
第
二
項

第
二
十
五
条
第
一
項

地
方
裁
判
所

所
の
所
在
地
を
管
轄

…
つ
い
て
は
そ
の
裁
判

の
除
斥
又
は
忌
避
に

易
裁
料
所
の
裁
判
官

す
る
裁
判
所
が
、
簡

そ
め
裁
判
官
α
所
属

は
忌
避
に
つ
い
て
は

の
裁
判
官
の
除
斥
又

地
方
裁
鞘
所
の
一
人

家
庭
裁
鞘
所

、
そ
の
裁
墹
官

●

；
の
所

は
忌
避
に
つ
い
て
は

の
裁
判
官
の
除
斥
又

家
庭
裁
判
所
の
一
人



『
■

算
臣
一
一
十

ﾉ1

勢
静
二

_

・
由

142 141

－

144 143

集
百
三割
十
三
条
の
＝
一

第
百
三
十
二
条
の
七

〃
■
可
ｊ
４
■
■
旬
Ⅱ
ヨ
ロ
呵
凸
ｐ
Ｕ
甘
。
．
】
■
△
ア
ニ
■
Ｊ
１

ヌ
膳
旬
侭
戯
駈
錫
↓
て

当
該
書…
画
又
は
電
鬮

録
さ
れ
た
書
面
又
は

…
託
載
さ
れ
、
又
は
託

を
証
明
し
た
電
磁
的

；
ノ
ダ
ｊ
ｑ
Ⅱ
０
『
ヂ
●
９
幻
■
。
、
口
『
・
■
■
ｎ
戸
『
日
己
・
丁
■
Ｐ

録
事
項
に
係；
る
部
分

託
錫
（
フ
ァ
イ
ル
託

寸
〆
．
電
子
増
訣
魯
又

；
五
条
第
一
項
に
規
定

に
よ
る
第
二
百
五
十

て
同
じ
‐
）
の
規
定

以
下
こ
の
項
に
お
↓

す
る
場
合
を
含
む
．

二
項
に
お
い
て
準
用

そ
め
他；
ー

ー

れ
に

態
す

当
該
書
面

記
載
さ
れ
た
書
面

ラ
イ、 爵

百
五
十
四
…
条
第
二

項

え
て
適
用
す
る
第
二

二
十
九
条
第
三
項
の
…

法
律
第
百
九
号
）
第

第
百
十
三
条

算
百
十
二
条

‐
た
だ
し
書

第
一
項

鱸
十
二
条
第
一
項

第
二
百
五
十
五
条
（

腱
よ
る
措
置
を
開
始

Ｉした
ｄ
Ｂ
Ｊ
君
日
日
一
一
４
宮
ジ
グ
Ｕ
４
つ
Ａ
甲
ロ
ハ

託
載
又
は
記
録

雷
蕪
又
付
電
嗣
臥
託

鋼 前
条
の
規
定
に
よ
る

…
靭
決
書
又
は
人
事
訴

裁
判
所
の
掲
示
場
へ

…
に
交
付
す
べ
き
旨
の

達
を
受
け
る
べ
き
者

管
し
、
い
つ
で
も
送

道
す
べ
き
書
類
を
保

謝
判
所
書
証
官
が
送

蔚
当
骸
提
示
を
始
め
た

裁
判
所
の
掲
示
場
へ

…
に
交
付
す
べ
き
旨
の

進
を
受
け
る
べ
き
者

管
し
、
い
つ
で
も
送
．

達
す
‐
く
き
書
類
を
保

裁
噴
所
書
記
官
が
送

第
二
百
五
条
第
三
項

第
百
六
司
十
条
の
二
第

鍾
元
云
口
｛
ハ

劇
十
や
乗
の
一

一

第

第
百
六
十
条
第
四
項

録
媒
体
に
記
録
さ
れ

剣
劇
旬
へ

若
し
く
は
同
項
の
記

に
託
録
さ
れ
た
事
項

定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

事
事
又
は
前
項
の
規

そ
め
旨
を
フ；
ア
イ
ル

記
録
さ
れ
た
電
子
調

；
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル
に

前
条
第
二
項
の
規
定

旦
呂
冒
函
回
．
■
日
・
一
ｇ
毎
日
勺
刊
■

り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

：
第
二
鴫
統
規
定
に
よ

れ
た
電
子
誌
書
の
内

蔭’

爵
読
書
を
作
成
し
て

＃
割

公
司
＆
グ
毎
，
８
６
弓
〃
二
局
窒
三
名
昌
ジ
・
“
『
γ
少

第
百
六
十
条
第
一
項

項
及
び
第
二
百
三
十

…
第
百
五
十
一
条
第
二

フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

前
項
の
帽
頑
定
に
よ
り

磁
的
記
録
を
い
う
．

馴
削
創
刷
別
川
司

定
に
よ
り
裁
判
所
書
…

そ
の
他
の
法
令
の
規

る
た
め
に
こ
の
泣
律

記
録
及
び
公
証
を
す

け
る
手
続
の
方
式
、！
日
又
は
期
日
外
に
お

り
電
子
韻
密
（
灘

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

卸
一
侭
憲
半
月
剣
貝
て

三
↑
＃
１
王
．
削
哨
Ｉ

…
所
規
則
で
定
め
る
電

方
注
又
付
最
古
庫
裁
悩

書
面
又
は
電
磁
臥
記

鋼

甑
省
の
記
載
に
つ
い

’て

割 割



’
第
二
眉
五
十
五
条
第

一

項

｜
及
ひ
法
定
代
理

人

－

号
夷
岬
言
で

－

146 145

148 147

誰
百
五
十
四
条
第

一
事
及
ひ
第
二
百
五

；
“
■
写
八
局
ｊ
▽
０
■
Ｆ
己
男
．
’
二
呂
呈
■
ざ
』
冒
句I

七
第
一
項
に
お
い
て

１
第
三
百
八
十
一
条
の

十
八
条
第
一
項
及
び

十
七
条
、
第
三
百
七

第
二
項
、
第
三
百
五

第
三
百
五
十
五
条

第
二
百
八
十
五
条

も
の
に
限
る
‐
次
項

イ
ル
に
託
録
さ
れ
た

の
規
定
に
よ
り
フ
ァ

百
五
十
三
条
第
二
項

電
子
填
決
書
（
第
二

電
子
龍
書
に
託
録
さ

…
電
子
戦
決
書

判
決
壱

訓
魯
に
証
載
さ

…

せ
な

剰
決
密

第
二
百
五
十
三
条
第

第
二
百
五
十
二
条
第

司 誰
百
五
十
二
条
第

簾
二
百
三
十
一

割
条
の 」

簾
二
百
十
五
条
第
四

割

型
子
判
決
書

記

録 J|
子

戦
決
喜
一

と
い
”
フ

戯
記
録
（
以
下
一
電

曠
を
記
録
し
た
電
磁

り
、
欲
に
掲
げ
る
事

定
眈
る
と
こ
ろ
に
よ

踊
一
信
調
単
同
好
側
て

側
で
定
め
る
電
子
情
…
薊 又

は
最
高
裁
判
所
規

若
し
く
は
送
付
し
、

託
録
媒
体
に

§
配
録
さ

項
若
し
く
は
同
項
の

ル
に
記
録
さ
れ
た
事

規
定
に
よ
り
ブ
ァ
イ

事
項
又
は
第
二
項
の

哨
決
書
の
原
本

託
載

３
ｋ
刺
に
ヌ
。
弓
．
Ｈ
を

…
Ｔ
グ
ト
ｈ
釦
疋
〃
下
剴
９
戸
。

勺
■
■
１
．
や
‐
一
Ｊ

勇
二
百
五
十
六

；
条
第

第
二
百
五
十
六
条
第

司
Ａ
ｐ
Ｂ
グ
ロ
ー
弓
Ⅱ
凸
一
『
一
『…
皇
ニ
ー
ノ
ご
辞
▲
石
臼
〆

達
す
べ
き
場
所
に
宛

剣
刊
副
詞
Ｈ
刺
矧

作
成
し
た
書
面
を
送

信
条
②
頬
定
に
よ
り

第
百
九
条
の
規
定
に

…
に
託
録
さ
れ
た
も
の

；
定
に
よ
り
フ
ァ
イ
ル

十
四
条
第
二
項
の
規

副
６
．
二
両
似
Ｌ
Ｌ
４
１
〆
ａ
５
Ｊ
ノ

第
百
九
条
の
二
の
頬

…
と
同
一
で
あ
る
こ
と

Ｉ
録
さ
れ
て
い
る
事
項

当
該
電
子
鯛
書
に
記

罷
腎
号
半
３
番
マ
メ
に

条
の
規
定
に
よ
り
公
…

…
通
用
す
る
第
百
十
二

に
よ
り
読
み
替
え
て

九
条
第
三
項
の
規
定

人
事
訴
訟
怯
第
二
十

；
呼
出
状

前
条
第
二
項
の
調
書

…



２
（
略
）
’
２
（
同
上
）

○
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
第
六
条
関
係
）

』
岸
」

第
一
編
（
略
）
一
第
一
編
（
同
上
）

ー

↓｛

詞

１
７

'1

§
門
謝

■■■■■

の
秘
匿
（
第
三
十
八
条
の

{1

文
ｚ
じ
て
側
巨
掌
討

刀
規
定
（
支
仏
督
同 ー

７
ゴ
可
『
凶
戸
倒
ノ

150 149

職
○
家
事
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
第
七
条
関
係
） I;ili

る
の
は
１
ヨ
前
詞
詞
の
詞
詞
伸
剃
叫
調
詞
翻
引
川
ｄ
１
Ｊ
同
型
銅
調
呵
．
園
割
引
「
割
制
「
引
釧
ヨ
ヨ
閑

（
手
綜
賓
斥
に
段
す
る
民
事
訴
訟
注
の
準
用
等
）

一
一
’
一
条
民
事
訴
訟
法
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
の
規
定
一

別
周
痢
廿
判
Ｊ
副
詞
矧
引
。
割
Ｊ
司
型
劉
訶
判
呵
。
剰
劉
副
詞
測
判
叫
刺
剰
司
刺
詞
副

詞
劃
割
劉
副
削
Ｊ
司
副
刑
罰
刑
劉
利
ゴ
剛
濁
割
Ｈ
到
斗
剴
詞
筒
閏
副
荊
副
判
句
Ｈ
皿

剰
劃
剴
劉
口
湖
Ⅷ
引
釧
笥
制
制
剖
副
詞
司
劃
創
捌
１
『
剖
劉
剰
画
を
除
く
．
）
は

手
続
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法

宗
七
十
二
条
中
「
当
事
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
和
解
を
し
た
場
合
」
と
あ

勺
の
は
「
調
停
が
成
立
し
た
場
合
」
と
、
「
和
解
の
費
用
又
ば
訴
訟
費
甲

！
（
新
設
）

（
新
設
）

其
用
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
の

乗
民
事
訴
訟
法
第
六
十
九
匁

司
詞
司
副
到
姻
剣
測
劃
判
訶
引
副
詞

団
嗣
封
副
制
劉
制
却
副
訓
訓
を
除
ノ

１
，
劃…

刀
色
【
旧

152 151

改
正
案

現
行

第
二
百
八
十
五
条

第
二
百
八
十
一
条
第

劇
Ｊ
ｄ
０
ヂ
‐
ニ
ニ
ー
ノ
。
ニ
ノ
“
例
月
Ｐ
ｂ
グ

ー五項 第
二
百
六
十
一
条
第

’四項 第
二
百
五
十
六

；
条
第

地
方
裁
判
所
の
判
決

理
由
の
要
旨
が
記
録
．

：
主
文
、
請
求
並
び
に

及
び
法
定
代
理
人
、

４
屯
八
尾
ｆ
が
り
２
１
喝
ｊ
１
、
呂
一
下
一
君
二
列
０

電
子
剰
決
書

判
挟
又
伺
櫛
易
裁
判

所 審
と
し
て
し
た
終
局

乢
劣
謝
半
目
力
等
一

割 託
鰯
し
な
け
れ
ば

１
・
・
…
・
１

通
知
が
発
せ
ら
れ
た

噸 ｒ
■
■
Ｊ
Ｕ
２
名
グ
Ｊ
君
■
■
■
勺
Ⅱ
夕
二
〕
『
二
Ｊ
″
酉

第
百
九
条
の
こ
の
規

…
房
贋
謁
半
弓
畝
哨
徹

Ｊ
１
。
、
日
日
■
■ §

家
庭
裁
判
所

託
戴
さ
れ
た
朋
書
の

駒
託
剰
し
な
け
れ
ば

割 に
宛
て
て
呼
出
状
を

；
。
Ｔ
【
艶
Ｔ
典
引
ｚ
ｑ
－
Ｉ
ノ
・
ヲ
、
０
舘
勺
ニ
ロ
ル

公
示
送
達
の
方
法
以

…

改
正
案

現
行



裁
判
長
が
行
う
。

２
．
３
（
略
）

叫
馴
則
副
判
明
剛
ｕ
副
剛
ｌ
剛
剖
刺
剰
馴
因
調
司
側
引
鯛
割
圃
刈
州
可
叫
刊
釧
豊
科
Ｈ
呵

謝
副
劉
判
可
引
測
削
剥
蜘
笥
矧
割
到
馴
畑
矧
州
引
判
副
瑚
刈
劉
釧
阿
岡
到
剴
刊
剖
馴
釧
１

５
民
事
訴
訟
法
荊
州
到
制
判
剰
割
割
。
割
蜘
酬
割
制
動
判
剖
調
か
ら
第
九
十
七
条

ま
で
の
規
定
は
、
家
事
事
件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
間
に
つ
い
て
準
用
す

（
期
日
及
び
期
間
）

第
三
Ｉ
四
条
家
事
事
件
の
手
続
の
期
日
刎
制
召
制
劉
副
鋼
到
は
、
職
権
で

（
送
達
及
び
手
続
の
中
止
）

第
三
’
六
条
送
達
及
び
家
事
事
件
の
手
続
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴

訟
法
第
一
編
第
五
章
第
四
節
Ｊ
割
笥
副
詞
調
ゴ
刺
１
割
割
。
謝
蜘
捌
到
割
引
打
計

須
割
囚
制
剥
１
可
及
び
第
百
三
十
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で
（
同
条
第
一

項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
。
刎
倒
創
副
Ｈ
科
州
司
１
創
剥
園
詞
司

詞
割
引
川
剴
鋤
刻
渕
馴
囚
斗
科
矧
制
却
酬
１
判
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
即
時
抗
告
並
び
に
同
法
荊
廿
判
到
副
詞
荊
劃
剣
（
前
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
七
十
二
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
異
諺
の
申
立
て
に
つ
い
て

の
裁
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
は
、
執
行
停
止
の
効
力
を
有
す
る
。

」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
二
’
九
条
第
三
項
の
調
停
費
用
又

は
同
条
第
四
項
の
訴
訟
費
用
」
と
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
裁
判

及
び
和
解
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
及
び
調
停
の
成
立
」
と
、
「
補
助
参
加

の
申
出
の
取
下
げ
又
は
補
助
参
加
に
つ
い
て
の
異
議
の
取
下
げ
」
と
あ
る

の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
の
取
下
げ
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
参
加
の
許
可
の
申
立
て
の
取
下
げ
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十

一
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第

三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
」
と
１
１
司
州
可
叫
制
訓
剖
例
鋼
到
荊
．

…
Ｉlll

こ
の
場
合
に
お
い
℃
１
引
例
鏑
調
到
。
割
刺
１
コ
耐
副
劉
劉
刷
刎
劃
到
画
刎
剣
淵
剖
洞

十
二
条
第
一
項
本
和
田
１
．
馴
鏑
刎
劉
誤
淵
矧
列
劉
摺
ヨ
ロ
劃
劇
幽
判
Ｈ
月
刊
剖
捌

る
つ

る
の
は
『
裁
判
所
密
詞
蜀
別
劉
画
違
制
割
到
劉
園
鋼
劃
係
智
同
、
ｌ
Ⅷ
到
司
制
遡

疋
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
Ｉ
剴
鯛
訓
蜀
酬
詞
銅
倒
ｕ
制
ヨ
ー
劉
謝
渕
罰
翻
刻
刈
別
則
叫
引

；

１４
民
事
訴
訟
法
劉
荊
判
訓
削
剥
か
ら
第
九
十
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
家
事
事

件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
送
達
及
び
手
続
の
中
止
）

第
三
十
六
条
送
達
及
び
家
事
事
件
の
手
続
の
中
止
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴

訟
法
第
一
編
第
五
章
第
四
節
及
び
第
百
三
十
条
か
ら
第
百
三
十
二
条
ま
で

（
同
条
第
一
項
を
除
く
．
）
の
規
定
を
準
用
す
る
‐
ゴ
‐
呵
矧
劃
削
剥
判
川
口

１
副
型
割
当
引
画
。
須
判
Ｊ
型
副
劉
醐
訓
刎
削
剥
。
副
呵
副
詞
利
剣
剤
鬮
瑚
醐
測
刺

（
期
日
及
び
期
間
）

第
三
十
四
条
家
事
事
件
の
手
続
の
期
日
は
、
職
権
で
、
裁
判
長
が
掴
割
掛
詞

２
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
即
時
抗
告
並
び
に
同
法
荊
伺
判
斗
副
詞
詞
凹
剰
（
前
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
七
十
二
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

七
十
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
第
二
項
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て

の
裁
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
は
、
執
行
停
止
の
効
力
を
有
す
る
。

る
。

２
．
３
（
同
上
）

（
新
設
）

調
停
費
用
又
は
同
条
第
四
項
の
訴
訟
費
用
」
と
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一

項
中
「
裁
判
及
び
和
解
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
及
び
調
停
の
成
立
」
と
、

「
補
助
参
加
の
申
出
の
取
下
げ
又
は
補
助
参
加
に
つ
い
て
の
異
議
の
取
下

げ
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
四
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第

四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
の
取
下
げ
又
は
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
許
可
の
申
立
て
の
取
下
げ
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
第
六
十
一
条
か
ら
第
六
十
六
条
ま
で
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事

件
手
続
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。；

法
」
と
あ
る
の
閏
函
淵
醐
渕
幽
調
團
劉
劉
翔
珂
劉
剰
項
引
刈
謁
珊
矧
笥
刈
引
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21

■

lll
示
し
て
す
る
。

21 （
新
設
）

I
に
震
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

詑
怯
第
百
一
条
十
第
項
γ
払
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第
三
’
八
条
の
二
家
事
事
件
の
手
統
に
お
け
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
百

三
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
回
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
．
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
当
事
者
」
と
あ
る

の
は
「
当
事
者
若
し
く
は
利
害
関
係
参
加
人
（
家
事
事
件
手
続
法
第
四
十

二
条
第
七
項
（
同
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
利
害
関
係
参
加
人
を
い
う
。
第
百
三
十
三
条
の

四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
§
）
又
は
こ
れ
ら
の
者

以
外
の
審
判
を
受
け
る
者
と
な
る
べ
き
者
（
同
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
審
判
を
受
け
る
者
と
な
る
べ
き
者
を
い
う
。
）
」
と
１
ゴ
剛
須

割
引
副
到
判
Ｊ
謝
謝
劃
間
覇
割
４
調
訓
環
習
銅
刻
創
割
割
引
引
伺
．
鍋
刎
呵
国
司
．
割

刎
例
国
渕
判
判
創
刊
剖
割
飼
引
剰
四
別
割
翻
銅
剖
叫
訓
１
Ｍ
当
川
。
刎
劃
河
到
到
叫
可

ｕ
剖
剖
鯏
劇
科
呵
剰
州
剴
創
引
句
呵
御
製
」
と
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
秘

匿
決
定
又
は
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿

決
定
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
当
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
若
し
く

は
利
害
関
係
参
加
人
」
と
、
一
秘
匿
決
定
等
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
条
の
四
第
一
項
中
「
秘
匿
決
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定

又
は
醐
劉
劉
珂
「
判
の
決
定
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定
等

」
と
い
う
。
）
に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
訴
訟
記
録
等
」
と
あ
る
の
は
『

秘
匿
決
定
（
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
七
卜
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事

項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
の
家
事
調
停
の
手
続
に
係
る
も
の
並
び
に
同
法

第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
勧
告
の
事
件
の
手
続
に
係
る
も
の
を
除

く
．
次
項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
者

以
外
の
当
事
者
又
は
利
害
関
係
参
加
人
は
、
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
事
件

の
記
録
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
当
事
者

は
、
秘
匿
決
定
等
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定
に
係
る
者
以
外
の
当
事
者

又
は
利
害
関
係
参
加
人
は
、
秘
匿
決
定
」
と
、
「
訴
訟
記
録
等
刎
昌
刷
呵
到

く
は
謄
写
又
は
そ
の
膳
本
若
し
、
㈱
抄
本
回
交
付
」
‐
凶

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
の
記
録
ヨ
ー
ｕ
１
ｌ
引
掴
剖
削
州
司
詞
醐
馴

」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
事
件
の
記
録
の
存
す
る
」
と
、
「
訴
訟
詞
翻

！
疋
挺
よ
る
家
劃
劉
詞
幽
創
幽
調
録
刷
割
圃
閲
嶽
ｕ
ｄ
酬
鯏
幅
割
引
刹
囚
割
引
剛

や
謁
司
ｕ
剖
訓
側
翔
型
網
制
引
翻
画
川
田
匂
ｌ
酬
型
捌
刎
劃
司
詞
到
劉
測
Ⅶ
可
制
型
列
割
引
Ⅷ
刷
利
到
詞
剖
到

当
骸
申
立
て
等
伺
係
割
劃
画
鋼
回
謂
詞
司
創
矧
再
剛
制
１
創
劉
刺
引
呵
副

同
法
第
百
三
十

第
三
十
八
条
の
二
家
事
事
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て
等
に
つ
い
て
は
、

民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
卜
三
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
百

三
十
三
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
中
「
当
事
者
」
と
あ
る

の
は
「
当
事
者
若
し
く
は
利
害
関
係
参
加
人
（
家
事
事
件
手
続
法
第
四
十

二
条
第
七
項
（
同
法
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
利
害
関
係
参
加
人
を
い
う
．
第
百
三
十
二
条
の

四
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
．
）
又
は
こ
れ
ら
の
者

以
外
の
審
判
を
受
け
る
者
と
な
る
べ
き
者
（
同
法
第
卜
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
審
判
を
受
け
る
者
と
な
る
べ
き
者
を
い
う
．
）
」
と
、
同
法

第
百
三
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
秘
匿
決
定
、
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二

項
の
決
定
又
は
訓
須
の
決
定
（
次
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
秘
匿
決
定

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
者
以
外
の
者
は
、
訴
訟
記
録
等
」
と
あ
る
の
は

「
秘
匿
決
定
（
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
の
家
事
調
停
の
手
続
に
係
る
も
の
並
び
に
同

法
第
二
百
八
十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
．
）
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
勧
告
の
事
件
の
手
続
に
係
る
も
の
を

除
く
．
次
項
、
第
四
項
第
一
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

者
以
外
の
当
事
者
又
は
利
害
関
係
参
加
人
は
、
当
該
秘
匿
決
定
に
係
る
事

件
の
記
録
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
秘
匿
決
定
等
に
係
る
者
以
外
の
当
事

者
は
、
秘
匿
決
定
等
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定
に
係
る
者
以
外
の
当
事

者
又
は
利
害
関
係
参
加
人
は
、
秘
匿
決
定
」
と
、
「
訴
訟
記
録
等
」
と
あ

引
刎
剖
引
．
劃
劉
呵
割
出
剃
劉
調
鋼
」
と
、
同
条
第
四
項
第
・
号
中
「
秘
匿
決

定
又
は
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定

」
⑩
と
、
同
条
第
七
項
中
「
当
事
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
若
し
く
は
利

害
関
係
参
加
人
」
し
｜
、
「
秘
匿
決
定
等
」
と
あ
る
の
は
「
秘
匿
決
定
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
家
事
審
判
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
八
十
二
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
及
び
荊
凹
到
剰
劉
列
口
第
二
百
六

十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
家
事
審
判
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
割
到
コ
ヨ
対
判
川
「
剰
割
剰
当
到
中
「
口

3 2 第

は

、 当人

二事略
十者一
万が

円次

以の
下各

の号
過の
料い

にず
処れ
すか
るに

。該
当
す

る

と

き
は

家
庭
裁

判
所

む
。
）
を
滅
失
さ
せ
、
そ
の
他
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ

う
に
し
た
と
き
、
又
は
検
証
を
妨
げ
る
目
的
で
検
証
の
目
的
を
滅
失
さ

せ
、
そ
の
他
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
と
き
。

４
～
６
（
略
）

一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
団
刑
罰
判
割
引
引
刊
引
剰
刎
剴
詞
呵
．
側
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
、
又
は
正
当
な
理
由
な
く
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
百
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
α

二
書
証
を
妨
げ
る
目
的
で
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

二
百
二
十
条
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
副
制
對
ヨ
ゴ
副
ヨ
判
斗
副
詞
劃
．
潮

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
義

務
が
あ
る
文
書
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
規
定
す
る
文
書
に
準
ず
る

物
件

同
法
第
二
百
．
詞
詞
『
銅
葡
叫
．
Ｈ
卿
掴
詞
飼
引
例
圏

を
含

（
家
事
審
判
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
八
十
二
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

５
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
’
一
条
第
三
項
及
び
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項

の
規
定
は
、
家
事
審
判
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
同
法
荊
引
ヨ
ヨ
刎
制
斗
劉
調
劉
。
同
矧
割
Ｈ
ｕ
割
中
「
口
頭
弁

（
証
拠
調
べ
）

第
六
十
四
条
家
事
審
判
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
ぺ
に
つ
い
て
は
、
民
事

訴
訟
法
第
二
編
第
四
章
第
一
節
か
ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
法
第
百
七

十
九
条
、
第
百
八
十
二
条
、
第
百
八
十
七
条
か
ら
第
百
八
十
九
条
ま
で
、

第
二
百
七
条
第
二
項
、
第
二
百
八
条
、
第
二
白
二
十
四
条
（
同
肱
第
二
百

二
十
九
条
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
測
酬
劃
到
。
司
．
Ｈ
刑
劇
剰
詞
凹
剰
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準

用
す
る
。

４
～
６
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
当
事
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所

は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
二
百
二
十
三
条
第
一
項

（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
提
出
の
命
令
に
従
わ
な
い
と
き
、
又
は
正
当
な
理
由
な
く
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
命
令
に

従
わ
な
い
と
き
。

二
書
証
を
妨
げ
る
目
的
で
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第

二
百
二
十
条
（
同
法
第
二
百
三
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
義
務
が
あ
る
文
書
（
同
法
第
二
百
三
十

一
条
に
規
定
す
る
文
書
に
準
ず
る
物
件
を
含
む
。
）
を
滅
失
さ
せ
、
そ

の
他
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
と
き
、
又
は
検

証
を
妨
げ
る
目
的
で
検
証
の
目
的
を
滅
失
さ
せ
、
そ
の
他
こ
れ
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
と
き
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（
調
停
の
成
立
及
び
効
力
）

第
二
百
六
十
八
条
（
略
）

（
家
事
審
判
の
手
続
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
法
の
準
用
等
）

第
九
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
民
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
三
条
、
第
二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
九
十
二

条
、
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
三
百
二

条
、
第
三
百
三
条
及
び
茎
一
・
百
五
条
か
ら
第
三
百
八
条
ま
で
の
規
定
は
、

審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
及
び
そ
の
抗
告
審
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
準

用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
二
項
中
「
第

。
司
剰
利
呵
引
剰
剰
割
詞
割
蜘
酬
割
呵
．
割
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
遡
酬
倒

劉
ゴ
割
副
判
画
。
詞
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
八
十
二
条
第
五

項
及
び
第
八
十
三
条
」
と
、
同
法
第
三
百
三
条
第
五
項
中
「
第
百
八
十
九

条
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
九
十
一
条
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

（
家
事
調
停
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
二
百
七
十
三
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
八
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
一

条
第
三
項
及
び
劉
呵
詞
劉
對
叫
倒
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
家

事
調
停
の
申
立
て
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
第
八
十
二
条
第
三
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
、
第
百
五
十
三
条
（
第
百
九

十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
九
十
九

条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
法
剰
．

司
却
判
Ｊ
副
詞
荊
討
判
倒
中
「
口
頭
弁
論
、
弁
齢
蠣
備
手
続
又
は
和
解
の
期
日

（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
口
頭
弁
論
等
の
期
日
」
と
い
う
．
）
」
と
あ

る
の
は
「
家
事
調
停
の
手
続
の
期
日
」
と
１
１
ヨ
コ
引
謝
ヨ
ョ
可
ｕ
渕
副
劃
呵
刷

２
（
略
）

３
離
婚
又
は
離
縁
に
つ
い
て
の
調
停
事
件
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
っ
て
は
、
調
停
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
．
廿
料
刊
則
Ｊ
剰
鬮
鋼

１
４
（
略
）

相
互
に
認
識
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
ヨ
と
が
で
き
る
方
剤
飼
倒
猟
刈
固
到
回
國

け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
Ｊ
詞
四
範
ｕ
馴
創
Ⅵ
利
倒
矧
引
刮

頭
弁
論
、
弁
論
準
備
手
続
又
は
和
解
の
期
日
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

口
頭
弁
論
等
の
期
日
」
と
い
う
。
）
」
と
捌
刻
．
叫
刷
「
家
事
審
判
の
手
続

る
｡
の
期
日
」
と

銅
書
」
と
、
「
記
録
ｕ
制
引
例
刺
綱
引
釧
創
珂
引
刎
剖
『
．
調
輌
Ⅷ
Ｈ
割
呵
刎
園 I読み替えるものとす

（
家
事
調
停
の
申
立
て
の
取
下
げ
）

第
二
百
七
十
三
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
八
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
一

条
第
三
項
及
び
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
家
事
調
停
の
申
立

て
の
取
下
げ
に
つ
い
て
準
用
す
る
・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
十
二
条

第
三
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
、
第
百
五
卜
三
条
（
第
百
九
十
九
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
百
九
’
九
条
第
二
項
」
と

（
調
停
の
成
立
及
び
効
力
）

第
二
百
六
十
八
条
（
同
上
）

（
家
事
審
判
の
手
続
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
法
の
準
用
等
）

第
九
十
三
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
民
事
訴
訟
法
第
二
百
八
卜
三
条
、
第
二
百
八
十
四
条
、
第
二
百
九
十
二

条
、
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
九
十
九
条
第
一
項
、
第
・
二
百
二

条
、
第
二
百
三
条
及
び
第
三
百
五
条
か
ら
第
三
百
八
条
ま
で
の
規
定
は
、

審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
及
び
そ
の
抗
告
審
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
二
百
九
十
二
条
第
二
項
中
「
第

．
司
剰
刊
可
引
剰
罰
劉
ヨ
割
、
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
測
訓
罰
到
割
引
列
付
ヨ

条
」
と
あ
る
の
は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
八
十
二
条
第
五
項
及
び
第
八
十

三
条
」
と
、
同
法
第
三
百
三
条
第
五
項
中
「
第
百
八
’
九
条
」
と
あ
る
の

は
「
家
事
事
件
手
続
法
第
二
百
九
十
一
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

４
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
離
婚
又
は
離
縁
に
つ
い
て
の
調
停
事
件
に
お
い
て
は
、
第
二
百
五
十
八

条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
っ
て
は
、
調
停
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

あ
る
の
は
「
第
二
百
七
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
法
詞
ゴ
ゴ
ヨ
刊
荊
１
剰
痢

ヨ
剰
劉
制
Ｈ
副
詞
中
「
口
頭
弁
論
、
弁
論
準
備
手
続
又
は
和
解
の
期
日
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
口
頭
弁
論
等
の
期
日
」
と
い
う
．
）
」
と
あ
る
の

は
「
家
事
調
停
の
手
続
の
期
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

論
、
弁
論
準
備
手
続
又
は
和
解
の
期
口
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
口
頭

弁
論
等
の
期
日
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
事
審
判
の
手
続
の

期
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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（
合
意
に
相
当
す
る
審
判
の
対
象
及
び
要
件
）

第
二
百
七
十
七
条
（
略
）

２
前
項
第
一
号
の
合
意
は
、
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
っ
て
は
、
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
矧
剖
刊
則
Ｊ
調
題
詞
割
当
副
蜘

１
３
．
４
（
略
）

（
付
調
停
）

第
二
百
七
十
四
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が
自
ら
調
停
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
の
こ
の
編
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
四
十
四
条
、
第
二
百

四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
、
第
二
百
六
十
六
条
第
四
項
、

割
ゴ
ヨ
コ
刊
打
川
剰
劉
劃
司
剣
割
側
叫
劃
、
第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
並
び
に

第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
並
び
に
次
章
及
び
第
三

章
の
規
定
中
「
家
庭
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
高
等
裁
判
所
」
と
、
第
二

百
四
十
四
条
、
第
二
百
五
十
八
条
第
一
項
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百

七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
百
七
十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
百
八
十

四
条
第
一
項
中
「
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
、
第

二
百
六
十
七
条
第
一
項
中
「
家
庭
裁
判
所
は
」
と
あ
る
の
は
「
高
等
裁
判

所
は
」
と
、
次
章
の
規
定
中
「
合
意
に
相
当
す
る
審
判
」
と
あ
る
の
は
「

合
意
に
相
当
す
る
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
、
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項

た
だ
し
書
及
び
第
三
章
の
規
定
（
第
二
百
八
十
六
条
第
七
項
の
規
定
を
除

く
．
）
中
「
調
停
に
代
わ
る
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
調
停
に
代
わ
る
審
判

に
代
わ
る
裁
判
」
と
、
第
二
百
八
十
一
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条
中
「
却

下
す
る
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
却
下
す
る
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
す
る

○
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
第
八
条
関
係
）

ｌ」と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

躯
ｕ
料
謝
洲
矧
副
画
調
割
引
祠
刻
引
剴
劃
判
例
劃
割
引
創
封
釧
濁
Ｈ
Ｈ
卿
刻
劃
翻
型
則
圃
１
斗
引
刎

（
合
意
に
相
当
す
る
審
判
の
対
象
及
び
要
件
）

第
二
百
七
十
七
条
（
同
上
）

２
前
項
第
一
号
の
合
意
は
、
第
二
百
五
’
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
百
七
１
条
第
一
項
に
規
定
す
る
方
法
に

よ
っ
て
は
、
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
含

３
．
４
（
同
上
）

（
付
調
停
）

第
二
百
七
十
四
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

５
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
高
等
裁
判
所
が
自
ら
調
停
を
行
う
場
合
に
つ
い

て
の
こ
の
編
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
百
四
十
四
条
、
第
二
百

四
十
七
条
、
第
二
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
二
百
五
’
四
条
第
一
項
か
ら

第
四
項
ま
で
、
第
二
百
六
十
四
条
第
二
項
、
第
二
百
六
十
六
条
第
四
項
、

第
二
百
六
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及

び
第
二
項
並
び
に
次
章
及
び
第
三
章
の
規
定
中
「
家
庭
裁
判
所
」
と
あ
る

の
は
「
高
等
裁
判
所
」
と
、
第
二
百
四
卜
四
条
、
第
二
百
五
十
八
条
第
一

項
、
第
二
百
七
十
六
条
．
、
第
二
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
百
七

十
九
条
第
三
項
及
び
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
中
「
審
判
」
と
あ
る
の
は

「
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
、
第
二
百
六
十
七
条
第
一
項
中
「
家
庭
裁
判

所
は
」
と
あ
る
の
は
二
燭
等
裁
判
所
は
」
と
、
次
章
の
規
定
中
「
合
意
に

相
当
す
る
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
合
意
に
相
当
す
る
審
判
に
代
わ
る
裁
判

」
と
、
第
二
百
七
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
三
章
の
規
定
（
第
二

百
八
十
六
条
第
七
項
の
規
定
を
除
く
。
）
中
「
調
停
に
代
わ
る
審
判
」
と

あ
る
の
は
「
調
停
に
代
わ
る
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
、
第
二
百
八
十
一

条
及
び
第
二
百
八
十
上
条
中
「
却
下
す
る
審
判
」
と
あ
る
の
は
「
却
下
す

る
審
判
に
代
わ
る
裁
判
」
と
す
る
。
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（
民
事
訴
訟
法
の
準
用
）

第
二
１
条

特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
民
事
執
行
の
手
続
涯
関
し

て
は
１
Ｊ
ｑ
刎
州
田
岡
Ｈ
ヨ
図
川
到
倒
叫
制
捌
刎
、

民
事
訴
訟
法
潮
斗
尉
稠
刎
引
劃
制
判
鋼

創
刊
制
劃
剰
園
１
割
剛
損
割
荊
判
荊
匂
劉
剰
割
引
刎
劃
剰
園
剃
圏
引
引
Ｊ
１
を
準
用
す
る

改
正
案

（
民
事
訴
訟
法
の
準
用
）

第
二
十
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
．
民
事
執
行
の
手
続
に
関
し

て
は
、
民
事
訴
訟
法
刎
副
剰
画
を
準
用
す
る
。

現
行



い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
り
送
達
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
住
所
、
居
所
、
営
業

所
又
は
事
務
所
に
刺
刮
‐
ｑ
、
書
類
を
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る

信
害
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定

す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便

の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
も
の
に
付
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
民
事
訴
訟
法
第
百
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

引
国
刺
釧
制
刎
判
縄
制
封
川
副
到
制
週
適
剛
１
釧
判
訓
割
詞
創
測
遡
適
詞

第
十
六
条
（
略
）
第
十
六
条
（
同
上
）

２
．
３
（
略
）
２
．
３
（
同
上
）

○
民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
（
第
九
条
関
係
）IJI

1日
を
鍛
判
所
の
掲
・
不
場
口
渇
ヨ
㈹
国
馴
詞
副

（
送
達
の
特
例
）

き
書
類
を
保
管
ｕ
１
ｌ
叫
司
百
劃
調
認
詞
割
割
引
到
判
剖
謝
側
。
割
、
打
剖
訓

ｙ
刷
り
凸
Ⅱ

灘
畷
日
の
牛
白
は

（
新
設
）

い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
八
条
の
規
定
に
よ
り
送
達
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
同
項
の
住
所
、
居
所
、
営
業

所
又
は
事
務
所
に
剣
‐
ｑ
ｑ
、
書
類
を
書
留
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る

信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条

第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
第
九
項
に
規
定

す
る
特
定
信
書
便
事
業
者
の
提
供
す
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便

の
役
務
の
う
ち
書
留
郵
便
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
最
高
裁
判
所
規
則
で
定

め
る
も
の
に
付
し
て
発
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は

、
民
事
訴
訟
法
第
百
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
新
設
）

（
送
達
の
特
例
）

禾
Ｉ
箔
二
十
一
基
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1I
1リ

21 61

離職雛lll
1場

合
に
側
１
当
鯛
到
幽
判
翻
矧
刷
１
割
割
到
瑠
州
副
矧
馴
創
劃
判
１
Ｍ
ヨ
刺
割
叫
凶
桐

イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
圏
封
副
闇
’
第
斗
剖
劉
刎
割
鯏
訓
町
剛
１
Ｊ
到
瑚
刻
刻
列
Ⅶ
吋
凶

』
定
価
瑠
刈
遡
訓
固
劃
釧
舗
劉
制
翻
両
剴
矧
例
刈
倒
刺
引
剰
Ⅷ

叫
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
圏
寄
面
剥
剖
割
引
Ｈ
剰
刷
測
息
倒
列
引
制
Ⅷ

る
●
Ｉ
当
鯛
制
動
旬
Ｉ
司
割
劉
鯏
馴
則
ｌ
副
鬮
叫
剴
詞
副

令
の
規
定
に
よ
る
事
件
の
銅
闘
荊
酬
劇
剰
笥
川
列
訓
倒
閣
司
司
刈
則
召
刎

一
項
の
規
定
個
刺
刎
封
剥
剥
封
剰
塑
矧
割
刷
制
罰
剣
．
刎
濁
遡
訓
句
呵
凹
刎1

民
事
執
行
の
手
続
准
飼
劇
訶
引
釧
判
刎
鋼
釧
劃
引
劉
珊
瑚
詞
副

；
（
新
設
）

1 副
爵
劉
劉
馴

胴
り
胃

別
？
〃
『
二
７
Ｊ
削
り
凸
回
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改
正
案

現
行



31

職
第

：

1

J1
淵1

1
、仮に

こ執基
れ行づ
にのい

表宣て
示言実
さを施
れ付す
たしる

当た ．
事少た

者額だ
に訴し

対訟 、
しの少
、判額
又決訴
は若訟
そしに

のくお

者はけ
の支る

た払確
め督定
に促判
すに決

表
の
中
欄
個
掲
嗣
刻
誤
画
則
剛
１
割
割
当
匂
測
同
型
剰
呵
刊
制
『
刺
矧
例
刻
。
「
副
回

家
庭
裁
判
一
別
固
拘
州
刻
劃
蟄
、
悶
鯛
調
調
型
銅
間
吋
可
叫
刺
瑠
矧
詞
副

劉
封
至
司
到
鍋
劉
詞
剰
剰
。
司
割
劃
翻
劃
刺
Ｊ
劃
ヨ
ヨ

フ
ァ
イ
ル
（
以
祠
剴
引
の
弟
同
間
到
Ⅷ
ｄ
劇
口
ｌ
「
列
剴
刎
刊
似
引
叫
引
刑
引
１
「
。

篭
割
圃
訓
釧
則
則
劉
副
制
目
削
創
胤
剃
矧

鐸
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
１
引
謂
鰍
虫
嗣
頚
幽
凋
弓
国
司
刻
引

第
二
章
強
制
執
行

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
個
回
爾
刷
劉

（
強
制
執
行
の
実
施
）

第
二
十
五
条
強
制
執
行
は
、
執
行
文
の
付
さ
れ
た
債
務
名
義
の
正
本
に
基

づ
い
て
実
施
す
る
．
た
だ
し
、
少
額
訴
訟
に
お
け
る
確
定
判
決
又
は
仮
執

行
の
宣
言
を
付
し
た
少
額
訴
訟
の
判
決
若
し
く
は
支
払
督
促
に
よ
り
、
こ

れ
に
表
示
さ
れ
た
当
事
者
に
対
し
、
又
は
そ
の
者
の
た
め
に
す
る
強
制
執

行
は
、
そ
の
正
本
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
。

（
新
設
）

第
二
章
強
制
執
行
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（
債
務
名
義
等
の
送
達
）

第
二
’
九
条
強
制
執
行
は

と
な
る
ぺ
き
裁
判
の
正
本

（
執
行
文
の
再
度
付
与
等
）

第
二
十
八
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
額
訴
訟
に
お
け
る
確
定
判
決
又
は
仮
執
行
の
宣
言

を
付
し
た
少
額
訴
訟
の
判
決
若
し
く
は
支
払
督
促
の
正
本
刻
削
割
劃
顎
到
同

調
矧
翻
を
更
に
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
執
行
文
の
付
与
等
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て
）

第
三
十
二
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
前
各
項
の
規
定
は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
訴
訟
に

お
け
る
確
定
判
決
又
は
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
少
額
訴
訟
の
判
決
若
し

（
執
行
文
付
与
の
訴
え
）

第
三
十
三
条
（
略
）

２
前
項
の
訴
え
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。

一
～
二
（
略
）

三
第
二
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
う
ち
民
事
訴
訟
法
荊
ヨ

（
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
等
に
係
る
執
行
停
止
の
裁
判
）

第
三
十
六
条
（
略
）

２
（
略
）

３
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
急
迫
の
事
情
が
あ

る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
裁

釧
釧
削
割
矧
引
割
詞
調
割
調
銅
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
同
時
に
、
債
務
者
に

送
達
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
執
行
文
が
付
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
執
行
文
及
び
同

条
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
が
提
出
し
た
文
書
の
謄
本
も
、
あ
ら
か
じ
め
、

又
は
同
時
に
、
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
は
支
払
督
促
の
正
本
列
副
詞
闘
劉
割
詞
討
調
列
謝
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
。

る
強
制
執
行
は
、
そ
の
同
調
馴
到
調
呵
正
本
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
。

四
～
六
（
略
）

て
さ
れ
た
支
払
督
促
の
申
立
て
に
よ
る
も
の
当
該
支
払
督
促
の
申
立

て
に
つ
い
て
同
法
第
三
百
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起
が
あ

っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
裁
判
所

ロ
九
十
七
条
に
規
定
す
ろ
褐
蜀
燭
聞
易
錨
刺
劃
師
刎
釧
酬
醐
珈
萄
詞
割
引
剰
矧
ｕ

間
綱
劉
劃
型
判
り
ｑ
剛
確
定
に
よ
り
債
務
名
義

（
執
行
文
の
付
与
等
に
関
す
る
異
議
の
申
立
て
）

第
三
十
二
条
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

５
前
各
項
の
規
定
は
、
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
少
額
訴
訟
に

お
け
る
確
定
判
決
又
は
仮
執
行
の
宣
言
を
付
し
た
少
額
訴
訟
の
判
決
若
し

（
債
務
名
義
等
の
送
達
）

第
二
十
九
条
強
制
執
行
は
、
間
調
劉
劉
習
刈
刷
確
定
に
よ
り
債
務
名
義
と
な

る
べ
き
裁
判
の
正
本
刻
刺
糊
罰
科
が
、
あ
ら
か
じ
め
、
又
は
同
時
に
、
債
務

者
に
送
達
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
七

条
の
規
定
に
よ
り
執
行
文
が
付
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
執
行
文
及

び
同
条
の
規
定
に
よ
り
債
権
者
が
提
出
し
た
文
書
の
謄
本
も
、
あ
ら
か
じ

め
、
又
は
同
時
に
、
送
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
執
行
文
の
再
度
付
与
等
）

第
二
十
八
条
（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
は
、
少
額
訴
訟
に
お
け
る
砿
定
判
決
又
は
仮
執
行
の
宣
言

を
付
し
た
少
額
訴
訟
の
判
決
若
し
く
は
支
払
督
促
の
正
本
を
更
に
交
付
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
等
に
係
る
執
行
停
止
の
裁
判
）

第
三
十
六
条
（
同
上
）

２
（
同
上
）

３
第
一
項
に
規
定
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
急
迫
の
事
情
が
あ

る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
裁

‐
（
執
行
文
付
与
の
訴
え
）

第
三
十
三
条
（
同
上
）

２
前
項
の
訴
え
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
裁
判
所
が
管
轄
す
る
。

一
～
二
（
同
上
）

三
第
二
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
債
務
名
義
の
う
ち
民
事
訴
訟
法
第
百

く
は
支
払
督
促
の
正
本
の
交
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
裁
判
所

四
～
六
（
同
上
）

剖
刈
副
副
別
劃
刎
淵
卦
捌
倒
刷
渕
刻
荊
河
口
に
よ
る
も
の
当
該
支
払
督
促

の
申
立
て
に
つ
い
て
同
法
第
三
百
九
十
八
条
Ｊ
同
型
劇
呵
凹
司
コ
ゴ
調
調
．

て
準
用
。
『
４

同
法
函
調
凹
百
．
製
麹
詞
「
項
口
燭
泡
詞
割
智
剣
訓
口
Ｈ
制
到
鋼
輯
到
副
判
呵
劃
圃

三
十
二
条
の
十
第
一
項
本
詞
の
倒
閨
閏
月
劉
劃

晋

の
規
定
に
よ
り
訴
え
の
提
起

支
払
督
促
の
申
立
て
又
は
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（
買
受
け
の
申
出
後
の
強
制
競
売
の
申
立
て
の
取
下
げ
等
）

第
七
十
六
条
（
略
）

２
前
項
の
規
定
は
、
買
受
け
の
申
出
が
あ
っ
た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項

第
四
号
洲
削
劉
到
剴
司
詞
司
に
掲
げ
る
文
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
．

（
配
当
表
の
作
成
）

第
八
十
五
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
執
行
裁
判
所
は
、
配
当
期
日
に
お
い
て
、
第
・
項
本
文
に
規
定
す
る
事

項
を
定
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出
頭
し
た
債
権
者
及

（
強
制
執
行
の
停
止
）

第
三
’
九
条
強
制
執
行
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は

り

、
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
句

一
債
務
名
義
（
執
行
証
書
を
除
く
。
）
若
し
く
は
仮
執
行
の
宣
言
を
取

り
消
す
旨
又
は
強
制
執
行
を
許
さ
な
い
旨
を
記
載
し
た
執
行
〃
の
あ
る

裁
判
の
正
本
刻
‐
削
詞
割
週
詞
剰
調
刻
笥

二
債
務
名
義
に
係
る
和
解
、
認
諾
、
調
停
又
は
労
働
審
判
の
効
力
が
な

い
こ
と
を
宣
言
す
る
砿
定
判
決
の
正
本
刻
削
調
釧
調
刺
制
對
刻
翻

三
（
略
）

四
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
又
は
そ
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
旨
を
記
載

刎
詞
劉
渕
剴
唄
刺

五
（
略
）

六
強
制
執
行
の
停
止
及
び
執
行
処
分
の
取
消
し
を
命
ず
る
旨
を
記
載
し

た
裁
判
の
正
本
刈
剤
到
調
鋼
劇
画
劉
調
刻
笥

七
強
制
執
行
の
一
時
の
停
止
を
命
ず
る
旨
を
記
載
し
た
裁
判
の
正
本
又

刷
詞
鋼
割
封
到
調
呵
劃

八
（
略
）

２
．
３
（
略
）

判
の
正
本
刻
叫
到
誼
矧
劃
忍
刻
凹
刎
劃
を
提
出
す
べ
き
期
間
を
定
め
て
、
同
項

に
規
定
す
る
処
分
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
裁
判
は
、
執
行
文
付

与
に
対
す
る
異
議
の
訴
え
又
は
請
求
異
諺
の
訴
え
の
提
起
前
に
お
い
て
も

、
す
る
こ
と
が
で
き
る
．

４
．
５
（
略
）

I
百
六
十
条
第
「
項
個
矧
詞
鯛
到
劉
割
封
詞
劃
罰
Ｎ
副
制
ｌ
痢
司
剰
到
川
廿
剰
刎

し
た
裁
判
上
の
和
解

苦
言
）
鐘
到
三
訓
祠
刮
墾
鋭
弱
、
幽
画
。
咽
劉
函
南
㈲
四
Ｍ
判
川
副
鋼
州
湖
Ｈ
訶
叫
罰
倒
閣
利
到
司
則
引
剖
叫

皿
載
し
た
調
倒
洲
劃
詞
ヨ
ヨ
淵
剛
矧
酬
詞
副
訓
飼
』

Ｊ
服
番
正
本
又
鯛
書
？第

四

（
強
制
執
行
の
停
止
）

第
三
十
九
条
強
制
執
行
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は

、
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
債
務
名
義
（
執
行
証
書
を
除
く
。
）
若
し
く
は
仮
執
行
の
宣
言
を
取

り
消
す
旨
又
は
強
制
執
行
を
許
さ
な
い
旨
を
記
載
し
た
執
行
力
の
あ
る

裁
判
の
正
本

二
債
務
名
義
に
係
る
和
解
、
紹
諾
、
鯛
停
又
は
労
働
審
判
の
効
力
が
な

い
こ
と
を
宣
言
す
る
確
定
判
決
の
正
本

三
（
同
上
）

四
強
制
執
行
を
し
な
い
旨
又
は
そ
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
旨
を
記
載

（
買
受
け
の
申
出
後
の
強
制
競
売
の
申
立
て
の
取
下
げ
等
）

第
七
十
六
条
（
同
上
）

２
前
項
の
規
定
は
、
買
受
け
の
申
出
が
あ
っ
た
後
に
第
三
十
九
条
第
一
項

第
四
号
刻
削
尋
剰
劃
笥
に
掲
げ
る
文
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

一
〈
〕
。（

配
当
表
の
作
成
）

第
八
十
五
条
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

４
執
行
裁
判
所
は
、
配
当
期
日
に
お
い
て
、
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
事

項
を
定
め
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
出
頭
し
た
債
権
者
及

４
．
５
（
同
上
｝

八
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

判
の
正
本
を
提
出
す
べ
き
期
間
を
定
め
て
、
同
項
に
規
定
す
る
処
分
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
．
こ
の
裁
判
は
、
執
行
文
付
与
に
対
す
る
異
継
の
訴

え
又
は
請
求
異
議
の
訴
え
の
提
起
前
に
お
い
て
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
る

五
（
同
上
）

六
強
制
執
行
の
停
止
及
び
執
行
処
分
の
取
消
し
を
命
ず
る
旨
を
記
載
し

た
裁
判
の
正
本

七
強
制
執
行
の
一
時
の
停
止
を
命
ず
る
旨
を
記
載
し
た
裁
判
の
正
本

…
（
新
設
） 裁

判
堺
鯛
と
有
す
働
審
．
の
審
令
書

し
た
裁
判
上
の
和
解

（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

は
胴
停
圃
書
労
働
客

173174
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（
配
当
異
織
の
訴
え
等
）

第
九
十
条
（
略
）

２
～
５
（
略
）

６
配
当
異
畿
の
申
出
を
し
た
債
権
者
又
は
債
務
者
が
、
配
当
期
日
（
知
れ

て
い
な
い
抵
当
証
券
の
所
持
人
に
対
す
る
配
当
異
議
の
申
出
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
所
持
人
を
知
っ
た
日
）
か
ら
一
週
間
以
内
（
買
受
人
が
第
七
十
八

条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
納
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
週
間
以
内
）
に
、
執
行
数
判
所
に
対
し
、
第
一
項
の
訴
え
を
提
起

し
た
こ
と
の
証
明
を
し
な
い
と
き
、
又
は
前
項
の
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と

の
証
明
及
び
そ
の
訴
え
に
係
る
執
行
停
止
の
裁
判
の
正
木
笥
川
刈
釧
到
調
鋼

剃
呵
制
淵
到
司
の
提
出
を
し
な
い
と
き
は
、
配
当
異
議
の
申
出
は
、
取
り
下

げ
た
も
の
と
み
な
す
。

４
第
三
債
務
者
は
、
銅
コ
ヨ
割
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

事
情
を
執
行
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
三
債
務
者
の
供
託
）

第
百
五
十
六
条
第
三
債
務
者
は
、
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
（
差
押
命
令

に
よ
り
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
金
銭
債
権
に
限
る
．
凶
利
刈
副
刻
羽
刺
醐
剰
司

対
判
斗
副
詞
剛
．
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
全
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
債
務
の

（
取
立
訴
訟
）

第
百
五
十
七
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
前
条
第
二
項
刻
剛
割
割
。
割
の
規
定
に
よ
り
供
託
の
義
務
を
負
う
第
三
債

務
者
に
対
す
る
取
立
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
と
き
は

、
受
訴
裁
判
所
は
、
請
求
に
係
る
金
銭
の
支
払
は
供
託
の
方
法
に
よ
り
す

べ
き
旨
を
判
決
の
主
文
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
（
略
）

で
き
る
。

５
～
７
（
略
）

（
譲
渡
命
令
等
）

第
百
六
十
一
条
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
が
、
条
件
付
若
し
く
は
期
限
付

で
あ
る
と
き
、
又
は
反
対
給
付
に
係
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の

取
立
て
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
差
押
債
権
者
の
申
立

て
に
よ
り
、
そ
の
債
権
を
執
行
裁
判
所
が
定
め
た
価
額
で
支
払
に
代
え
て

履
行
地
の
供
托
所
に
供
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

び
債
務
者
を
審
尋
し
、
か
つ
、
即
時
に
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
書
証

る
金
銭
を
債
務
の
履
行
地
の
出
勤
鯛
闘
個
鯛
記
ｕ
刺
刷
刎
圃
樹
剣
劇
矧
剛

詞
ヨ
㈲
詞
翻
者
剛
１
割
召
ヨ
判
珂
引
鋼
刎
引
ヨ
珂
引
圓
制
割
閨
割
引
創
周
調
劔
笥

の
取
調
べ
を
す
る
こ
と
が

１３
第
三
債
務
者
は
、
胡
コ
ゴ
割
の
規
定
に
よ
る
供
託
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

事
情
を
執
行
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
当
異
議
の
訴
え
等
）

第
九
十
条
（
同
上
）

２
～
５
（
同
上
）
．

６
配
当
異
議
の
申
出
を
し
た
債
権
者
又
は
債
務
者
が
、
配
当
期
日
（
知
れ

て
い
な
い
抵
当
証
券
の
所
持
人
に
対
す
る
配
当
異
蟻
の
申
出
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
所
持
人
を
知
っ
た
日
）
か
ら
一
週
間
以
内
（
買
受
人
が
第
七
十
八

条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
金
銭
を
納
付
す
べ
き
場
合
に
あ
っ
て

は
、
二
週
間
以
内
）
に
、
執
行
裁
判
所
に
対
し
、
第
一
項
の
訴
え
を
提
起

し
た
こ
と
の
証
明
を
し
な
い
と
き
、
又
は
前
項
の
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と

の
証
明
及
び
そ
の
訴
え
に
係
る
執
行
停
止
の
裁
判
の
正
本
の
提
出
を
し
な

い
と
き
は
、
配
当
異
議
の
申
出
は
、
取
り
下
げ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
第
三
債
務
者
の
供
託
）

第
百
五
十
六
条
第
三
債
務
者
は
、
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
（
差
押
命
令

に
よ
り
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
金
銭
債
権
に
限
る
。
列
剰
に
お
い
て
同
じ
．

）
の
全
額
に
相
当
す
る
金
銭
を
債
務
の
履
行
地
の
供
託
所
に
供
託
す
る
こ

（
譲
渡
命
令
等
）

第
百
六
十
一
条
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
償
権
が
、
条
件
付
若
し
く
は
期
限
付

で
あ
る
と
き
、
又
は
反
対
給
付
に
係
る
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
そ
の

取
立
て
が
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
差
押
債
権
者
の
申
女

て
に
よ
り
、
そ
の
債
権
を
執
行
裁
判
所
が
定
め
た
価
額
で
支
払
に
代
え
て

（
取
立
訴
訟
）

第
百
五
十
七
条
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

４
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
の
義
務
を
負
う
第
三
債
務
者
に
対
す

る
取
立
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
の
請
求
を
認
容
す
る
と
き
は
、
受
訴
裁
判

所
は
、
請
求
に
係
る
金
銭
の
支
払
は
供
託
の
方
法
に
よ
り
す
べ
き
旨
を
判

決
の
主
文
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

５
（
同
上
）

５
～
７
（
同
上
）

と
が
で
き
る
。

２
（
同
上
）

（
新
設
）

び
債
務
者
を
審
尋
し
、
か
つ
、
即
時
に
取
り
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
書
証

の
取
調
べ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
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（
配
当
等
の
実
施
）

第
百
六
十
六
条
執
行
裁
判
所
は
、
第
百
六
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
九
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
配

当
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
第
百
五
十
六
条
第
一
項
洲
副
詞
割
司
劉
珂
司
又
は
第
百
五
十
七
条
第
五

項
の
規
定
波
よ
る
供
託
が
さ
れ
た
場
合

二
・
三
（
略
）

２
．
３
（
略
）

41 31 21

（
配
当
等
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
の
範
囲
）

第
百
六
十
五
条
配
当
等
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
時
ま
で

に
差
押
え
、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は
配
当
要
求
を
し
た
債
権
者
と
す
る
。

一
第
三
債
務
者
が
第
百
荘
十
六
条
第
一
項
洲
創
到
ヨ
ヨ
判
到
司
の
規
定
に

よ
る
供
託
を
し
た
時

二
～
四
（
略
）

II
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
７
（
略
）；

I
一’ と
を
第
三
債
務
割
同
劃
頚
引
剣
痢
制
４
Ｍ
当
川
斗
呵
鍋
矧
荊
劉
到
到
判
対
句
剰
刎

差
押
債
権
者
に
譲
渡
す
る
命
令
（
以
下
「
譲
渡
命
令
」
と
い
う
。
）
、
取

立
て
に
代
え
て
、
執
行
裁
判
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
債
権
の
売
却

を
執
行
官
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
「
売
却
命
令
」
と
い
う
。
）
又
は
管
理

人
を
選
任
し
て
そ
の
債
権
の
管
理
を
命
ず
る
命
令
（
以
下
「
管
理
命
令
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
相
当
な
方
法
に
よ
る
換
価
を
命
ず
る
命
令
Ｊ
劇
到
司
利

（
少
額
訴
訟
債
権
執
行
の
開
始
等
）

垂
押
債
権
蜀
刻
剛
判
刷
劉
劉
銅
副
詞
創
劉
劃
列
刈
叫
珂
劉
刺
到
叫
制 を

発

（
配
当
等
の
実
施
）

第
百
六
十
六
条
執
行
裁
判
所
は
、
第
百
六
十
一
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
九
条
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
配

当
等
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，

一
第
百
五
十
六
条
第
一
項
笥
Ⅲ
列
創
劉
到
ゴ
側
又
は
第
百
五
十
七
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
る
供
託
が
さ
れ
た
場
合

二
・
三
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
配
当
等
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
の
範
囲
）

第
百
六
十
五
条
配
当
等
を
受
け
る
べ
き
債
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
時
ま
で

に
差
押
え
、
仮
差
押
え
の
執
行
又
は
配
当
要
求
を
し
た
債
権
者
と
す
る
。

一
第
三
債
務
者
が
第
百
五
十
六
条
第
一
項
刻
創
割
到
。
側
の
規
定
に
よ
る

供
託
を
し
た
時

二
～
四
（
同
上
）

２
～
７
（
同
上
）

（
新
設
）

差
押
債
権
者
に
譲
渡
す
る
命
令
（
以
下
「
譲
渡
命
令
」
と
い
う
。
）
、
取

立
て
に
代
え
て
、
執
行
裁
判
所
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
そ
の
債
権
の
売
却

を
執
行
官
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
「
売
却
命
令
」
と
い
う
．
）
又
は
管
理

人
を
選
任
し
て
そ
の
債
権
の
管
理
を
命
ず
る
命
令
（
以
下
「
管
理
命
令
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
相
当
な
方
法
に
よ
る
換
価
を
命
ず
る
命
令
を
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
媚

（
少
額
訴
訟
債
権
執
行
の
開
始
等
）
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1

（
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
開
始
）

Ｆ
》

第
百
八
十
一
条
不
動
産
担
保
権
の
実
行
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
が
提
出
ざ

劉
司
剥
判
河
川
斜
、
第
百
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
百
六
十

五
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
少
額
訴
訟
債
権
執

行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
四
十
六
条
、
第
百

五
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
並
び
に
剰
司
剥
刊
打
利
調

詞
呵
ヨ
珂
中
「
執
行
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
」
と
、
第
百

四
十
六
条
第
一
項
中
「
差
押
命
令
を
発
す
る
」
と
あ
る
の
は
一
差
押
処
分

を
す
る
」
と
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百

五
十
条
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
百
五

十
六
条
第
一
項
中
「
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
」
と
、
第
百

四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
八
条
第
一
項
中
「
差
押
え
に
係
る
債
権

」
と
あ
る
の
は
「
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
」
と
、
第
百
四
十
九
条
中
「

差
押
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
が
さ
れ
た
と

き
」
と
、
第
百
五
十
五
条
第
七
項
中
「
決
定
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
書

記
官
の
処
分
」
と
、
第
百
六
十
四
条
第
五
項
中
「
差
押
命
令
の
取
消
決
定

」
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
の
取
消
決
定
若
し
く
は
差
押
処
分
を
取
り
消

す
旨
の
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
」
と
、
第
百
六
十
五
条
（
見
出
し
を
含
む

。
）
中
「
配
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
弁
済
金
の
交
付
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

２
（
略
）

（
債
権
執
行
の
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
百
四
十
六
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百

（
転
付
命
令
等
の
た
め
の
移
行
）

第
百
六
十
七
条
の
十
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
１
調

潤
制
剖
割
引
創
鯏
醐
調
剥
制
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
付
命
令
等
」
と

い
う
．
）
の
い
ず
れ
か
の
命
令
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
差
押
債
権

者
は
、
執
行
裁
判
所
に
対
し
、
転
付
命
令
等
の
う
ち
い
ず
れ
の
命
令
を
求

め
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
、
債
権
執
行
の
手
続
に
事
件
を
移
行
さ
せ
る
こ

と
を
求
め
る
旨
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６
（
略
）

第
百
六
十
七
条
の
二
次
に
掲
げ
る
少
額
訴
訟
に
係
る
債
務
名
義
に
よ
る
金

銭
債
権
に
対
す
る
強
制
執
行
は
、
前
目
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
裁
判
所

が
行
う
ほ
か
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
立
て
に
よ
り
、
こ
の

目
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
．

一
～
三
（
略
）

四
少
額
訴
訟
に
お
け
る
和
解
又
は
認
諾
の
調
書
刻
剖
制
割
荊
凋
割

五
（
略
）

２
～
４
（
略
）

五
十
五
条

第
百
五
十
六
条
（
第
三
項
憩
除
剣
引
剖
１
劃
割
引
刈
制
廿
剣

（
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
開
始
）

第
百
八
十
一
条
不
動
産
担
保
権
の
実
行
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
が
提
出
さ

２
（
同
上
）

（
債
権
執
行
の
規
定
の
準
用
）

第
百
六
十
七
条
の
十
四
第
百
四
十
六
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百

五
十
五
条
洲
創
劉
到
ヨ
Ｗ
Ｈ
Ｎ
劉
詞
珂
司
、
第
百
六
十
四
条
第
五
項
及
び
第
六

（
艦
付
命
令
等
の
た
め
の
移
行
）

’

第
百
六
十
七
条
の
十
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
に
つ
い
て
転
付
命
令
又
は

命
ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
転
付
命
令
等
」
と
い
・
フ
．
）
の

い
ず
れ
か
の
命
令
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
差
押
債
権
者
は
、
執
行

裁
判
所
に
対
し
、
転
付
命
令
等
の
う
ち
い
ず
れ
の
命
令
を
求
め
る
か
を
明

ら
か
に
し
て
、
債
権
執
行
の
手
続
に
事
件
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る

旨
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６
（
同
上
）

第
百
六
十
七
条
の
二
次
に
掲
げ
る
少
額
訴
訟
に
係
る
債
務
名
義
に
よ
る
金

銭
債
権
に
対
す
る
強
制
執
行
は
、
前
目
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
俄
判
所

が
行
う
ほ
か
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
申
立
て
に
よ
り
、
こ
の

目
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
裁
判
所
書
記
官
が
行
う
。

一
～
三
（
同
上
）

四
少
額
訴
訟
に
お
け
る
和
解
又
は
認
諾
の
調
書

五
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

項
並
び
に
第
百
六
十
五
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は

、
少
額
訴
訟
債
権
執
行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

百
四
十
六
条
、
第
百
石
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
並

び
に
荊
司
ヨ
判
河
利
劉
劃
ヨ
ヨ
劉
中
「
執
行
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所

書
記
官
」
と
、
第
百
四
十
六
条
第
一
項
中
「
差
押
命
令
を
発
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
差
押
処
分
を
す
る
」
と
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、
第
百
四
十

八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
条
、
第
百
五
卜
五
条
第
一
項
、
第
六
項
及
び
第

七
項
並
び
に
第
百
五
十
六
条
第
一
項
中
「
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
差

押
処
分
」
と
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
四
’
八
条
第
一
項
中
「

差
押
え
に
係
る
債
権
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
え
に
係
る
金
銭
債
権
」
と
、

第
百
四
十
九
条
中
「
差
押
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
差

押
処
分
が
さ
れ
た
と
き
」
と
、
第
百
五
十
五
条
第
七
項
中
「
決
定
」
と
あ

る
の
は
「
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
」
と
、
第
百
六
十
四
条
第
五
項
中
「
差

押
命
令
の
取
消
決
定
」
・
と
あ
る
の
は
「
差
押
処
分
の
取
消
決
定
若
し
く
は

差
押
処
分
を
取
り
消
す
旨
の
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
」
と
、
第
百
六
十
五

条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
配
当
等
」
と
あ
る
の
は
「
弁
済
金
の
交
付

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

180 179



！
七
（
略
）

２
．
３
（
略
）

（
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
停
止
）

第
百
八
十
三
条
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
の

提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
担
保
権
の
な
い
こ
と
を
証
す
る
確
定
判
決
（
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
謄
本
刻
‐
刷
細

矧
割
劇
詞
閏
矧
割

・
一
第
百
八
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判
若
し
く
は
こ
れ
と
同

一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
そ
の
効
力
が
な
い

こ
と
を
宣
言
し
、
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
登
記
を
銅
判
型
Ⅷ
引
劃
旨

を
命
ず
る
確
定
判
決
の
謄
本
刻
刷
割
劃
割
剣
到
調
剰
割
翻

三
・
四
（
略
）

五
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
停
止
及
び
執
行
処
分
の
取
消
し
を

命
ず
る
旨
を
記
載
し
た
裁
判
の
謄
本
刻
創
割
劃
割
詞
刻
調
刻
謝

六
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
一
時
の
停
止
を
命
ず
る
旨
を
記
載

し
た
裁
判
の
謄
本
刻
則
割
翻
割
劃
劉
調
矧
笥

れ
た
と
き
に
限
り
、
開
始
す
る
。

一
担
保
権
の
存
在
を
証
す
る
確
定
判
決
若
し
く
は
家
事
事
件
手
続
法
第

七
十
五
条
の
審
判
又
は
こ
れ
ら
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
の
謄
本

刻
削
剰
翻
謝
謝
到
幽
刻
劃

・
一
～
四
（
略
）

２
～
４
（
略
）

；
０
‐
Ｊ
ｑ
ｊ
Ⅱ
Ｉ
‐
ｊ
ｌ
ｑ
■
ｑ
■
ｄ
■
■
ｃ
■
■
■
０
‐
４

｜
ゞ
３
Ｎ
‐
｜
ｆ
ｌ
４
ｊ
三
〃
↓
々
〃
６
＋
ｆ
一

七
（
同
上
）

２
．
３
（
同
上
）

（
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
停
止
）

第
百
八
十
三
条
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
文
書
の

提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
停
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
担
保
権
の
な
い
こ
と
を
証
す
る
砿
定
判
決
（
砿
定
判
決
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
謄
本

二
～
四
（
同
上
）

２
～
４
（
同
上
）

（
新
設
）

二
第
百
八
十
・
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
裁
判
若
し
く
は
こ
れ
と
同

一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
そ
の
効
力
が
な
い

こ
と
を
宣
言
し
、
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
登
記
を
蹴
割
側
制
到
訓
司
旨

を
命
ず
る
確
定
判
決
の
謄
本

三
・
四
（
同
上
）

五
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
停
止
及
び
執
行
処
分
の
取
消
し
を

命
ず
る
旨
を
記
載
し
た
裁
判
の
勝
本

六
不
動
産
担
保
権
の
実
行
の
手
続
の
一
時
の
停
止
を
命
ず
る
旨
を
記
載

し
た
裁
判
の
謄
本

れ
た
と
き
に
限
り
、
開
始
す
る
。

一
担
保
権
の
存
在
を
証
す
る
確
定
判
決
若
し
く
は
家
事
事
件
手
続
法
第

七
十
五
条
の
審
判
又
は
こ
れ
ら
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の
の
謄
本
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第
百
十
二
条
第
一
▲

…
第
百
十；
二
条
第
一

第
百
十
一
条
の
規

託
載
又
は
記
録

書
琴
又
は
電
硬
散

爵 る
措
置
を
開
始
し

’た 前
条
の
規
定
に
よ

る
措
置
を
開
始
し

’た

条
の
規
定
に
よ

き
者
に
交
付
す
べ
き
旨
の

つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ

べ
き
畜
類
を
保
管
し
、
い

３
斗
一
月
３
言
回
噌
力
咽
刀
】
通
司

ｌ記載 当
該
掲
示
を
始
め
た

剥
判
弓
α
捷
示
塩
〈
α
提

…
つ
で
も
送
達
を
受
け
る
べ

べ
き
書
類
を
保
管
し
、
い

呂
勺
月
●
』
１
『
■
ｆ
Ｐ
〃
Ｊ
‐
０
『
Ｉ
』
■
■
Ｐ
ｐ
弱
１
１
１
『
ｊ
〃
Ｃ
勺
■
白
い
ご
■
点
。
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（
新
設
）
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鋪
罪
一
一
エ
ロ
ー
ハ

…
十
一
条 ト

一
言
ｐ
一
基
二
－
１
曲
位
ア
允
卜
０
十
４
Ｌ
Ｂ
ｗ

員
四
■
■
■
一
コ
■
再
Ｈ
二
句
弓
０

託
識
し
な
け
れ
ば

割

鋸
貝
冨
』
一
二
－
１
二
少
牙
グ

ーヒ 第
百
二
劃
十
八
条
第

項
を
証
明
し
た
電
…

９
戸
二
Ｊ
一
毛
■
Ｕ
『
二
ｉ
■
■
■
町
■
■
■
・
■
。
ｎ
四
屯
■
■
■；

記
録
事
項
に
係
る
；

託
鍔
（
フ
ァ
イ
ル

定
す
る
電
子
判
挾
…

よ
る
第
二
百
五
十
；

じ
‐
）
の
規
定
に

の
項
に
お
い
て
同

を
含
む
．
以
下
こ

て
準
用
す
る
場
合

条
第
二
項
に
お
い

（
第
三
百
七
十
四

第
二
百
五
十
五
条

ﾇ
ｲﾐ

記
録

百
五
十
四
条
第
二
項
の
調

劃 み
替
え
て
適
用
す
る
第
二

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読

四
号
）
第
二
十
一
条
の
二

B

矛
ヨ

ロ
2

＄

幣

夢

判
決
書
又
は
民
事
執
行
法

裁
判
所
の
提
示
場

…
へ
の
掲

き
者
に
交
付
す
べ
き
旨
の

弓
で
４
ｔ
由
廻
逼
迫
左
昌
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